
公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票②：指定の取消し等の事例）

　｢12 その他｣の内容を簡潔
に記入

　｢4 その他｣の内容を簡潔に
記入

　｢13 その他｣の内容を簡潔
に記入

a b c e jの１－２ jの２－２ jの３－２ l

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

1都道府県 02青森県 青森県酪農振興センター ○ 社団法人青い森農林振興公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 04宮城県 県民の森 ○
特定非営利活動法人宮城県森林イ
ンストラクター協会

○ ○ H 21 4 1 H 23 4 1 ○
東日本大震災による施設の
被災

○

1都道府県 04宮城県
東京エレクトロンホール宮城(県民
会館)

○
宮城県民会館管理運営共同企業
体

○ ○ H 21 4 1 H 23 4 20 ○
東日本大震災による施設の
被災

○

1都道府県 04宮城県 慶長使節船ミュージアム ○
公益財団法人慶長遣欧使節船協
会

○ ○ H 22 4 1 H 23 4 20 ○
東日本大震災による施設の
被災

○

1都道府県 04宮城県 みやぎ産業交流センター ○
夢メッセみやぎ管理運営共同事業
体

○ ○ H 22 4 1 H 23 3 12 ○
東日本大震災による施設の
被災

○

1都道府県 04宮城県 小鯖漁港の指定施設 ○ 宮城県漁業協同組合 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○
東日本大震災による施設の
被災（H23.4.1より業務停止）

○

1都道府県 04宮城県 鮪立漁港の指定施設 ○ 宮城県漁業協同組合 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○
東日本大震災による施設の
被災（H23.4.1より業務停止）

○

1都道府県 04宮城県 松岩漁港の指定施設 ○ 宮城県漁業協同組合 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○
東日本大震災による施設の
被災（H23.4.1より業務停止）

○

1都道府県 04宮城県 波路上漁港の指定施設 ○ 宮城県漁業協同組合 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○
東日本大震災による施設の
被災（H23.4.1より業務停止）

○

1都道府県 04宮城県 浦の浜漁港の指定施設 ○ 宮城県漁業協同組合 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○
東日本大震災による施設の
被災（H23.4.1より業務停止）

○

1都道府県 04宮城県
気仙沼漁港の指定施設(浜町桟橋
横泊地，魚町三丁目岸壁横泊地，

○ 宮城県漁業協同組合 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○
東日本大震災による施設の
被災（H23.4.1より業務停止）

○

1都道府県 04宮城県 日門漁港の指定施設 ○ 宮城県漁業協同組合 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○
東日本大震災による施設の
被災（H23.4.1より業務停止）

○

1都道府県 04宮城県 泊(歌津)漁港の指定施設 ○ 宮城県漁業協同組合 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○
東日本大震災による施設の
被災（H23.4.1より業務停止）

○

1都道府県 04宮城県 伊里前漁港の指定施設 ○ 宮城県漁業協同組合 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○
東日本大震災による施設の
被災（H23.4.1より業務停止）

○

1都道府県 04宮城県 志津川漁港の指定施設 ○ 宮城県漁業協同組合 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○
東日本大震災による施設の
被災（H23.4.1より業務停止）

○

1都道府県 04宮城県 波伝谷漁港の指定施設 ○ 宮城県漁業協同組合 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○
東日本大震災による施設の
被災（H23.4.1より業務停止）

○

1都道府県 04宮城県 雄勝漁港の指定施設 ○ 宮城県漁業協同組合 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○
東日本大震災による施設の
被災（H23.4.1より業務停止）

○

1都道府県 04宮城県 桃ノ浦漁港の指定施設 ○ 宮城県漁業協同組合 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○
東日本大震災による施設の
被災（H23.4.1より業務停止）

○

1都道府県 04宮城県 閖上漁港の指定施設 ○ 宮城県漁業協同組合 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○
東日本大震災による施設の
被災（H23.4.1より業務停止）

○

1都道府県 04宮城県 荒浜漁港の指定施設 ○ 宮城県漁業協同組合 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○
東日本大震災による施設の
被災（H23.4.1より業務停止）

○

1都道府県 04宮城県
気仙沼漁港の指定施設(魚町二丁
目護岸横泊地，潮見町防波堤横泊

○ 気仙沼漁業協同組合 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○
東日本大震災による施設の
被災（H23.4.1より業務停止）

○

1都道府県 04宮城県
塩釜漁港の指定施設(物揚場，岸
壁，護岸及び桟橋横泊地に限る。)

○ 塩釜市観光物産協会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○
東日本大震災による施設の
被災（H23.10.1より業務停止）

○

1都道府県 04宮城県
塩釜漁港の指定施設(釜の渕泊地
に係るものに限る。)

○ 塩釜市漁業協同組合 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○
東日本大震災による施設の
被災

○

1都道府県 04宮城県
塩釜漁港の指定施設(越の浦泊地
に係るものに限る。)

○ 宮城県漁業協同組合 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○
東日本大震災による施設の
被災（H23.4.1より業務停止）

○

1都道府県 04宮城県 女川漁港の指定施設 ○ 宮城県漁業協同組合 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○
東日本大震災による施設の
被災（H23.4.1より業務停止）

○

1都道府県 04宮城県 鮎川漁港の指定施設 ○ 牡鹿漁業協同組合 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○
東日本大震災による施設の
被災（H23.4.1より業務停止）

○

1都道府県 04宮城県 気仙沼漁港の駐車場 ○ 気仙沼市 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○
東日本大震災による施設の
被災

○

1都道府県 04宮城県
閖上漁港指定施設（ヨット等陸置き
保管施設）

○ 宮城県漁業協同組合 ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○
東日本大震災による施設の
被災

○

1都道府県 04宮城県
仙台塩釜港仙台港区港湾環境整
備施設(中央公園及びリバーウォー

○ 社団法人宮城県建設センター ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○
東日本大震災による施設の
被災（H23.4.1より業務停止）

○

1都道府県 04宮城県 仙台港多賀城地区緩衝緑地 ○ 株式会社東北緑化環境保全 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○
東日本大震災による施設の
被災（H23.4.1より業務停止）

○

1都道府県 04宮城県 矢本海浜緑地 ○ 東洋緑化株式会社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○
東日本大震災による施設の
被災（H23.4.1より業務停止）

○

1都道府県 04宮城県 岩沼海浜緑地 ○ 社団法人宮城県建設センター ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○
東日本大震災による施設の
被災

○

1都道府県 05秋田県
秋田県営仁賀保高原サイクリング
ロード

○ にかほ市 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○
譲渡を前提とした修繕工事を
行うため

○

1都道府県 05秋田県 高清水園 ○
社会福祉法人　秋田県社会福祉事
業団

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 05秋田県 阿桜園 ○
社会福祉法人　秋田県社会福祉事
業団

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 05秋田県 心身障害者コロニー ○
社会福祉法人　秋田県社会福祉事
業団

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 05秋田県 水林通勤寮 ○
社会福祉法人　秋田県社会福祉事
業団

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 05秋田県 身体障害者更生訓練センター ○
社会福祉法人　秋田県社会福祉事
業団

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 05秋田県 秋田県生涯学習センター分館 ○ 財団法人秋田県総合公社 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 07福島県 太陽の国（野球場） ○ （社福）社会福祉事業団 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 07福島県 矢吹しらうめ荘 ○ （社福）社会福祉事業団 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 07福島県 矢吹しらうめ通勤寮 ○ （社福）社会福祉事業団 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 07福島県
プレジャーボート用指定泊地（小名
浜港）

○ 小名浜漁業協同組合 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 8 ○ ○

1都道府県 07福島県 小名浜マリーナ施設 ○ 小名浜マリーナ(株) ○ ○ H 21 4 1 H 23 8 3 ○ ○

1都道府県 07福島県 福島県営浜川団地 ○ （特非）循環型社会推進センター ○ ○ H 21 12 21 H 23 7 12 ○ ○

1都道府県 07福島県 福島県営上山団地 ○ （特非）循環型社会推進センター ○ ○ H 21 12 21 H 22 11 30 ○ ○

1都道府県 08茨城県 那珂湊漁港（水門） ○ 那珂湊漁業協同組合 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○
震災により施設が破損したた
め

○

1都道府県 08茨城県 波崎漁港（浄化施設） ○
波崎加工協・化工機プラント共同事
業体

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○
震災により施設が破損したた
め

○

1都道府県 09栃木県 栃木県総合文化センター ○ 財団法人とちぎ生涯学習文化財団 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 09栃木県 とちぎ青少年センター ○ アミークス＆コンセーレ事業団 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 09栃木県
栃木県立しもつけ風土記の丘資料
館

○ 財団法人とちぎ生涯学習文化財団 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 10群馬県 つつじが岡公園（花山部分に限る） ○ 館林市 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 10群馬県 群馬県水産学習館 ○ (財)群馬県公園緑地協会 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

1都道府県 10群馬県 川場キャンプ場 ○ 川場村 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 10群馬県 利根川河川尾島運動場 ○ 太田市 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

取消後・業務停止後・
指定期間満了後の管
理

　１　直営（業務委託を
　　　含む）
　２　休止
　３　統合・廃止（民間
　　　等への譲渡・貸与
　　　を含む）
　４　再指定（直営のの
　　　ち再指定を含む）
　５　公営住宅法に基
　　　づく管理代行制度
　　　による管理
　６　その他

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

管理開始日

jの１－１

指定管理者の指定の取消し等の事例

　｢6 その他｣の内容を簡潔に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「１　指定管理者の指定を取り消した場合」を選択し
た場合に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「２　期間を定めて管理
の業務の停止を行った場合」を選択した場合に記
入

期間を定めて管理
の業務の停止を
行った理由

　１　指定管理者の
　　　業務不履行
　２　指定管理者の
　　　不正事件
　３　施設の休止・
　　　廃止
　４　その他

jの２－１

※「ｇ欄　取消等の内容」で「３　指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた場合」を選択した場合に記入

指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の合併・解散
　４　施設の休止・廃止
　５　施設の再編・統合
　６　施設の民間等への譲渡
　７　施設の民間等への貸与
　８　公営住宅法に基づく管理代行制度への移行
　９　公募への応募なし
　10　応募要件不備・不選定
　11　議会の不同意
　12　協定締結のための協議不調
　13　その他

jの３－１g

指定取消日・業
務停止日・指定
期間の末日

h i

指定管理者の指定を取り消した理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の業務不履行
　４　指定管理者の不正事件
　５　指定管理者の合併・解散
　６　施設の休止・廃止
　７　施設の再編・統合
　８　施設の民間等への譲渡
　９　施設の民間等への貸与
　１０　応募要件不備・不選定
　１１　協定締結のための協議不調
　１２　その他

取消等の内容

　１　指定管理者の
　　　指定を取り消した
　　　場合
　２　期間を定めて
　　　管理の業務の
　　　停止を行った場合
　３　指定期間の満了を
　　　もって指定管理者
　　　制度による管理を
　　　取り止めた場合

区分 都道府県名
施設名

f

指定管理者名

d

市区町村名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票②：指定の取消し等の事例）

　｢12 その他｣の内容を簡潔
に記入

　｢4 その他｣の内容を簡潔に
記入

　｢13 その他｣の内容を簡潔
に記入

a b c e jの１－２ jの２－２ jの３－２ l

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

取消後・業務停止後・
指定期間満了後の管
理

　１　直営（業務委託を
　　　含む）
　２　休止
　３　統合・廃止（民間
　　　等への譲渡・貸与
　　　を含む）
　４　再指定（直営のの
　　　ち再指定を含む）
　５　公営住宅法に基
　　　づく管理代行制度
　　　による管理
　６　その他

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

管理開始日

jの１－１

指定管理者の指定の取消し等の事例

　｢6 その他｣の内容を簡潔に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「１　指定管理者の指定を取り消した場合」を選択し
た場合に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「２　期間を定めて管理
の業務の停止を行った場合」を選択した場合に記
入

期間を定めて管理
の業務の停止を
行った理由

　１　指定管理者の
　　　業務不履行
　２　指定管理者の
　　　不正事件
　３　施設の休止・
　　　廃止
　４　その他

jの２－１

※「ｇ欄　取消等の内容」で「３　指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた場合」を選択した場合に記入

指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の合併・解散
　４　施設の休止・廃止
　５　施設の再編・統合
　６　施設の民間等への譲渡
　７　施設の民間等への貸与
　８　公営住宅法に基づく管理代行制度への移行
　９　公募への応募なし
　10　応募要件不備・不選定
　11　議会の不同意
　12　協定締結のための協議不調
　13　その他

jの３－１g

指定取消日・業
務停止日・指定
期間の末日

h i

指定管理者の指定を取り消した理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の業務不履行
　４　指定管理者の不正事件
　５　指定管理者の合併・解散
　６　施設の休止・廃止
　７　施設の再編・統合
　８　施設の民間等への譲渡
　９　施設の民間等への貸与
　１０　応募要件不備・不選定
　１１　協定締結のための協議不調
　１２　その他

取消等の内容

　１　指定管理者の
　　　指定を取り消した
　　　場合
　２　期間を定めて
　　　管理の業務の
　　　停止を行った場合
　３　指定期間の満了を
　　　もって指定管理者
　　　制度による管理を
　　　取り止めた場合

区分 都道府県名
施設名

f

指定管理者名

d

市区町村名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

1都道府県 10群馬県 高崎城址地下駐車場 ○ (財)高崎市都市整備公社 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 10群馬県 前橋ゴルフ場 ○ ライジングプロモーション(株) ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 12千葉県 身体障害者療護施設鶴舞荘 ○ （社福）佑啓会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 6 30 ○ ○

1都道府県 12千葉県 千葉県南房パラダイス ○ （株）オーシャンヴェール館山 ○ ○ H 21 4 1 H 23 8 31 ○ ○

1都道府県 12千葉県 国民宿舎サンライズ九十九里 ○
（財）千葉県観光公社・（株）休暇村
サービスグループ

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 13東京都 東京都網代ホームきずな ○ （福）多摩同胞会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 13東京都 東京都新生寮 ○ （福）救世軍社会事業団 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 13東京都 東京都品川景徳学園 ○ （福）東京都社会福祉事業団 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

1都道府県 13東京都 東京都むさしが丘学園 ○ （福）東京都社会福祉事業団 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

1都道府県 13東京都
東京都聴覚障害者生活支援セン
ター

○ （福）友愛十字会 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 13東京都 東京都清瀬園 ○ （福）東京都民生委員薫風会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 13東京都 東京都清瀬療護園 ○ （福）まりも会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 13東京都 昭和島南緑道公園 ○ アメニス海上南部地区グループ ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 13東京都
東京都営住宅（福祉住宅、特定公
共賃貸住宅等を含む)

○ 東京都住宅供給公社 ○ ○ Ｈ 21 4 1 H 23 3 1 ○ ○

1都道府県 13東京都
東京都営住宅（福祉住宅、特定公
共賃貸住宅等を含む)

○ 東京都住宅供給公社 ○ ○ Ｈ 21 4 1 H 24 2 15 ○ ○

1都道府県 13東京都
東京都営住宅（福祉住宅、特定公
共賃貸住宅等を含む)

○ 東京都住宅供給公社 ○ ○ Ｈ 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 13東京都
東京都営住宅（福祉住宅、特定公
共賃貸住宅等を含む)

○ 東京都住宅供給公社 ○ ○ Ｈ 21 4 1 H 22 3 1 ○ ○

1都道府県 13東京都
東京都営住宅（福祉住宅、特定公
共賃貸住宅等を含む)

○ 東京都住宅供給公社 ○ ○ Ｈ 21 4 1 H 22 3 1 ○ ○

1都道府県 13東京都
東京都営住宅（福祉住宅、特定公
共賃貸住宅等を含む)

○ 東京都住宅供給公社 ○ ○ Ｈ 21 4 1 H 23 3 1 ○ ○

1都道府県 13東京都
東京都営住宅（福祉住宅、特定公
共賃貸住宅等を含む)

○ 東京都住宅供給公社 ○ ○ Ｈ 21 4 1 H 22 3 1 ○ ○

1都道府県 14神奈川県 柳島青少年キャンプ場 ○ 社団法人神奈川県青少年協会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 14神奈川県 金沢若草園 ○ 社会福祉法人恩賜財団済生会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 14神奈川県 青野原診療所 ○ 日本赤十字社 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

1都道府県 14神奈川県 千木良診療所 ○ 日本赤十字社 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

1都道府県 14神奈川県 藤野診療所 ○ 日本赤十字社 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

1都道府県 14神奈川県 県営住宅 ○
社団法人神奈川県土地建物保全
協会

○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 14神奈川県 県営住宅 ○
社団法人神奈川県土地建物保全
協会

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 17石川県 玉川公園 ○  エコ・チーム犀川 ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 17石川県 県営住宅（正院） ○
 ヒューマンネット・若草ホーム産業
共同企業体

○ ○ H 21 4 1 H 21 10 31 ○ ○

1都道府県 18福井県 福井県若越みどりの村 ○ 社会福祉法人福井県福祉事業団 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 18福井県
福井県心身障害者コロニー若越ひ
かりの村

○ 社会福祉法人福井県福祉事業団 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 18福井県 福井県美山荘 ○ 社会福祉法人福井県福祉事業団 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 21岐阜県
岐阜県白山国立公園大白川野営
場野営施設

○ 白川村 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 21岐阜県
岐阜県飛騨木曽川国定公園下呂
温泉乗政野営場野営施設

○ 下呂市 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 21岐阜県 岐阜県県民文化ホール未来会館 ○ ＡＤＯＴＯＰＳ未来会館運営共同体 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 21岐阜県 岐阜県立清流園 ○ 社会福祉法人岐阜県福祉事業団 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

1都道府県 21岐阜県 岐阜マリンスポーツセンター ○ 株式会社マリーナ河芸 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 21岐阜県 岐阜県科学技術振興センター ○ ドルフィン株式会社 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 21岐阜県 岐阜県県民ふれあい会館 ○ ドルフィン株式会社 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 21岐阜県 岐阜アリーナ ○ ドルフィン株式会社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 1 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 瑞穂ふれあい広場 ○ 瑞穂ふれあい広場運営協議会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 中川ふれあい広場 ○ 中川ふれあい広場運営協議会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 西ふれあい広場 ○ 西ふれあい広場運営協議会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 12 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県新生寮 ○ （社福）愛知県厚生事業団 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県明知寮 ○ （社福）愛知県厚生事業団 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県昭和荘 ○ （社福）愛知県厚生事業団 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県立ならわ学園 ○ （社福）愛知県厚生事業団 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県
愛知県身体障害者総合施設希全
センター

○ （社福）愛知県厚生事業団 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県
愛知県身体障害者療護施設はな
のき寮

○ （社福）愛知県厚生事業団 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県
愛知県身体障害者療護施設すぎの
き寮

○ （社福）愛知県厚生事業団 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県藤川寮 ○ （社福）愛知県厚生事業団 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県半田更生園 ○ （社福）愛知県厚生事業団 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県弥富寮 ○ （社福）愛知県厚生事業団 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県立白菊荘 ○ （社福）愛知県婦人福祉会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県立成願荘 ○ （社福）愛知県婦人福祉会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票②：指定の取消し等の事例）

　｢12 その他｣の内容を簡潔
に記入

　｢4 その他｣の内容を簡潔に
記入

　｢13 その他｣の内容を簡潔
に記入

a b c e jの１－２ jの２－２ jの３－２ l

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

取消後・業務停止後・
指定期間満了後の管
理

　１　直営（業務委託を
　　　含む）
　２　休止
　３　統合・廃止（民間
　　　等への譲渡・貸与
　　　を含む）
　４　再指定（直営のの
　　　ち再指定を含む）
　５　公営住宅法に基
　　　づく管理代行制度
　　　による管理
　６　その他

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

管理開始日

jの１－１

指定管理者の指定の取消し等の事例

　｢6 その他｣の内容を簡潔に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「１　指定管理者の指定を取り消した場合」を選択し
た場合に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「２　期間を定めて管理
の業務の停止を行った場合」を選択した場合に記
入

期間を定めて管理
の業務の停止を
行った理由

　１　指定管理者の
　　　業務不履行
　２　指定管理者の
　　　不正事件
　３　施設の休止・
　　　廃止
　４　その他

jの２－１

※「ｇ欄　取消等の内容」で「３　指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた場合」を選択した場合に記入

指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の合併・解散
　４　施設の休止・廃止
　５　施設の再編・統合
　６　施設の民間等への譲渡
　７　施設の民間等への貸与
　８　公営住宅法に基づく管理代行制度への移行
　９　公募への応募なし
　10　応募要件不備・不選定
　11　議会の不同意
　12　協定締結のための協議不調
　13　その他

jの３－１g

指定取消日・業
務停止日・指定
期間の末日

h i

指定管理者の指定を取り消した理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の業務不履行
　４　指定管理者の不正事件
　５　指定管理者の合併・解散
　６　施設の休止・廃止
　７　施設の再編・統合
　８　施設の民間等への譲渡
　９　施設の民間等への貸与
　１０　応募要件不備・不選定
　１１　協定締結のための協議不調
　１２　その他

取消等の内容

　１　指定管理者の
　　　指定を取り消した
　　　場合
　２　期間を定めて
　　　管理の業務の
　　　停止を行った場合
　３　指定期間の満了を
　　　もって指定管理者
　　　制度による管理を
　　　取り止めた場合

区分 都道府県名
施設名

f

指定管理者名

d

市区町村名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

1都道府県 23愛知県 愛知県産業貿易館 ○ （財）あいち産業振興機構 ○ ○ H 18 4 1 H 21 9 30 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県勤労会館 ○ （財）愛知県労働協会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県豊橋勤労福祉会館 ○ （財）愛知県労働協会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県岡崎勤労福祉会館 ○ （財）愛知県労働協会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県半田勤労福祉会館 ○ （財）愛知県労働協会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県津島勤労福祉会館 ○ （財）愛知県労働協会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県サンライフ名古屋 ○ （社）愛知県雇用開発協会 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（清明山住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（弦月住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（中道住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（春里住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（竹越住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（稲葉地住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（向島住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（中村住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（岩塚住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（烏森住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（小鴨住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県
愛知県県営住宅（稲葉地第二住
宅）

○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（恵方住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（紅梅住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（小桜住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（中山住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（雁道住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（大畑住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（中川住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（小本西住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（八神住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（助光住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（包里住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（西前田住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県
愛知県県営住宅（西前田第二住
宅）

○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（東起住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（伏屋第一住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（伏屋第二住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（万場東住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（戸田西住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（十一番町住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（戸田北住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（助光第二住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（清船南住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（当知住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（千年住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（南陽第一住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（南陽第二住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（木場東住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（木場南住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（港稲永住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（小碓住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（呼続住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（七条住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（戸部下住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（中割住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（北頭住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（鳴浜住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票②：指定の取消し等の事例）

　｢12 その他｣の内容を簡潔
に記入

　｢4 その他｣の内容を簡潔に
記入

　｢13 その他｣の内容を簡潔
に記入

a b c e jの１－２ jの２－２ jの３－２ l

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

取消後・業務停止後・
指定期間満了後の管
理

　１　直営（業務委託を
　　　含む）
　２　休止
　３　統合・廃止（民間
　　　等への譲渡・貸与
　　　を含む）
　４　再指定（直営のの
　　　ち再指定を含む）
　５　公営住宅法に基
　　　づく管理代行制度
　　　による管理
　６　その他

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

管理開始日

jの１－１

指定管理者の指定の取消し等の事例

　｢6 その他｣の内容を簡潔に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「１　指定管理者の指定を取り消した場合」を選択し
た場合に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「２　期間を定めて管理
の業務の停止を行った場合」を選択した場合に記
入

期間を定めて管理
の業務の停止を
行った理由

　１　指定管理者の
　　　業務不履行
　２　指定管理者の
　　　不正事件
　３　施設の休止・
　　　廃止
　４　その他

jの２－１

※「ｇ欄　取消等の内容」で「３　指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた場合」を選択した場合に記入

指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の合併・解散
　４　施設の休止・廃止
　５　施設の再編・統合
　６　施設の民間等への譲渡
　７　施設の民間等への貸与
　８　公営住宅法に基づく管理代行制度への移行
　９　公募への応募なし
　10　応募要件不備・不選定
　11　議会の不同意
　12　協定締結のための協議不調
　13　その他

jの３－１g

指定取消日・業
務停止日・指定
期間の末日

h i

指定管理者の指定を取り消した理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の業務不履行
　４　指定管理者の不正事件
　５　指定管理者の合併・解散
　６　施設の休止・廃止
　７　施設の再編・統合
　８　施設の民間等への譲渡
　９　施設の民間等への貸与
　１０　応募要件不備・不選定
　１１　協定締結のための協議不調
　１２　その他

取消等の内容

　１　指定管理者の
　　　指定を取り消した
　　　場合
　２　期間を定めて
　　　管理の業務の
　　　停止を行った場合
　３　指定期間の満了を
　　　もって指定管理者
　　　制度による管理を
　　　取り止めた場合

区分 都道府県名
施設名

f

指定管理者名

d

市区町村名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（三吉住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（三条住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（元塩東住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（北頭第二住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（南豊住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（南豊第二住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（南豊東住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（五条住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（忠道公園住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（味鋺住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（織部住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（川中住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（辻町住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（矢田住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（味鋺東住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（成願寺住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（飯田公園住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（守山住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（喜多山住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（幸心住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（山下住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（大森向住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（牛牧南住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（牛牧北住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（町南住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（黒石東住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（高坪住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（吉根住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（三軒家住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（喜多山西住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（天子田住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県
愛知県県営住宅（新守山第二住
宅）

○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県
愛知県県営住宅（三軒家第二住
宅）

○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（新守山住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（小幡宮ノ腰住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（鳴海住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（伝治山住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（緑黒石住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（古鳴海住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（諏訪山住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（北平部住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（鳴丘住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（万場山住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（高針住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（猪子石住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（梅森坂住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（植園住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（平針住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（野並住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（中平住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（天白植田住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（瀬戸住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（松ケ丘住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（原山台住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（萩山台住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

4 / 44 



公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票②：指定の取消し等の事例）

　｢12 その他｣の内容を簡潔
に記入

　｢4 その他｣の内容を簡潔に
記入

　｢13 その他｣の内容を簡潔
に記入

a b c e jの１－２ jの２－２ jの３－２ l

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

取消後・業務停止後・
指定期間満了後の管
理

　１　直営（業務委託を
　　　含む）
　２　休止
　３　統合・廃止（民間
　　　等への譲渡・貸与
　　　を含む）
　４　再指定（直営のの
　　　ち再指定を含む）
　５　公営住宅法に基
　　　づく管理代行制度
　　　による管理
　６　その他

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

管理開始日

jの１－１

指定管理者の指定の取消し等の事例

　｢6 その他｣の内容を簡潔に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「１　指定管理者の指定を取り消した場合」を選択し
た場合に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「２　期間を定めて管理
の業務の停止を行った場合」を選択した場合に記
入

期間を定めて管理
の業務の停止を
行った理由

　１　指定管理者の
　　　業務不履行
　２　指定管理者の
　　　不正事件
　３　施設の休止・
　　　廃止
　４　その他

jの２－１

※「ｇ欄　取消等の内容」で「３　指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた場合」を選択した場合に記入

指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の合併・解散
　４　施設の休止・廃止
　５　施設の再編・統合
　６　施設の民間等への譲渡
　７　施設の民間等への貸与
　８　公営住宅法に基づく管理代行制度への移行
　９　公募への応募なし
　10　応募要件不備・不選定
　11　議会の不同意
　12　協定締結のための協議不調
　13　その他

jの３－１g

指定取消日・業
務停止日・指定
期間の末日

h i

指定管理者の指定を取り消した理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の業務不履行
　４　指定管理者の不正事件
　５　指定管理者の合併・解散
　６　施設の休止・廃止
　７　施設の再編・統合
　８　施設の民間等への譲渡
　９　施設の民間等への貸与
　１０　応募要件不備・不選定
　１１　協定締結のための協議不調
　１２　その他

取消等の内容

　１　指定管理者の
　　　指定を取り消した
　　　場合
　２　期間を定めて
　　　管理の業務の
　　　停止を行った場合
　３　指定期間の満了を
　　　もって指定管理者
　　　制度による管理を
　　　取り止めた場合

区分 都道府県名
施設名

f

指定管理者名

d

市区町村名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（八幡台住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（西山住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（瀬戸口住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（水野住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（勝川住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（神領住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（東高森台住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（浅山住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（松原住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（松山住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（天神住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（篠木東住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（八田住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（鳥居松住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（小牧住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（北外山住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（岩崎住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（味岡住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（古雅住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（古雅第二住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（篠岡住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（篠岡第二住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（城山住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（城山第二住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（光ケ丘住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（城山第三住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県
愛知県県営住宅（光ケ丘第二住
宅）

○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（旭住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（ゆたか台住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（宮前住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（清洲住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（西清洲住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（新川住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（鍋片住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（西春住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（沖村住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（諸輪住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（長久手住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（東原山住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県
愛知県県営住宅（長久手第二住
宅）

○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（山野田住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（花祗住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（羽根住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（朝日住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（西御堂住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（浅井住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（花池住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（平島住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（両郷住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（南あずら住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（浅野住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（苅安賀住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（一宮北住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（一宮八幡住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県
愛知県県営住宅（一宮八幡第二住
宅）

○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票②：指定の取消し等の事例）

　｢12 その他｣の内容を簡潔
に記入

　｢4 その他｣の内容を簡潔に
記入

　｢13 その他｣の内容を簡潔
に記入

a b c e jの１－２ jの２－２ jの３－２ l

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

取消後・業務停止後・
指定期間満了後の管
理

　１　直営（業務委託を
　　　含む）
　２　休止
　３　統合・廃止（民間
　　　等への譲渡・貸与
　　　を含む）
　４　再指定（直営のの
　　　ち再指定を含む）
　５　公営住宅法に基
　　　づく管理代行制度
　　　による管理
　６　その他

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

管理開始日

jの１－１

指定管理者の指定の取消し等の事例

　｢6 その他｣の内容を簡潔に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「１　指定管理者の指定を取り消した場合」を選択し
た場合に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「２　期間を定めて管理
の業務の停止を行った場合」を選択した場合に記
入

期間を定めて管理
の業務の停止を
行った理由

　１　指定管理者の
　　　業務不履行
　２　指定管理者の
　　　不正事件
　３　施設の休止・
　　　廃止
　４　その他

jの２－１

※「ｇ欄　取消等の内容」で「３　指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた場合」を選択した場合に記入

指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の合併・解散
　４　施設の休止・廃止
　５　施設の再編・統合
　６　施設の民間等への譲渡
　７　施設の民間等への貸与
　８　公営住宅法に基づく管理代行制度への移行
　９　公募への応募なし
　10　応募要件不備・不選定
　11　議会の不同意
　12　協定締結のための協議不調
　13　その他

jの３－１g

指定取消日・業
務停止日・指定
期間の末日

h i

指定管理者の指定を取り消した理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の業務不履行
　４　指定管理者の不正事件
　５　指定管理者の合併・解散
　６　施設の休止・廃止
　７　施設の再編・統合
　８　施設の民間等への譲渡
　９　施設の民間等への貸与
　１０　応募要件不備・不選定
　１１　協定締結のための協議不調
　１２　その他

取消等の内容

　１　指定管理者の
　　　指定を取り消した
　　　場合
　２　期間を定めて
　　　管理の業務の
　　　停止を行った場合
　３　指定期間の満了を
　　　もって指定管理者
　　　制度による管理を
　　　取り止めた場合

区分 都道府県名
施設名

f

指定管理者名

d

市区町村名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（尾西住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（愛宕住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（津島住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（愛宕南住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（唐臼住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（羽黒住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（橋爪住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（楽田住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（布袋住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（東野住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（宮後住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（松竹住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（島宮住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（高御堂住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（稲沢駅前住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（朝府住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（岩倉住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（鈴井住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（草平住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（大口住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（扶桑住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（高雄住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（亀崎住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（長根住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（半田住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（有楽住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（西亀崎住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（岩滑住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（半田康衛住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（乙川住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（古千代住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（北条住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（上野住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（清水住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（名和住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（名和東住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（大府住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（梶田住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（横根住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（岡田住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（東浦住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（若宮住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（廻間住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（武豊住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（上六名住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（鴨田住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（上和田住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（本宿住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（竜美ヶ丘住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（明神橋住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（大西住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（上町住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（小島住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（寺津住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（緑町住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票②：指定の取消し等の事例）

　｢12 その他｣の内容を簡潔
に記入

　｢4 その他｣の内容を簡潔に
記入

　｢13 その他｣の内容を簡潔
に記入

a b c e jの１－２ jの２－２ jの３－２ l

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

取消後・業務停止後・
指定期間満了後の管
理

　１　直営（業務委託を
　　　含む）
　２　休止
　３　統合・廃止（民間
　　　等への譲渡・貸与
　　　を含む）
　４　再指定（直営のの
　　　ち再指定を含む）
　５　公営住宅法に基
　　　づく管理代行制度
　　　による管理
　６　その他

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

管理開始日

jの１－１

指定管理者の指定の取消し等の事例

　｢6 その他｣の内容を簡潔に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「１　指定管理者の指定を取り消した場合」を選択し
た場合に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「２　期間を定めて管理
の業務の停止を行った場合」を選択した場合に記
入

期間を定めて管理
の業務の停止を
行った理由

　１　指定管理者の
　　　業務不履行
　２　指定管理者の
　　　不正事件
　３　施設の休止・
　　　廃止
　４　その他

jの２－１

※「ｇ欄　取消等の内容」で「３　指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた場合」を選択した場合に記入

指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の合併・解散
　４　施設の休止・廃止
　５　施設の再編・統合
　６　施設の民間等への譲渡
　７　施設の民間等への貸与
　８　公営住宅法に基づく管理代行制度への移行
　９　公募への応募なし
　10　応募要件不備・不選定
　11　議会の不同意
　12　協定締結のための協議不調
　13　その他

jの３－１g

指定取消日・業
務停止日・指定
期間の末日

h i

指定管理者の指定を取り消した理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の業務不履行
　４　指定管理者の不正事件
　５　指定管理者の合併・解散
　６　施設の休止・廃止
　７　施設の再編・統合
　８　施設の民間等への譲渡
　９　施設の民間等への貸与
　１０　応募要件不備・不選定
　１１　協定締結のための協議不調
　１２　その他

取消等の内容

　１　指定管理者の
　　　指定を取り消した
　　　場合
　２　期間を定めて
　　　管理の業務の
　　　停止を行った場合
　３　指定期間の満了を
　　　もって指定管理者
　　　制度による管理を
　　　取り止めた場合

区分 都道府県名
施設名

f

指定管理者名

d

市区町村名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（八ッ面住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（伊文住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（新渡場住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（開正住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（六栗住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（鷲塚住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（二ツ山住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（金山住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（西新井住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（原崎第二住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（乙戌住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（東陽町住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（新田住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（重原住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（萩田住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（半城土住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（秋葉住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（古井住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（依佐美住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（今住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（桜井住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（吉浜住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（赤松住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（葭池住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（高取住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（横浜住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（美園住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（竹生住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（宮上住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（鴛鴨住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（宮口上住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（堤住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（渋谷住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（畝部住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（美和住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（四郷住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（外根住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（逢妻住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（手呂住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（上郷住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（初吹住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（保見住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（神池住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（平芝住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（切戸住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（猿投住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（宮上北住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（挙母住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（夏焼住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（東山住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（中島住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（福谷住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（三好丘旭住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（瓦町住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（金田住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票②：指定の取消し等の事例）

　｢12 その他｣の内容を簡潔
に記入

　｢4 その他｣の内容を簡潔に
記入

　｢13 その他｣の内容を簡潔
に記入

a b c e jの１－２ jの２－２ jの３－２ l

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

取消後・業務停止後・
指定期間満了後の管
理

　１　直営（業務委託を
　　　含む）
　２　休止
　３　統合・廃止（民間
　　　等への譲渡・貸与
　　　を含む）
　４　再指定（直営のの
　　　ち再指定を含む）
　５　公営住宅法に基
　　　づく管理代行制度
　　　による管理
　６　その他

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

管理開始日

jの１－１

指定管理者の指定の取消し等の事例

　｢6 その他｣の内容を簡潔に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「１　指定管理者の指定を取り消した場合」を選択し
た場合に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「２　期間を定めて管理
の業務の停止を行った場合」を選択した場合に記
入

期間を定めて管理
の業務の停止を
行った理由

　１　指定管理者の
　　　業務不履行
　２　指定管理者の
　　　不正事件
　３　施設の休止・
　　　廃止
　４　その他

jの２－１

※「ｇ欄　取消等の内容」で「３　指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた場合」を選択した場合に記入

指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の合併・解散
　４　施設の休止・廃止
　５　施設の再編・統合
　６　施設の民間等への譲渡
　７　施設の民間等への貸与
　８　公営住宅法に基づく管理代行制度への移行
　９　公募への応募なし
　10　応募要件不備・不選定
　11　議会の不同意
　12　協定締結のための協議不調
　13　その他

jの３－１g

指定取消日・業
務停止日・指定
期間の末日

h i

指定管理者の指定を取り消した理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の業務不履行
　４　指定管理者の不正事件
　５　指定管理者の合併・解散
　６　施設の休止・廃止
　７　施設の再編・統合
　８　施設の民間等への譲渡
　９　施設の民間等への貸与
　１０　応募要件不備・不選定
　１１　協定締結のための協議不調
　１２　その他

取消等の内容

　１　指定管理者の
　　　指定を取り消した
　　　場合
　２　期間を定めて
　　　管理の業務の
　　　停止を行った場合
　３　指定期間の満了を
　　　もって指定管理者
　　　制度による管理を
　　　取り止めた場合

区分 都道府県名
施設名

f

指定管理者名

d

市区町村名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（大手住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（牛川住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（西口住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（岩田住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（大脇住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（王ケ崎住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（二川住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（大清水台住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（東新町住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（植田住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（往完住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（前田南住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（中条住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（千両住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（平尾住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（諏訪住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（御油住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（八幡住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（牛久保住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（西桜木住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（稲荷北住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（広石住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（鶴ケ浜住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（形原住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（春日浦住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（弁天住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（赤石住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（下田住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（本郷住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 23愛知県 愛知県県営住宅（坂宇場住宅） ○ 愛知県住宅供給公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 27大阪府 青少年海洋センターファミリー棟 ○ （有）フジコーポレーション ○ ○ H 17 4 1 H 21 9 30 ○ ○

1都道府県 27大阪府 羽衣青少年センター ○ 財団法人大阪ユースホステル協会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 27大阪府 総合青少年野外活動センター ○ 大阪府森林組合 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 27大阪府 インターネットデータセンター ○
（株）大阪エクセレント・アイ・ディー・
シー

○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 27大阪府 現代美術センター ○ クリーン・ブラザーズ ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

1都道府県 27大阪府 箕面通勤寮 ○
（社会福祉法人）大阪府障害者福
祉事業団

○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 27大阪府 大阪府立健康科学センター ○ 財団法人大阪府保健医療財団 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 27大阪府 大阪府民牧場 ○ 財団法人　大阪府みどり公社 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 27大阪府 大阪府立国際児童文学館 ○ 財団法人大阪国際児童文学館 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

1都道府県 30和歌山県 和歌山県青少年活動センター ○
社団法人和歌山県青少年育成協
会

○ ○ H 21 4 1 H 21 9 30 ○ ○

1都道府県 30和歌山県 和歌山県立功ヶ丘学園 ○
社会福祉法人和歌山県福祉事業
団

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 30和歌山県
和歌山県立中紀福祉センター由良
あかつき園

○
社会福祉法人和歌山県福祉事業
団

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 30和歌山県
和歌山県立中紀福祉センター由良
みのり園

○
社会福祉法人和歌山県福祉事業
団

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 30和歌山県
和歌山県立南紀福祉センター南紀
あけぼの園（知的障害児施設）

○
社会福祉法人和歌山県福祉事業
団

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 30和歌山県
和歌山県立南紀福祉センター南紀
あけぼの園（知的障害者更生施

○
社会福祉法人和歌山県福祉事業
団

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 30和歌山県
和歌山県立南紀福祉センター南紀
療育園

○
社会福祉法人和歌山県福祉事業
団

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 30和歌山県
和歌山県立南紀福祉センター牟婁
あゆみ園

○
社会福祉法人和歌山県福祉事業
団

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 30和歌山県 和歌山県立古座あさかぜ園 ○
社会福祉法人和歌山県福祉事業
団

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 30和歌山県 和歌山県立わかやま館 ○
MIDファシリティマネージメント株式
会社

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 30和歌山県 秋葉山公園県民水泳場 ○ はまゆうグループ ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 30和歌山県 和歌山県南紀スポーツセンター ○
財団法人和歌山県スポーツ振興財
団

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 32島根県 島根県立ライフル射撃場 ○ 財団法人島根県体育協会 ○ ○ H 17 4 1 H 22 3 31 ○ ○

1都道府県 33岡山県
岡山県交流拠点施設むかし下津井
回船問屋

○ 倉敷市 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

1都道府県 33岡山県 岡山県グリーンヒルズ津山 ○ 津山市 ○ ○ H 22 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 33岡山県 岡山県立児童会館 ○
岡山県立児童会館管理運営共同
体

○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票②：指定の取消し等の事例）

　｢12 その他｣の内容を簡潔
に記入

　｢4 その他｣の内容を簡潔に
記入

　｢13 その他｣の内容を簡潔
に記入

a b c e jの１－２ jの２－２ jの３－２ l

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

取消後・業務停止後・
指定期間満了後の管
理

　１　直営（業務委託を
　　　含む）
　２　休止
　３　統合・廃止（民間
　　　等への譲渡・貸与
　　　を含む）
　４　再指定（直営のの
　　　ち再指定を含む）
　５　公営住宅法に基
　　　づく管理代行制度
　　　による管理
　６　その他

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

管理開始日

jの１－１

指定管理者の指定の取消し等の事例

　｢6 その他｣の内容を簡潔に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「１　指定管理者の指定を取り消した場合」を選択し
た場合に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「２　期間を定めて管理
の業務の停止を行った場合」を選択した場合に記
入

期間を定めて管理
の業務の停止を
行った理由

　１　指定管理者の
　　　業務不履行
　２　指定管理者の
　　　不正事件
　３　施設の休止・
　　　廃止
　４　その他

jの２－１

※「ｇ欄　取消等の内容」で「３　指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた場合」を選択した場合に記入

指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の合併・解散
　４　施設の休止・廃止
　５　施設の再編・統合
　６　施設の民間等への譲渡
　７　施設の民間等への貸与
　８　公営住宅法に基づく管理代行制度への移行
　９　公募への応募なし
　10　応募要件不備・不選定
　11　議会の不同意
　12　協定締結のための協議不調
　13　その他

jの３－１g

指定取消日・業
務停止日・指定
期間の末日

h i

指定管理者の指定を取り消した理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の業務不履行
　４　指定管理者の不正事件
　５　指定管理者の合併・解散
　６　施設の休止・廃止
　７　施設の再編・統合
　８　施設の民間等への譲渡
　９　施設の民間等への貸与
　１０　応募要件不備・不選定
　１１　協定締結のための協議不調
　１２　その他

取消等の内容

　１　指定管理者の
　　　指定を取り消した
　　　場合
　２　期間を定めて
　　　管理の業務の
　　　停止を行った場合
　３　指定期間の満了を
　　　もって指定管理者
　　　制度による管理を
　　　取り止めた場合

区分 都道府県名
施設名

f

指定管理者名

d

市区町村名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

1都道府県 33岡山県 岡山県立玉島学園 ○ 社会福祉法人恵聖会 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 33岡山県 岡山県立津島児童学院 ○ 社会福祉法人旭川荘 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 33岡山県 岡山県水島サロン ○ 倉敷市 ○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○

1都道府県 33岡山県 岡山県観光物産センター ○
社団法人岡山県産業貿易振興協
会

○ ○ H 21 4 1 H 21 8 31 ○ ○

1都道府県 33岡山県 岡山県岡山テルサ ○ 丸田産業株式会社 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 33岡山県
おかやまファーマーズ・マーケツト
サウスヴィレッジ

○ 有限会社サウスビレッジ ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

1都道府県 33岡山県
おかやまファーマーズ・マーケツト
ノースヴィレッジ

○ 勝央町 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

1都道府県 33岡山県 県営住宅（花畑団地） ○ 岡山県営住宅管理グループ ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 33岡山県 県営住宅（北長瀬団地） ○ 岡山県営住宅管理グループ ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 33岡山県 県営住宅（新見団地） ○ 新見市 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 33岡山県 岡山県津山婦人青年の家 ○ 津山市 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

1都道府県 33岡山県 岡山県立吉備路郷土館 ○ 吉備路風土記の丘環境保全協会 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

1都道府県 34広島県 県営住宅（呉地区） ○ （株）ビルックス ○ ○ H 22 4 1 H 22 11 23 ○ ○

1都道府県 34広島県 広島県立大野寮 ○ （社福）三篠会 ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 34広島県 牛小屋高原公園施設 ○ 三段峡観光（株） ○ ○ H 21 4 1 H 23 10 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 たちばな園 ○ (福)山口県社会福祉事業団 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 華南園 ○ (福)山口県社会福祉事業団 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 華の浦学園 ○ (福)山口県社会福祉事業団 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 二十一世紀の森施設 ○
一般社団法人やまぐち里山文化研
究所

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 松陰記念館 ○ (社)萩物産協会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 2 28 ○ ○

1都道府県 35山口県 都市公園（県立江汐公園） ○ 山陽小野田市 ○ ○ H 22 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 都市公園（柳井ウェルネスパーク） ○ 柳井市 ○ ○ H 22 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 長者ヶ原グリーンスポーツ広場 ○ 山口市 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 青年の家（大島） ○
一般社団法人やまぐち青年の家
ネット

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 青年の家（光） ○
NPO法人青少年の健全育成を支援
する会

○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 青年の家（萩） ○
一般社団法人やまぐち青年の家
ネット

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（西大橋） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（赤妻） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（大内御堀） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（平川） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（恋路） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（宮野下） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（平井） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（上東） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（吉敷木崎） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（穂積） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（無田ヶ原） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（中津江） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（第二無田ヶ原） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（東萩） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（金谷） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（西田中） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（大平山） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（高井） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（大道） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（西浦） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（北山手） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（中央） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（湯本） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（東深川） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（江良） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（中の塚） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（田屋） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（西下領） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（来福台） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票②：指定の取消し等の事例）

　｢12 その他｣の内容を簡潔
に記入

　｢4 その他｣の内容を簡潔に
記入

　｢13 その他｣の内容を簡潔
に記入

a b c e jの１－２ jの２－２ jの３－２ l

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

取消後・業務停止後・
指定期間満了後の管
理

　１　直営（業務委託を
　　　含む）
　２　休止
　３　統合・廃止（民間
　　　等への譲渡・貸与
　　　を含む）
　４　再指定（直営のの
　　　ち再指定を含む）
　５　公営住宅法に基
　　　づく管理代行制度
　　　による管理
　６　その他

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

管理開始日

jの１－１

指定管理者の指定の取消し等の事例

　｢6 その他｣の内容を簡潔に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「１　指定管理者の指定を取り消した場合」を選択し
た場合に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「２　期間を定めて管理
の業務の停止を行った場合」を選択した場合に記
入

期間を定めて管理
の業務の停止を
行った理由

　１　指定管理者の
　　　業務不履行
　２　指定管理者の
　　　不正事件
　３　施設の休止・
　　　廃止
　４　その他

jの２－１

※「ｇ欄　取消等の内容」で「３　指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた場合」を選択した場合に記入

指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の合併・解散
　４　施設の休止・廃止
　５　施設の再編・統合
　６　施設の民間等への譲渡
　７　施設の民間等への貸与
　８　公営住宅法に基づく管理代行制度への移行
　９　公募への応募なし
　10　応募要件不備・不選定
　11　議会の不同意
　12　協定締結のための協議不調
　13　その他

jの３－１g

指定取消日・業
務停止日・指定
期間の末日

h i

指定管理者の指定を取り消した理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の業務不履行
　４　指定管理者の不正事件
　５　指定管理者の合併・解散
　６　施設の休止・廃止
　７　施設の再編・統合
　８　施設の民間等への譲渡
　９　施設の民間等への貸与
　１０　応募要件不備・不選定
　１１　協定締結のための協議不調
　１２　その他

取消等の内容

　１　指定管理者の
　　　指定を取り消した
　　　場合
　２　期間を定めて
　　　管理の業務の
　　　停止を行った場合
　３　指定期間の満了を
　　　もって指定管理者
　　　制度による管理を
　　　取り止めた場合

区分 都道府県名
施設名

f

指定管理者名

d

市区町村名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

1都道府県 35山口県
県営住宅（朝田特定公共賃貸朝田
特定公共賃貸）

○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（萩谷） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（山中） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（浪の浦） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（黒磯） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（海土路） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（梅ヶ丘） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（第二浪の浦） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（堀田） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（上市） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（今津） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（高森） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（大屋） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（新庄北） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（宮野） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（柳井旭ヶ丘） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（馬皿） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（川瀬） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（生野屋） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（旗岡） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（久保） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（花岡） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（両家） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（今桝） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（亀山） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（和田） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（島田） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（光井） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（大迫田） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（金剛山） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（旭ヶ丘） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（周南） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（瀬の上） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（舞車） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（慶万） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（若山） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（ひばりヶ丘） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（西桝） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（富田東） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（福川南） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（新堤） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（湯野） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（第二金剛山） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（周陽） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（大内） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（西宇部） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（大沢） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（鵜の島） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（東岐波） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（小羽山東） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（中野） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（西山） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（岬） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（北琴芝） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（宇部中村） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票②：指定の取消し等の事例）

　｢12 その他｣の内容を簡潔
に記入

　｢4 その他｣の内容を簡潔に
記入

　｢13 その他｣の内容を簡潔
に記入

a b c e jの１－２ jの２－２ jの３－２ l

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

取消後・業務停止後・
指定期間満了後の管
理

　１　直営（業務委託を
　　　含む）
　２　休止
　３　統合・廃止（民間
　　　等への譲渡・貸与
　　　を含む）
　４　再指定（直営のの
　　　ち再指定を含む）
　５　公営住宅法に基
　　　づく管理代行制度
　　　による管理
　６　その他

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

管理開始日

jの１－１

指定管理者の指定の取消し等の事例

　｢6 その他｣の内容を簡潔に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「１　指定管理者の指定を取り消した場合」を選択し
た場合に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「２　期間を定めて管理
の業務の停止を行った場合」を選択した場合に記
入

期間を定めて管理
の業務の停止を
行った理由

　１　指定管理者の
　　　業務不履行
　２　指定管理者の
　　　不正事件
　３　施設の休止・
　　　廃止
　４　その他

jの２－１

※「ｇ欄　取消等の内容」で「３　指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた場合」を選択した場合に記入

指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の合併・解散
　４　施設の休止・廃止
　５　施設の再編・統合
　６　施設の民間等への譲渡
　７　施設の民間等への貸与
　８　公営住宅法に基づく管理代行制度への移行
　９　公募への応募なし
　10　応募要件不備・不選定
　11　議会の不同意
　12　協定締結のための協議不調
　13　その他

jの３－１g

指定取消日・業
務停止日・指定
期間の末日

h i

指定管理者の指定を取り消した理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の業務不履行
　４　指定管理者の不正事件
　５　指定管理者の合併・解散
　６　施設の休止・廃止
　７　施設の再編・統合
　８　施設の民間等への譲渡
　９　施設の民間等への貸与
　１０　応募要件不備・不選定
　１１　協定締結のための協議不調
　１２　その他

取消等の内容

　１　指定管理者の
　　　指定を取り消した
　　　場合
　２　期間を定めて
　　　管理の業務の
　　　停止を行った場合
　３　指定期間の満了を
　　　もって指定管理者
　　　制度による管理を
　　　取り止めた場合

区分 都道府県名
施設名

f

指定管理者名

d

市区町村名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

1都道府県 35山口県 県営住宅（田町） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（藤山） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（常盤台） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（琴芝） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（古開作） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（平原） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（くし山） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（叶松） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（本山） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（桜山） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（萩原） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（杣尻） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（第二古開作） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（王司） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（楠乃） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（安岡） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（中村） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（稗田） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（綾羅木） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（垢田） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（栄） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（彦島） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（川中東部） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（川中西部） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（長府） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（横野） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（彦島迫町） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（彦島角倉） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（彦島堀越） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（白雲台） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（山の田東） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（第二彦島） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（川棚） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（彦島江の浦） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（一の宮） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（安岡駅前） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 35山口県 県営住宅（稗田改良） ○ 山口県住宅供給公社 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 38愛媛県 愛媛県物産観光センター ○
愛媛県物産観光センター管理コン
ソーシアム

○ ○ H 21 4 1 H 24 2 29 ○ ○

1都道府県 43熊本県 熊本県健康センター ○ 財団法人熊本県総合保健センター ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

1都道府県 43熊本県 熊本県あかね荘 ○ 社団法人熊本県精神科病院協会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

1都道府県 43熊本県 熊本県あかねホーム ○ 社団法人熊本県精神科病院協会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

1都道府県 43熊本県 熊本県あかねワークセンター ○ 社団法人熊本県精神科病院協会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

1都道府県 43熊本県 熊本県ひばり園 ○
社会福祉法人熊本県社会福祉事
業団

○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

1都道府県 43熊本県 熊本県くすのき園 ○
社会福祉法人熊本県社会福祉事
業団

○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

1都道府県 43熊本県 熊本県りんどう荘 ○
社会福祉法人熊本県社会福祉事
業団

○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

1都道府県 43熊本県
熊本県身体障がい者能力開発セン
ター

○
社会福祉法人熊本県社会福祉事
業団

○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

1都道府県 43熊本県 熊本県こすもす園 ○
社会福祉法人熊本県手をつなぐ育
成会

○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

1都道府県 43熊本県 水前寺江津湖公園広木地区 ○ 社団法人熊本県造園建設業協会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 43熊本県 水俣港緑地 ○ ハートリンク水俣 ○ ○ H 22 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 44大分県 大分県点字図書館 ○ （社福）大分県盲人協会 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 44大分県 大分県緑化センター ○ (財)大分県森林整備センター ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

1都道府県 44大分県 大分県マリンカルチャーセンター ○ (株)サンテツ ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 44大分県
港湾環境整備施設（大分港西大分
地区）

○ NPO法人　みなとまちづくり ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

1都道府県 46鹿児島県 菊花寮 ○ （社福）鹿児島県社会福祉事業団 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

1都道府県 46鹿児島県 鹿児島空港県営駐車場 ○ 霧島市 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 30 ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票②：指定の取消し等の事例）

　｢12 その他｣の内容を簡潔
に記入

　｢4 その他｣の内容を簡潔に
記入

　｢13 その他｣の内容を簡潔
に記入

a b c e jの１－２ jの２－２ jの３－２ l

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

取消後・業務停止後・
指定期間満了後の管
理

　１　直営（業務委託を
　　　含む）
　２　休止
　３　統合・廃止（民間
　　　等への譲渡・貸与
　　　を含む）
　４　再指定（直営のの
　　　ち再指定を含む）
　５　公営住宅法に基
　　　づく管理代行制度
　　　による管理
　６　その他

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

管理開始日

jの１－１

指定管理者の指定の取消し等の事例

　｢6 その他｣の内容を簡潔に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「１　指定管理者の指定を取り消した場合」を選択し
た場合に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「２　期間を定めて管理
の業務の停止を行った場合」を選択した場合に記
入

期間を定めて管理
の業務の停止を
行った理由

　１　指定管理者の
　　　業務不履行
　２　指定管理者の
　　　不正事件
　３　施設の休止・
　　　廃止
　４　その他

jの２－１

※「ｇ欄　取消等の内容」で「３　指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた場合」を選択した場合に記入

指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の合併・解散
　４　施設の休止・廃止
　５　施設の再編・統合
　６　施設の民間等への譲渡
　７　施設の民間等への貸与
　８　公営住宅法に基づく管理代行制度への移行
　９　公募への応募なし
　10　応募要件不備・不選定
　11　議会の不同意
　12　協定締結のための協議不調
　13　その他

jの３－１g

指定取消日・業
務停止日・指定
期間の末日

h i

指定管理者の指定を取り消した理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の業務不履行
　４　指定管理者の不正事件
　５　指定管理者の合併・解散
　６　施設の休止・廃止
　７　施設の再編・統合
　８　施設の民間等への譲渡
　９　施設の民間等への貸与
　１０　応募要件不備・不選定
　１１　協定締結のための協議不調
　１２　その他

取消等の内容

　１　指定管理者の
　　　指定を取り消した
　　　場合
　２　期間を定めて
　　　管理の業務の
　　　停止を行った場合
　３　指定期間の満了を
　　　もって指定管理者
　　　制度による管理を
　　　取り止めた場合

区分 都道府県名
施設名

f

指定管理者名

d

市区町村名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

1都道府県 46鹿児島県 ゆすの里 ○ （社福）鹿児島県社会福祉事業団 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

1都道府県 46鹿児島県 ふれあいプラザなのはな館 ○ （社福）鹿児島県社会福祉協議会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

2指定都市 01北海道 札幌市 札幌市市民情報センター ○ 株式会社映音 ○ ○ H 22 4 1 H 23 3 31 ○ ○

2指定都市 01北海道 札幌市 札幌市ライラック荘 ○ 社会福祉法人光華会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

2指定都市 01北海道 札幌市 二十四軒保育園 ○ 社会福祉法人扶桑苑 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

2指定都市 01北海道 札幌市 青葉乳児保育園 ○ 社会福祉法人常徳会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

2指定都市 01北海道 札幌市 札幌市写真ライブラリー ○ 財団法人札幌市芸術文化財団 ○ ○ H 18 4 1 H 22 1 31 ○ ○

2指定都市 01北海道 札幌市 札幌市豊平館 ○ 社団法人札幌市友会 ○ ○ H 22 4 1 H 24 3 31 ○ ○

2指定都市 01北海道 札幌市 札幌市北一条駐車場 ○ パーク二四株式会社 ○ ○ H 22 4 1 H 23 5 1 ○ ○

2指定都市 01北海道 札幌市 北5西2南側路上自転車等駐車場 ○
札幌駅周辺自転車等駐車場利用
促進グループ

○ ○ H 19 4 1 H 23 3 31 ○ ○

2指定都市 01北海道 札幌市 札幌市中央若者活動センター ○ 財団法人青少年女性活動協会 ○ ○ H 22 4 1 H 23 3 31 ○ ○

2指定都市 01北海道 札幌市 札幌市ポプラ若者活動センター ○ 財団法人青少年女性活動協会 ○ ○ H 22 4 1 H 24 3 31 ○ ○

2指定都市 04宮城県 仙台市 仙台市健康増進センター ○ 財団法人仙台市健康福祉事業団 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

2指定都市 04宮城県 仙台市 泉中央デイサービスセンター ○ 社会福祉法人愛泉会 ○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○

2指定都市 04宮城県 仙台市 根白石デイサービスセンター ○ 社会福祉法人泉和会 ○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○

2指定都市 04宮城県 仙台市 仙台市農業園芸センター ○
財団法人仙台市農業園芸振興協
会

○ ○ H 22 4 1 H 24 3 31 ○ 施設自体のあり方を検討中 ○

2指定都市 04宮城県 仙台市
仙台市母子生活支援施設むつみ
荘

○
社会福祉法人仙台市社会事業協
会

○ ○ H 22 4 1 H 23 3 31 ○ ○

2指定都市 04宮城県 仙台市 仙台市泉中央駅前駐車場 ○
パーク二四株式会社・タイムズサー
ビス株式会社グループ

○ ○ H 22 4 1 H 23 4 30 ○ ○

2指定都市 04宮城県 仙台市
宮城野区海岸公園野球場（第一～
第四球場）

○ 財団法人仙台市公園緑地協会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

2指定都市 04宮城県 仙台市
宮城野区海岸公園野球場（第五・
第六球場）

○ 財団法人仙台市公園緑地協会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

2指定都市 04宮城県 仙台市 宮城野区海岸公園庭球場 ○ 財団法人仙台市公園緑地協会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

2指定都市 04宮城県 仙台市 鹿野市営住宅 ○
太陽ビルサービス㈱・財団法人仙
台建設公社

○ ○ H 20 4 1 H 22 10 7 ○ ○

2指定都市 04宮城県 仙台市 西多賀市営住宅 ○
太陽ビルサービス㈱・財団法人仙
台建設公社

○ ○ H 20 4 1 H 22 10 7 ○ ○

2指定都市 04宮城県 仙台市 赤坂市営住宅 ○
太陽ビルサービス㈱・財団法人仙
台建設公社

○ ○ H 20 4 1 H 23 6 28 ○ ○

2指定都市 14神奈川県 相模原市 新戸住宅 ○ 共同企業体ウィッツ ○ ○ H 21 4 1 H 24 4 1 ○ ○

2指定都市 14神奈川県 相模原市 新戸第２住宅 ○ 共同企業体ウィッツ ○ ○ H 21 4 1 H 24 4 1 ○ ○

2指定都市 14神奈川県 相模原市 谷ヶ原住宅 ○ 共同企業体ウィッツ ○ ○ H 21 4 1 H 23 4 1 ○ ○

2指定都市 14神奈川県 相模原市 青野原住宅 ○ 共同企業体ウィッツ ○ ○ H 21 4 1 H 24 4 1 ○ ○

2指定都市 14神奈川県 相模原市 貝沢住宅 ○ 共同企業体ウィッツ ○ ○ H 21 4 1 H 24 1 1 ○ ○

2指定都市 14神奈川県 相模原市 青葉住宅 ○ 共同企業体ウィッツ ○ ○ H 21 4 1 H 24 1 1 ○ ○

2指定都市 14神奈川県 相模原市 中野原住宅 ○ 共同企業体ウィッツ ○ ○ H 21 4 1 H 24 1 1 ○ ○

2指定都市 22静岡県 浜松市 浜松市万年橋駐車場 ○ （財）浜松まちづくり公社 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

2指定都市 22静岡県 浜松市 浜松市東田町駐車場 ○ （財）浜松まちづくり公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

2指定都市 22静岡県 浜松市 浜松市水窪射撃訓練センター ○ 水窪町射撃場管理運営組合 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

2指定都市 22静岡県 浜松市
県西部浜松医療センター附属診療
所

○ （財）浜松市医療公社 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

2指定都市 22静岡県 浜松市 浜松城 ○ 遠鉄グループ ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

2指定都市 22静岡県 浜松市
浜松市林業者等休養福祉施設しら
かば荘

○ 山王峡振興会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

2指定都市 22静岡県 浜松市 浜松まちづくりセンター ○ (財)浜松まちづくり公社 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

2指定都市 22静岡県 静岡市 畑薙ロッジ ○ 静岡市井川振興会 ○ ○ H 18 4 1 H 21 6 15 ○ ○

2指定都市 22静岡県 静岡市
用宗漁港施設（用宗フィッシャリー
ナ）

○ 静岡漁業協同組合 ○ ○ H 21 4 1 H 21 6 30 ○ ○

2指定都市 22静岡県 静岡市 清水港海づり公園 ○ 清水漁業協同組合 ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○

2指定都市 22静岡県 静岡市 南アルプス井川観光会館 ○ 静岡市井川振興会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

2指定都市 22静岡県 静岡市 清水興津東町団地 ○ （財）静岡市振興公社 ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

2指定都市 22静岡県 静岡市 油山団地 ○ （財）静岡市振興公社 ○ ○ H 20 4 1 H 24 3 31 ○ ○

2指定都市 22静岡県 静岡市 静岡アートギャラリー ○ （財）静岡市文化振興財団 ○ ○ H 18 3 1 H 22 3 31 ○ ○

2指定都市 22静岡県 静岡市 視聴覚センター ○
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱
中部社

○ ○ H 19 4 1 H 24 3 31 ○ ○

2指定都市 22静岡県 静岡市 ワーク春日 ○
（社福）恩賜財団　済生会支部静岡
県済生会

○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

2指定都市 22静岡県 静岡市 清水船越老人福祉センター ○ （福）静岡市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 4 1 H 21 9 30 ○ ○

2指定都市 23愛知県 名古屋市 名古屋市港防災センター ○ 財団法人名古屋市防災管理公社 ○ ○ H 22 4 1 H 24 3 31 ○ ○

2指定都市 23愛知県 名古屋市 名古屋市池下駐車場 ○ 株式会社パレ ○ ○ H 22 4 1 H 24 2 21 ○ ○

2指定都市 26京都府 京都市 京都市アバンティホール ○
公益財団法人京都市音楽芸術文
化振興財団

○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

2指定都市 26京都府 京都市 京都市伝統産業振興館 ○ 京都伝統産業青年会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

2指定都市 26京都府 京都市 京都市桂坂児童館 ○ 社会福祉法人京都社会福祉協会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

2指定都市 26京都府 京都市 京都市桂川福祉ホーム ○ 社会福祉法人京都社会事業財団 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

2指定都市 26京都府 京都市 京都市明徳学童保育所 ○ 京都市学童保育所管理委員会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票②：指定の取消し等の事例）

　｢12 その他｣の内容を簡潔
に記入

　｢4 その他｣の内容を簡潔に
記入

　｢13 その他｣の内容を簡潔
に記入

a b c e jの１－２ jの２－２ jの３－２ l

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

取消後・業務停止後・
指定期間満了後の管
理

　１　直営（業務委託を
　　　含む）
　２　休止
　３　統合・廃止（民間
　　　等への譲渡・貸与
　　　を含む）
　４　再指定（直営のの
　　　ち再指定を含む）
　５　公営住宅法に基
　　　づく管理代行制度
　　　による管理
　６　その他

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

管理開始日

jの１－１

指定管理者の指定の取消し等の事例

　｢6 その他｣の内容を簡潔に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「１　指定管理者の指定を取り消した場合」を選択し
た場合に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「２　期間を定めて管理
の業務の停止を行った場合」を選択した場合に記
入

期間を定めて管理
の業務の停止を
行った理由

　１　指定管理者の
　　　業務不履行
　２　指定管理者の
　　　不正事件
　３　施設の休止・
　　　廃止
　４　その他

jの２－１

※「ｇ欄　取消等の内容」で「３　指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた場合」を選択した場合に記入

指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の合併・解散
　４　施設の休止・廃止
　５　施設の再編・統合
　６　施設の民間等への譲渡
　７　施設の民間等への貸与
　８　公営住宅法に基づく管理代行制度への移行
　９　公募への応募なし
　10　応募要件不備・不選定
　11　議会の不同意
　12　協定締結のための協議不調
　13　その他

jの３－１g

指定取消日・業
務停止日・指定
期間の末日

h i

指定管理者の指定を取り消した理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の業務不履行
　４　指定管理者の不正事件
　５　指定管理者の合併・解散
　６　施設の休止・廃止
　７　施設の再編・統合
　８　施設の民間等への譲渡
　９　施設の民間等への貸与
　１０　応募要件不備・不選定
　１１　協定締結のための協議不調
　１２　その他

取消等の内容

　１　指定管理者の
　　　指定を取り消した
　　　場合
　２　期間を定めて
　　　管理の業務の
　　　停止を行った場合
　３　指定期間の満了を
　　　もって指定管理者
　　　制度による管理を
　　　取り止めた場合

区分 都道府県名
施設名

f

指定管理者名

d

市区町村名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

2指定都市 26京都府 京都市 京都市唐橋学童保育所 ○ 京都市学童保育所管理委員会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

2指定都市 26京都府 京都市 京都市松ノ木保育所 ○ 社会福祉法人京都社会福祉協会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

2指定都市 26京都府 京都市 京都市桂坂保育所 ○ 社会福祉法人京都社会福祉協会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

2指定都市 26京都府 京都市 京都市錦林学童保育所 ○ 京都市学童保育所管理委員会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 8 31 ○ ○

2指定都市 26京都府 京都市 京都市いたはし学園 ○
社会福祉法人京都身体障害者福
祉センター

○ ○ H 18 4 1 H 22 12 31 ○ ○

2指定都市 26京都府 京都市 京都市急病診療所 ○ 財団法人京都市急病診療所 ○ ○ H 18 4 1 H 23 2 28 ○ ○

2指定都市 26京都府 京都市
京都市休日急病内科小児科東診
療所

○ 財団法人京都市急病診療所 ○ ○ H 18 4 1 H 23 2 28 ○ ○

2指定都市 26京都府 京都市 京都市休日急病内科西診療所 ○ 財団法人京都市急病診療所 ○ ○ H 18 4 1 H 23 2 28 ○ ○

2指定都市 26京都府 京都市 京都市かしの木学園 ○ 社会福祉法人なづな学園 ○ ○ H 23 4 1 H 23 10 31 ○ ○

2指定都市 26京都府 京都市 京都会館 ○
公益財団法人京都市音楽芸術文
化振興財団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

2指定都市 27大阪府 堺市 霊園 ○ 財団法人堺市公園協会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

2指定都市 27大阪府 堺市 霊堂 ○ 財団法人堺市公園協会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

2指定都市 27大阪府 大阪市 大阪市立木川センター ○ 木川センター管理運営委員会 ○ ○ H 20 4 1 H 24 3 31 ○ ○

2指定都市 27大阪府 大阪市 大阪市立西淡路センター ○ 西淡路センター管理運営委員会 ○ ○ H 20 4 1 H 24 3 31 ○ ○

2指定都市 27大阪府 大阪市
有料臨港道路（大阪港咲洲トンネ
ル）

○
株式会社大阪港トランスポートシス
テム

○ ○ H 18 4 1 H 21 5 31 ○ ○

2指定都市 27大阪府 大阪市 大阪市立東成会館 ○ 財団法人　大阪市コミュニティ協会 ○ ○ H 22 4 1 H 22 12 31 ○ ○

2指定都市 27大阪府 大阪市 大阪市立玉津会館 ○ 財団法人　大阪市コミュニティ協会 ○ ○ H 22 4 1 H 22 12 31 ○ ○

2指定都市 33岡山県 岡山市 岡山市休日夜間急患診療所 ○ 岡山市内医師会連合会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 6 30 ○ ○

2指定都市 33岡山県 岡山市 岡山操車場跡地公園 ○ 財団法人岡山市公園協会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

2指定都市 33岡山県 岡山市 岡山市営瀬戸駅駐車場 ○ 財団法人厚生会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ 施設の改修・整備 ○

2指定都市 33岡山県 岡山市 岡山市営万冨駅駐車場 ○ 財団法人厚生会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ 施設の改修・整備 ○

2指定都市 33岡山県 岡山市
岡山市営万富駅前自転車等駐車
場

○ 財団法人厚生会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ 施設の改修・整備 ○

2指定都市 34広島県 広島市 広島ユース・ホステル ○
特定非営利活動法人青少年共育
活動協会

○ ○ H 22 4 1 H 24 4 1 ○ ○

2指定都市 40福岡県 北九州市 軽費老人ホームやはず荘 ○ (社福）北九州市福祉事業団 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

2指定都市 40福岡県 北九州市 養護老人ホーム徳寿園 ○
（社福）北九州市小倉社会事業協
会

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

2指定都市 40福岡県 北九州市
養護老人ホーム徳寿園デイサービ
スセンター

○
（社福）北九州市小倉社会事業協
会

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

2指定都市 40福岡県 北九州市 養護老人ホーム楽翁荘 ○ （社福）孝徳会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

2指定都市 40福岡県 北九州市 特別養護老人ホームさわみ園 ○
（社福）北九州市小倉社会事業協
会

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

2指定都市 40福岡県 北九州市 軽費老人ホーム椎ノ木荘 ○
（社福）北九州市小倉社会事業協
会

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

2指定都市 40福岡県 北九州市 国民宿舎めかり山荘 ○ （社）北九州市観光協会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

2指定都市 43熊本県 熊本市 熊本市祖崇廟納骨堂 ○ 祖崇廟管理組合 ○ ○ H 20 10 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 小樽市 小樽市経費老人ホーム「福寿荘」 ○ 社会福祉法人小樽北勉会 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 釧路市 釧路市壽生活館 ○ 釧路市壽生活館運営協議会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 釧路市 釧路市新富士生活館 ○ 釧路市新富士生活館運営協議会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 釧路市 釧路市大楽毛生活館 ○ 釧路市大楽毛生活館運営協議会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 釧路市 釧路市東栄生活館 ○ 釧路市東栄生活観運営協議会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 釧路市
釧路市白樺ふれあい交流センター
（伝承研修室・ふれあい広場部分）

○
釧路市白樺ふれあい交流センター
伝承研修室運営協議会

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 釧路市 釧路市勤労青少年ホーム ○
職業訓練法人釧路地方職業能力
開発協会

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 釧路市 釧路市フィットネスセンター ○ （株）釧路スイミングクラブ ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 釧路市 釧路市米町ふるさと館 ○ （社）釧路観光協会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 釧路市 釧路市鶴ヶ岱公園茶室 ○ （財）釧路公園緑化協会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 北見市 北見市立相内保育園 ○ 相内保育園運営委員会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 北見市 常呂町郷土資料館 ○ 富丘町内会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 岩見沢市 いわみざわ北村温泉施設 ○ 北村温泉開発㈱ ○ ○ H 20 4 1 H 22 5 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 苫小牧市 苫小牧市技能研修センター ○
社団法人　苫小牧地域職業訓練セ
ンター運営協会

○ ○ H 22 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 苫小牧市 苫小牧市立あけの保育園 ○
社会福祉法人　苫小牧市福祉事業
協会

○ ○ H 22 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 芦別市 西芦別多目的研修センター ○
西芦別多目的研修センター運営委
員会

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 芦別市 上芦別生活館 ○ 上芦別生活館運営委員会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 芦別市 芦別市本町生活館 ○ 芦別市本町生活館運営委員会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 江別市 市民会館 ○ イオンディライト・ケイズグループ ○ ○ H 22 4 1 H 22 3 19 ○ ○

3市区町村 01北海道 江別市 都市公園（２２６ケ所） ○ エコ・グリーン事業共同組合 ○ ○ H 20 4 1 H 24 1 6 ○ ○

3市区町村 01北海道 江別市 あけぼのパークゴルフ場 ○ エコ・グリーン事業共同組合 ○ ○ H 22 4 1 H 24 1 6 ○ ○

3市区町村 01北海道 江別市 森林キャンプ場 ○ エコ・グリーン事業共同組合 ○ ○ H 22 4 1 H 24 1 6 ○ ○

3市区町村 01北海道 赤平市 住友地区共同浴場 ○ 株式会社赤平振興公社 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 赤平市
赤平市寿の家茂尻新春日町老人ク
ラブ

○ 茂尻新春日町老人クラブ ○ ○ H 18 4 1 H 21 6 19 ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票②：指定の取消し等の事例）

　｢12 その他｣の内容を簡潔
に記入

　｢4 その他｣の内容を簡潔に
記入

　｢13 その他｣の内容を簡潔
に記入

a b c e jの１－２ jの２－２ jの３－２ l

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

取消後・業務停止後・
指定期間満了後の管
理

　１　直営（業務委託を
　　　含む）
　２　休止
　３　統合・廃止（民間
　　　等への譲渡・貸与
　　　を含む）
　４　再指定（直営のの
　　　ち再指定を含む）
　５　公営住宅法に基
　　　づく管理代行制度
　　　による管理
　６　その他

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

管理開始日

jの１－１

指定管理者の指定の取消し等の事例

　｢6 その他｣の内容を簡潔に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「１　指定管理者の指定を取り消した場合」を選択し
た場合に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「２　期間を定めて管理
の業務の停止を行った場合」を選択した場合に記
入

期間を定めて管理
の業務の停止を
行った理由

　１　指定管理者の
　　　業務不履行
　２　指定管理者の
　　　不正事件
　３　施設の休止・
　　　廃止
　４　その他

jの２－１

※「ｇ欄　取消等の内容」で「３　指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた場合」を選択した場合に記入

指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の合併・解散
　４　施設の休止・廃止
　５　施設の再編・統合
　６　施設の民間等への譲渡
　７　施設の民間等への貸与
　８　公営住宅法に基づく管理代行制度への移行
　９　公募への応募なし
　10　応募要件不備・不選定
　11　議会の不同意
　12　協定締結のための協議不調
　13　その他

jの３－１g

指定取消日・業
務停止日・指定
期間の末日

h i

指定管理者の指定を取り消した理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の業務不履行
　４　指定管理者の不正事件
　５　指定管理者の合併・解散
　６　施設の休止・廃止
　７　施設の再編・統合
　８　施設の民間等への譲渡
　９　施設の民間等への貸与
　１０　応募要件不備・不選定
　１１　協定締結のための協議不調
　１２　その他

取消等の内容

　１　指定管理者の
　　　指定を取り消した
　　　場合
　２　期間を定めて
　　　管理の業務の
　　　停止を行った場合
　３　指定期間の満了を
　　　もって指定管理者
　　　制度による管理を
　　　取り止めた場合

区分 都道府県名
施設名

f

指定管理者名

d

市区町村名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

3市区町村 01北海道 紋別市 紋別市小向生活改善センター ○ 小向生活改善センター運営委員会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 紋別市 紋別市沼の上生活改善センター ○
紋別市沼の上生活改善センター運
営委員会

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 紋別市 紋別市藻別生活改善センター ○
紋別市藻別生活改善センター運営
委員会

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 紋別市 紋別市担い手研修センター ○
紋別市担い手研修センター利用協
議会

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 紋別市 紋別市多目的研修センター ○
紋別市多目的研修センター利用協
議会

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 根室市 根室市歯舞会館 ○ 歯舞地区町会連絡協議会 ○ ○ H 22 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 滝川市 丸加高原健康の郷 ○ 株式会社山一工業 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 伊達市 大滝工芸館 ○ 大滝工芸館管理推進組合 ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 石狩市 厚田総合センター ○ 石狩市公務サービス（株） ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 北斗市 北斗市地区集会所新道会館 ○ 新道町内会 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 北斗市 北斗市地区集会所市渡会館 ○ 市渡会館運営委員会 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 北斗市 北斗市地区集会所市渡第一会館 ○ 市渡第一町内会 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 北斗市 北斗市地区集会所中山会館 ○ 中山地区会 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 北斗市 北斗市地区集会所稲里会館 ○ 稲里町内会 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 北斗市 北斗市地区集会所中央開発会館 ○ 中央開発町内会 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 北斗市 北斗市地区集会所東開発会館 ○ 東開発町内会 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 北斗市 北斗市地区集会所一本木会館 ○ 一本木町内会 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 北斗市 北斗市地区集会所千代田会館 ○ 千代田町内会 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 北斗市 北斗市地区集会所さわやか会館 ○ さわやか町内会 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 北斗市 北斗市地区集会所南大野会館 ○ 南大野町内会 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 北斗市 北斗市地区集会所向野会館 ○ 向野町内会 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 北斗市 北斗市地区集会所文月会館 ○ 文月町内会 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 北斗市 北斗市地区集会所文月拓友会館 ○ 文月拓友町内会 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 森町 森町営牧場 ○ 新函館農業協同組合 ○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 奥尻町 神威脇温泉保養所 ○ 有限会社北翔工業 ○ ○ H 20 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 蘭越町 蘭越町林業研修センター ○ 蘭越１３町内 ○ ○ H 21 4 1 H 23 11 1 ○ ○

3市区町村 01北海道 真狩村
真狩村世界のユリ園交流センター
ハウス

○ 株式会社　マッカリーナ ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 京極町 町営牧野 ○ ようてい農業協同組合 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 倶知安町
サンスポーツランドくっちゃんパター
ゴルフ場

○ ニセコひらふ協同組合 ○ ○ H 16 4 1 H 22 8 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 積丹町 積丹町水中展望船 ○ 株式会社　積丹観光振興公社 ○ ○ H 18 9 2 H 22 9 1 ○ ○

3市区町村 01北海道 占冠村 占冠村自然活用村 ○ NPO法人U.zinニニウ自然の国 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 30 ○ ○

3市区町村 01北海道 幌加内町 幌加内町ふれあいの家 ○ 株式会社　朱鞠内観光振興公社 ○ ○ H 21 4 1 H 22 1 27 ○ ○

3市区町村 01北海道 幌加内町 幌加内町レークハウス ○ 株式会社　朱鞠内観光振興公社 ○ ○ H 21 4 1 H 22 1 27 ○ ○

3市区町村 01北海道 幌加内町 幌加内町朱鞠内研修センター ○ 株式会社　朱鞠内観光振興公社 ○ ○ H 21 4 1 H 22 1 27 ○ ○

3市区町村 01北海道 幌加内町 幌加内町朱鞠内湖畔ロッヂ ○ 株式会社　朱鞠内観光振興公社 ○ ○ H 21 4 1 H 22 1 27 ○ ○

3市区町村 01北海道 幌加内町 朱鞠内老人福祉寮延寿荘 ○
社団法人　幌加内町社会福祉協議
会

○ ○ H 21 4 1 H 23 9 30 ○ ○

3市区町村 01北海道 美瑛町
美瑛町置杵牛農産物加工交流施
設

○ （有）　ファクトリーびえい ○ ○ H 23 4 1 H 23 11 1 ○ ○

3市区町村 01北海道 美幌町 峠牧場 ○ (株)美幌峠牧場振興公社 ○ ○ H 22 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 美幌町 栄森牧場 ○ 栄森地域肉用牛牧場利用組合 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 津別町 森の健康館　山村体験宿泊施設 ○ 株式会社　愛生の杜 ○ ○ H 19 11 1 H 21 10 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 清里町 パパスランド ○ 有限会社　パパスさっつる ○ ○ H 20 12 12 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 遠軽町
遠軽農林水産物直売・食材供給施
設

○ ㈱丸瀬布観光公社 ○ ○ H 21 4 16 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 豊富町 大規模草地レストハウス ○ (株)豊富町振興公社 ○ ○ H 23 3 30 H 24 3 28 ○ ○

3市区町村 01北海道 新ひだか町 柏台集会所 ○ 柏台会館・集会所運営委員会 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 新得町 登山学校等複合施設（レイク・イン） ○ （株）トムラ登山学校レイク・イン ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 25 ○ ○

3市区町村 01北海道 新得町
登山学校等複合施設（ｸﾗｲﾐﾝｸﾞﾀ
ﾜｰ）

○ （株）トムラ登山学校レイク・イン ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 25 ○ ○

3市区町村 01北海道 新得町
登山学校等複合施設（ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ
場）

○ （株）トムラ登山学校レイク・イン ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 25 ○ ○

3市区町村 01北海道 大樹町 大樹町晩成温泉 ○ コスモス管理サービス有限会社 ○ ○ H 22 4 1 H 24 3 26 ○ ○

3市区町村 01北海道 大樹町 大樹町学童農業研修センター ○ コスモス管理サービス有限会社 ○ ○ H 22 4 1 H 24 3 26 ○ ○

3市区町村 01北海道 弟子屈町 桜ケ丘森林公園 ○ 弟子屈森林組合 ○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 01北海道 別海町 別海町生活改善センター ○ 別海漁業協同組合 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 02青森県 青森市 青森市立本郷保育所 ○ 社会福祉法人清明福祉会 ○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 02青森県 弘前市 土淵川徒町緑地 ○ (財)弘前市公園緑地協会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 10 4 ○ ○

3市区町村 02青森県 弘前市 岩木いきいきパーク ○ いきいきパーク管理組合 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 02青森県 弘前市 修斉ふれあい会館 ○ 裾野地区町会連合会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票②：指定の取消し等の事例）

　｢12 その他｣の内容を簡潔
に記入

　｢4 その他｣の内容を簡潔に
記入

　｢13 その他｣の内容を簡潔
に記入

a b c e jの１－２ jの２－２ jの３－２ l

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

取消後・業務停止後・
指定期間満了後の管
理

　１　直営（業務委託を
　　　含む）
　２　休止
　３　統合・廃止（民間
　　　等への譲渡・貸与
　　　を含む）
　４　再指定（直営のの
　　　ち再指定を含む）
　５　公営住宅法に基
　　　づく管理代行制度
　　　による管理
　６　その他

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

管理開始日

jの１－１

指定管理者の指定の取消し等の事例

　｢6 その他｣の内容を簡潔に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「１　指定管理者の指定を取り消した場合」を選択し
た場合に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「２　期間を定めて管理
の業務の停止を行った場合」を選択した場合に記
入

期間を定めて管理
の業務の停止を
行った理由

　１　指定管理者の
　　　業務不履行
　２　指定管理者の
　　　不正事件
　３　施設の休止・
　　　廃止
　４　その他

jの２－１

※「ｇ欄　取消等の内容」で「３　指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた場合」を選択した場合に記入

指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の合併・解散
　４　施設の休止・廃止
　５　施設の再編・統合
　６　施設の民間等への譲渡
　７　施設の民間等への貸与
　８　公営住宅法に基づく管理代行制度への移行
　９　公募への応募なし
　10　応募要件不備・不選定
　11　議会の不同意
　12　協定締結のための協議不調
　13　その他

jの３－１g

指定取消日・業
務停止日・指定
期間の末日

h i

指定管理者の指定を取り消した理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の業務不履行
　４　指定管理者の不正事件
　５　指定管理者の合併・解散
　６　施設の休止・廃止
　７　施設の再編・統合
　８　施設の民間等への譲渡
　９　施設の民間等への貸与
　１０　応募要件不備・不選定
　１１　協定締結のための協議不調
　１２　その他

取消等の内容

　１　指定管理者の
　　　指定を取り消した
　　　場合
　２　期間を定めて
　　　管理の業務の
　　　停止を行った場合
　３　指定期間の満了を
　　　もって指定管理者
　　　制度による管理を
　　　取り止めた場合

区分 都道府県名
施設名

f

指定管理者名

d

市区町村名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

3市区町村 02青森県 弘前市 岩木多目的球技場 ○ (財)青森県体育協会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 02青森県 弘前市 弘前市宮舘児童館 ○ （社福）弘前草右会 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 02青森県 弘前市 弘前市蒔苗児童館 ○ （社福）弘前草右会 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 02青森県 弘前市 五代農村公園 ○ 五代町会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 02青森県 弘前市 宮地農村公園 ○ 宮地町会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 02青森県 弘前市 鼻和農村公園 ○ 鼻和町会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 02青森県 弘前市 鳥井野農村公園 ○ 鳥井野町会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 02青森県 黒石市
黒石市黒森山ウォーキングセン
ター

○ 黒石市青少年の森をつくる会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 02青森県 黒石市 黒石市職業能力開発校 ○ 職業訓練法人黒石職業訓練協会 ○ ○ H 21 4 1 H 23 9 24 ○ ○

3市区町村 02青森県 五所川原市 五所川原市働く婦人の家 ○
財団法人五所川原市自治振興公
社

○ ○ H 21 4 1 H 24 2 1 ○ ○

3市区町村 02青森県 五所川原市 保健センター五所川原 ○
財団法人　五所川原市自治振興公
社

○ ○ H 21 4 1 H 24 2 1 ○ ○

3市区町村 02青森県 五所川原市 つがる克雪ドーム ○
財団法人　五所川原市自治振興公
社

○ ○ H 22 4 1 H 24 2 1 ○ ○

3市区町村 02青森県 五所川原市 五所川原市農水産加工センター ○ 十三漁業協同組合 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 02青森県 十和田市 十和田市母子福祉会館 ○
財団法人　十和田市母子寡婦福祉
会

○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 02青森県 十和田市 十和田市若葉球技場 ○ 財団法人　十和田市体育協会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 02青森県 十和田市 十和田市木材工芸品等加工施設 ○ 上北森林組合 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 02青森県 三沢市 三沢市漁民厚生施設 ○ 三沢市漁業協同組合 ○ ○ H 21 4 1 H 24 4 1 ○ 災害による滅失 ○

3市区町村 02青森県 三沢市
三沢市漁業者等地域住民交流施
設砂森地域集会所

○ 砂森町内会 ○ ○ H 21 4 1 H 22 4 1 ○ ○

3市区町村 02青森県 むつ市 むつ市営宮後牧野 ○ 農事組合法人みなみ農園開発 ○ ○ H 19 4 1 H 21 12 1 ○ ○

3市区町村 02青森県 むつ市 むつ市営名子牧野 ○ 農事組合法人みなみ農園開発 ○ ○ H 19 4 1 H 21 12 1 ○ ○

3市区町村 02青森県 むつ市 むつ市営永下牧野 ○ 農事組合法人みなみ農園開発 ○ ○ H 19 4 1 H 21 12 1 ○ ○

3市区町村 02青森県 むつ市 むつ市営金谷沢牧野 ○ 農事組合法人みなみ農園開発 ○ ○ H 19 4 1 H 21 12 1 ○ ○

3市区町村 02青森県 むつ市 むつ市宮後ふれあい牧野 ○ 農事組合法人みなみ農園開発 ○ ○ H 19 4 1 H 21 12 1 ○ ○

3市区町村 02青森県 むつ市 川内助作牧野 ○ むつ市川内地区牧野管理組合 ○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 02青森県 むつ市
むつ市大畑町水産物簡易加工処
理施設

○ 大畑町漁業協同組合 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 02青森県 むつ市
むつ市大畑町水産物鮮度保持施
設

○ 大畑町漁業協同組合 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 02青森県 つがる市 稲垣堆肥センター ○ 社団法人つがる市農業開発公社 ○ ○ H 22 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 02青森県 つがる市 稲垣有機物資源活用センター ○ 社団法人つがる市農業開発公社 ○ ○ H 22 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 02青森県 つがる市 稲垣もみ殻貯蔵庫 ○ 社団法人つがる市農業開発公社 ○ ○ H 22 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 02青森県 つがる市 稲垣もみ殻貯蔵庫A棟 ○ 社団法人つがる市農業開発公社 ○ ○ H 22 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 02青森県 つがる市 稲垣もみ殻貯蔵庫B棟 ○ 社団法人つがる市農業開発公社 ○ ○ H 22 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 02青森県 平川市 平川市碇ヶ関農産物加工施設 ○ 関の庄農産物加工友の会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 02青森県 外ヶ浜町
外ヶ浜町三厩在宅介護支援セン
ター

○ 社会福祉法人あじさい会 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 02青森県 外ヶ浜町 外ヶ浜町寿楽園 ○ 社会福祉法人あじさい会 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 02青森県 外ヶ浜町
外ヶ浜町農業者トレーニングセン
ター

○ 外ヶ浜町商工会 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 02青森県 鰺ヶ沢町 白神キャンプ場 ○ あじがさわ白神山地ガイド倶楽部 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 02青森県 鰺ヶ沢町 やかたの売店 ○ 赤い風船 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 02青森県 鰺ヶ沢町 ミニ白神 ○ あじがさわ白神山地ガイド倶楽部 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 02青森県 鰺ヶ沢町 日本海拠点館 ○ 有限会社スタジオ・リリック ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 02青森県 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町林業実習センター ○ 日照田町内会 ○ ○ H 18 7 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 02青森県 深浦町 深浦町海洋性ウォータースライダー ○ 株式会社　ふかうら開発 ○ ○ H 21 4 1 H 22 6 30 ○ ○

3市区町村 02青森県 深浦町 深浦町野営場（大間越ロマンの里） ○ しらかみ十二湖　株式会社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 02青森県 深浦町
深浦町地域産物展示販売施設及
び遊覧船ターミナル

○ 株式会社　ふかうら開発 ○ ○ H 21 4 1 H 21 12 31 ○ ○

3市区町村 02青森県 深浦町
深浦町老人共同生活援助施設「ト
ント園」

○ 社会福祉法人　はくしん会 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 02青森県 西目屋村 大白温泉浴場 ○ 大白温泉管理組合 ○ ○ H 22 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 02青森県 藤崎町 藤崎町冬の農業推進施設 ○ 藤崎町冬の農業推進組合 ○ ○ H 21 4 1 H 22 12 31 ○ ○

3市区町村 02青森県 藤崎町 藤崎町小畑地区体育館 ○ 小畑地区体育館管理運営委員会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 02青森県 藤崎町 藤崎町西中野目地区体育館 ○
西中野目地区体育館管理運営委
員会

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 02青森県 大鰐町 サーフプール ○ 大鰐地域総合開発株式会社 ○ ○ H 22 4 1 H 22 9 30 ○ ○

3市区町村 02青森県 大鰐町 スキー場 ○ 大鰐地域総合開発株式会社 ○ ○ H 22 4 1 H 22 9 30 ○ ○

3市区町村 02青森県 東北町 上北職業能力開発校 ○
職業訓練法人上北職業能力開発
協会

○ ○ H 18 8 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 02青森県 南部町 名川共同高等職業訓練校 ○ 職業訓練法人　名川職業訓練協会 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 02青森県 階上町 階上町農村活性化センター ○ 階上町パークゴルフ協会 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 02青森県 階上町 平内集会所 ○ 平内行政区 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 02青森県 階上町 大蛇集会所 ○ 大蛇行政区 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 12 ○ 災害による滅失 ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票②：指定の取消し等の事例）

　｢12 その他｣の内容を簡潔
に記入

　｢4 その他｣の内容を簡潔に
記入

　｢13 その他｣の内容を簡潔
に記入

a b c e jの１－２ jの２－２ jの３－２ l

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

取消後・業務停止後・
指定期間満了後の管
理

　１　直営（業務委託を
　　　含む）
　２　休止
　３　統合・廃止（民間
　　　等への譲渡・貸与
　　　を含む）
　４　再指定（直営のの
　　　ち再指定を含む）
　５　公営住宅法に基
　　　づく管理代行制度
　　　による管理
　６　その他

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

管理開始日

jの１－１

指定管理者の指定の取消し等の事例

　｢6 その他｣の内容を簡潔に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「１　指定管理者の指定を取り消した場合」を選択し
た場合に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「２　期間を定めて管理
の業務の停止を行った場合」を選択した場合に記
入

期間を定めて管理
の業務の停止を
行った理由

　１　指定管理者の
　　　業務不履行
　２　指定管理者の
　　　不正事件
　３　施設の休止・
　　　廃止
　４　その他

jの２－１

※「ｇ欄　取消等の内容」で「３　指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた場合」を選択した場合に記入

指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の合併・解散
　４　施設の休止・廃止
　５　施設の再編・統合
　６　施設の民間等への譲渡
　７　施設の民間等への貸与
　８　公営住宅法に基づく管理代行制度への移行
　９　公募への応募なし
　10　応募要件不備・不選定
　11　議会の不同意
　12　協定締結のための協議不調
　13　その他

jの３－１g

指定取消日・業
務停止日・指定
期間の末日

h i

指定管理者の指定を取り消した理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の業務不履行
　４　指定管理者の不正事件
　５　指定管理者の合併・解散
　６　施設の休止・廃止
　７　施設の再編・統合
　８　施設の民間等への譲渡
　９　施設の民間等への貸与
　１０　応募要件不備・不選定
　１１　協定締結のための協議不調
　１２　その他

取消等の内容

　１　指定管理者の
　　　指定を取り消した
　　　場合
　２　期間を定めて
　　　管理の業務の
　　　停止を行った場合
　３　指定期間の満了を
　　　もって指定管理者
　　　制度による管理を
　　　取り止めた場合

区分 都道府県名
施設名

f

指定管理者名

d

市区町村名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

3市区町村 02青森県 階上町 登切集会所 ○ 平内行政区 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 03岩手県 盛岡市 盛岡市高松公園 ○ 大平建設株式会社 ○ ○ H 21 4 1 H 22 8 18 ○ ○

3市区町村 03岩手県 盛岡市 盛岡市新事業創出支援センター ○ (特活)いわてNPOセンター ○ ○ H 20 5 1 H 22 11 1 ○ ○

3市区町村 03岩手県 宮古市 宮古市タラソテラピー施設 ○ 株式会社協栄 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 03岩手県 宮古市 宮古市民文化会館 ○ 株式会社小成 ○ ○ H 22 4 1 H 23 4 30 ○ ○

3市区町村 03岩手県 北上市 北上市民和賀スキー場 ○ 財団法人北上市自治振興公社 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 03岩手県 北上市 北上市民展勝地野球場 ○ 財団法人北上市体育協会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 03岩手県 北上市 北上市民堤ヶ丘広場 ○ 株式会社小原建設 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 03岩手県 北上市 北上市民佐野運動広場 ○ 江釣子７区自治会 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 03岩手県 北上市 北上市民相去広場 ○ 相去地区自治振興協議会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 03岩手県 北上市 和賀勤労者野外活動施設 ○ 財団法人北上市自治振興公社 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 03岩手県 北上市 和賀地区農業就業改善センター ○ 煤孫振興会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 03岩手県 北上市 藤根生活センター ○ 藤根自治振興会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 03岩手県 北上市 江釣子農業研修センター ○ 江釣子６区自治会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 03岩手県 北上市 新田地区農作業準備休養施設 ○
新田地区農作業準備休養施設管
理委員会

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 03岩手県 北上市 横川目多目的集会施設 ○ 横川目３区自治会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 03岩手県 北上市 新平地区農業集落センター ○
新平地区農業集落センター管理委
員会

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 03岩手県 北上市 北上市民江釣子防災センター ○ 江釣子２区自治会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 03岩手県 北上市 北上駅前駐車場 ○ 北上開発ビル管理株式会社 ○ ○ H 18 4 1 H 23 9 30 ○ ○

3市区町村 03岩手県 北上市 北上勤労青少年ホーム ○ フォルダ ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 03岩手県 北上市 展勝園 ○ 北上市社会福祉協議会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 03岩手県 北上市 曽山老人福祉センター ○ 江釣子１５区自治会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 03岩手県 北上市 北上市老人憩いの家 ○ 北上市社会福祉協議会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 03岩手県 北上市 北上市創作館 ○ 北上市社会福祉協議会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 03岩手県 久慈市 産地形成促進施設 ○ 久慈市産地直売農家協会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 3 31 ○
東日本大震災で施設が全流
失し指定管理が困難

○

3市区町村 03岩手県 久慈市 地下水族科学館 ○ 有限会社あくあぷらんつ ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○
東日本大震災で施設が全流
失し指定管理が困難

○

3市区町村 03岩手県 久慈市 小袖海女センター ○ 小袖北限の海女の会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 3 31 ○
東日本大震災で施設が全流
失し指定管理が困難

○

3市区町村 03岩手県 一関市 藤沢ニコニコヘルス ○ 株式会社メフォス ○ ○ H 18 4 1 H 21 6 30 ○ ○

3市区町村 03岩手県 一関市 一関水泳プール ○ 特例社団法人一関市体育協会 ○ ○ H 22 4 1 H 23 2 21 ○ ○

3市区町村 03岩手県 釜石市 釜石市港湾会館 ○
財団法人東北港湾福利厚生協会
釜石港事業所

○ ○ H 21 4 1 H 23 7 25 ○ 津波被災による ○

3市区町村 03岩手県 釜石市 釜石市立鉄の歴史館 ○ 有限会社　陸中海岸グランドホテル ○ ○ H 19 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 03岩手県 釜石市 釜石物産センター ○ 有限会社　陸中海岸グランドホテル ○ ○ H 19 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 03岩手県 釜石市 根浜海岸レストハウス ○ 根浜海岸愛する会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ 津波被災による ○

3市区町村 03岩手県 釜石市 根浜海岸駐車場 ○ 根浜海岸愛する会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ 津波被災による ○

3市区町村 03岩手県 釜石市 根浜管理センター ○ 根浜海岸愛する会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ 津波被災による ○

3市区町村 03岩手県 釜石市 根浜海岸キャンプ場 ○ 根浜海岸愛する会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ 津波被災による ○

3市区町村 03岩手県 釜石市 釜石市根浜海岸健康福祉センター ○ 根浜海岸愛する会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ 津波被災による ○

3市区町村 03岩手県 釜石市
尾崎白浜地区コミュニティ消防セン
ター

○ 尾崎白浜町内会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ 津波被災による ○

3市区町村 03岩手県 釜石市
新浜町地区コミュニティ消防セン
ター

○ 新浜町町内会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ 津波被災による ○

3市区町村 03岩手県 釜石市 釜石市唐丹林業センター ○ 大石町内会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ 津波被災による ○

3市区町村 03岩手県 八幡平市 西根福祉の家 ○ 八幡平市社会福祉協議会 ○ ○ H 18 7 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 03岩手県 八幡平市 八幡平市松尾地区体育館 ○ 社団法人八幡平市体育協会 ○ ○ H 18 7 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 03岩手県 岩泉町 ふるさと体験工房 ○ 株式会社岩泉産業開発 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 03岩手県 野田村
野田村高齢者グループホームこと
ぶき

○ 社会福祉法人野田白寿会 ○ ○ H 23 4 1 H 24 4 1 ○
震災津波により流失、条例廃
止

○

3市区町村 04宮城県 石巻市 石巻市民会館 ○
財団法人石巻市文化スポーツ振興
公社

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 04宮城県 石巻市 石巻市大森在宅介護支援センター ○ 社会福祉法人　和仁福祉会 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 04宮城県 石巻市 石巻市大森デイサービスセンター ○ 社会福祉法人　和仁福祉会 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 04宮城県 石巻市 石巻市釜谷交流会館 ○ 釜谷交流会館管理運営委員会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 3 31 ○
管理開始前に、施設が東日
本大震災により被災したた

○

3市区町村 04宮城県 石巻市 石巻市長面老人憩の家 ○ 長面老人憩の家管理運営委員会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 3 31 ○
管理開始前に、施設が東日
本大震災により被災したた

○

3市区町村 04宮城県 石巻市 石巻市間垣老人憩の家 ○ 間垣老人憩の家管理運営委員会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 3 31 ○
管理開始前に、施設が東日
本大震災により被災したた

○

3市区町村 04宮城県 石巻市 石巻市鹿又老人憩の家 ○ 新田町老人クラブ ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 04宮城県 石巻市
石巻市大浜地区コミュニティセン
ター

○ 大浜親和会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 3 31 ○
管理開始前に、施設が東日
本大震災により被災したた

○

3市区町村 04宮城県 石巻市
石巻市伊勢畑地区コミュニティセン
ター

○ 伊勢畑新興会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 3 31 ○
管理開始前に、施設が東日
本大震災により被災したた

○

3市区町村 04宮城県 石巻市 石巻市雄勝水浜漁村センター ○ 水浜区有会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 3 31 ○
管理開始前に、施設が東日
本大震災により被災したた

○

3市区町村 04宮城県 石巻市 石巻市波板老人憩の家 ○ 波板地区会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 3 31 ○
管理開始前に、施設が東日
本大震災により被災したた

○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票②：指定の取消し等の事例）

　｢12 その他｣の内容を簡潔
に記入

　｢4 その他｣の内容を簡潔に
記入

　｢13 その他｣の内容を簡潔
に記入

a b c e jの１－２ jの２－２ jの３－２ l

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

取消後・業務停止後・
指定期間満了後の管
理

　１　直営（業務委託を
　　　含む）
　２　休止
　３　統合・廃止（民間
　　　等への譲渡・貸与
　　　を含む）
　４　再指定（直営のの
　　　ち再指定を含む）
　５　公営住宅法に基
　　　づく管理代行制度
　　　による管理
　６　その他

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

管理開始日

jの１－１

指定管理者の指定の取消し等の事例

　｢6 その他｣の内容を簡潔に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「１　指定管理者の指定を取り消した場合」を選択し
た場合に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「２　期間を定めて管理
の業務の停止を行った場合」を選択した場合に記
入

期間を定めて管理
の業務の停止を
行った理由

　１　指定管理者の
　　　業務不履行
　２　指定管理者の
　　　不正事件
　３　施設の休止・
　　　廃止
　４　その他

jの２－１

※「ｇ欄　取消等の内容」で「３　指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた場合」を選択した場合に記入

指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の合併・解散
　４　施設の休止・廃止
　５　施設の再編・統合
　６　施設の民間等への譲渡
　７　施設の民間等への貸与
　８　公営住宅法に基づく管理代行制度への移行
　９　公募への応募なし
　10　応募要件不備・不選定
　11　議会の不同意
　12　協定締結のための協議不調
　13　その他

jの３－１g

指定取消日・業
務停止日・指定
期間の末日

h i

指定管理者の指定を取り消した理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の業務不履行
　４　指定管理者の不正事件
　５　指定管理者の合併・解散
　６　施設の休止・廃止
　７　施設の再編・統合
　８　施設の民間等への譲渡
　９　施設の民間等への貸与
　１０　応募要件不備・不選定
　１１　協定締結のための協議不調
　１２　その他

取消等の内容

　１　指定管理者の
　　　指定を取り消した
　　　場合
　２　期間を定めて
　　　管理の業務の
　　　停止を行った場合
　３　指定期間の満了を
　　　もって指定管理者
　　　制度による管理を
　　　取り止めた場合

区分 都道府県名
施設名

f

指定管理者名

d

市区町村名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

3市区町村 04宮城県 石巻市 石巻市名振老人憩の家 ○ 名振新生会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 3 31 ○
管理開始前に、施設が東日
本大震災により被災したた

○

3市区町村 04宮城県 石巻市 石巻市桑浜老人憩の家 ○ 桑浜羽坂地区会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 3 31 ○
管理開始前に、施設が東日
本大震災により被災したた

○

3市区町村 04宮城県 石巻市 石巻市立浜老人憩の家 ○ 立浜協和会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 3 31 ○
管理開始前に、施設が東日
本大震災により被災したた

○

3市区町村 04宮城県 石巻市 石巻市明神老人憩の家 ○ 明神協和会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 3 31 ○
管理開始前に、施設が東日
本大震災により被災したた

○

3市区町村 04宮城県 石巻市 石巻市前網漁民センター ○ 宮城県漁業協同組合 ○ ○ H 23 4 1 H 23 3 31 ○
管理開始前に、施設が東日
本大震災により被災したた

○

3市区町村 04宮城県 石巻市 石巻市寄磯センター ○ 宮城県漁業協同組合 ○ ○ H 23 4 1 H 23 3 31 ○
管理開始前に、施設が東日
本大震災により被災したた

○

3市区町村 04宮城県 石巻市 石巻市牡鹿表浜センター ○ 宮城県漁業協同組合 ○ ○ H 23 4 1 H 23 3 31 ○
管理開始前に、施設が東日
本大震災により被災したた

○

3市区町村 04宮城県 石巻市
石巻市牡鹿地区水産物処理セン
ター

○ 宮城県漁業協同組合 ○ ○ H 23 4 1 H 23 3 31 ○
管理開始前に、施設が東日
本大震災により被災したた

○

3市区町村 04宮城県 石巻市
石巻市デイサービスセンター福寿
荘

○
社会福祉法人石巻市社会福祉協
議会

○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 04宮城県 石巻市 石巻市勤労者余暇活用センター ○
財団法人石巻地区勤労者福祉
サービスセンター

○ ○ H 23 4 1 H 23 3 31 ○
管理開始前に、施設が東日
本大震災により被災したた

○

3市区町村 04宮城県 石巻市 石巻文化センター ○
財団法人石巻市文化スポーツ振興
公社

○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 04宮城県 石巻市 石巻市河南室内プール ○ 株式会社スポルス ○ ○ H 22 4 1 H 24 3 31 ○
H24.3.11の震災により会社廃
業

○

3市区町村 04宮城県 石巻市 上釜ふれあい広場 ○
石巻市上釜ふれあい広場管理運
営委員会

○ ○ H 23 4 1 H 23 3 31 ○
管理開始前に、施設が東日
本大震災により被災したた

○

3市区町村 04宮城県 気仙沼市
気仙沼市やすらぎデイサービスセ
ンター

○
社会福祉法人 気仙沼市社会福祉
協議会

○ ○ H 23 3 31 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 04宮城県 気仙沼市 気仙沼市水産振興センター ○
気仙沼市水産振興センター運営協
議会

○ ○ H 23 3 31 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 04宮城県 気仙沼市 気仙沼市水産研修センター ○ 宮城県漁業協同組合 ○ ○ H 22 3 31 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 04宮城県 気仙沼市 気仙沼市観光物産センター ○ 気仙沼観光コンベンション協会 ○ ○ H 23 3 31 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 04宮城県 気仙沼市
気仙沼市岩井崎プロムナードセン
ター

○ 株式会社 気仙沼産業センター ○ ○ H 23 3 31 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 04宮城県 気仙沼市 本吉小泉新町会館 ○ 小泉新町振興会 ○ ○ H 21 8 30 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 04宮城県 気仙沼市 本吉小泉仲町振興会館 ○ 小泉仲町振興会 ○ ○ H 21 8 30 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 04宮城県 気仙沼市 本吉小泉下町振興会館 ○ 小泉下町振興会 ○ ○ H 21 8 30 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 04宮城県 気仙沼市 本吉幣掛ふれあい会館 ○ 小泉西区振興会 ○ ○ H 21 8 30 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 04宮城県 気仙沼市 本吉在区コミュニティセンター ○ 在区地域振興会 ○ ○ H 21 8 30 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 04宮城県 気仙沼市 本吉大沢生活改善センター ○ 津谷大沢区振興会 ○ ○ H 21 8 30 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 04宮城県 気仙沼市 本吉前浜マリンセンター ○ 前浜地域振興会 ○ ○ H 21 8 30 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 04宮城県 気仙沼市 本吉日門コミュニティセンター ○ 日門地域振興会 ○ ○ H 21 8 30 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 04宮城県 気仙沼市 本吉三島コミュニティセンター ○ 三島振興会 ○ ○ H 21 8 30 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 04宮城県 気仙沼市 本吉中郷会館 ○ 中郷区振興会 ○ ○ H 21 8 30 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 04宮城県 気仙沼市 本吉高漁村センター ○ 高地域振興会 ○ ○ H 21 8 30 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 04宮城県 気仙沼市 本吉大谷漁村センター ○ 大谷漁村センター管理運営委員会 ○ ○ H 21 8 30 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 04宮城県 気仙沼市 気仙沼市大谷地域福祉センター ○
社会福祉法人 気仙沼市社会福祉
協議会

○ ○ H 21 4 1 H 24 2 29 ○ ○

3市区町村 04宮城県 気仙沼市
気仙沼市大谷デイサービスセン
ター

○
社会福祉法人 気仙沼市社会福祉
協議会

○ ○ H 21 3 31 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 04宮城県 気仙沼市 気仙沼市はまなすステーション ○ 株式会社 本吉町産業振興公社 ○ ○ H 21 3 31 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 04宮城県 気仙沼市
気仙沼市本吉農林水産物処理加
工センター

○ 株式会社 本吉町産業振興公社 ○ ○ H 21 3 31 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 04宮城県 気仙沼市 気仙沼市南町海岸駐車場 ○ 気仙沼市観光コンベンション協会 ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 04宮城県 登米市 南方有機農業交流センター ○ 青島区自治振興会 ○ ○ H 17 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 04宮城県 登米市 津山集出荷・塩蔵施設 ○ 南三陸農業協同組合 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 04宮城県 登米市 迫にぎわいセンター ○ 佐沼まちづくり株式会社 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 04宮城県 登米市 林産物加工品等展示販売施設 ○ 協同組合もくもくランド ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 04宮城県 登米市 南方花菖蒲の郷公園 ○ 株式会社みなみかた町振興公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○
東日本大震災で施設が被災
したため。

○

3市区町村 04宮城県 登米市 レストハウス（牛トピア） ○ 株式会社みなみかた町振興公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○
東日本大震災で施設が被災
したため。

○

3市区町村 04宮城県 登米市 登米デイサービスセンター ○ 社会福祉法人恵泉会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 04宮城県 登米市 東和五日町地区多目的集会施設 ○ 五日町町内会 ○ ○ H 20 8 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 04宮城県 登米市 登米市森公民館 ○ 森地区コミュニティ推進協議会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 3 31 ○
管理開始前に、施設が東日
本大震災により被災したため

○

3市区町村 04宮城県 登米市 迫森農業研修センター ○ 森地区コミュニティ推進協議会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 3 31 ○
管理開始前に、施設が東日
本大震災により被災したため

○

3市区町村 04宮城県 栗原市 栗原市野沢開拓婦人ホーム ○ 野沢自治会 ○ ○ H 21 4 1 H 22 6 29 ○ ○

3市区町村 04宮城県 栗原市 栗原市湖畔のみせ旬彩 ○ 花山特産品即売所利用組合 ○ ○ H 21 4 1 H 23 8 31 ○ ○

3市区町村 04宮城県 栗原市 栗原市鶯沢秋法老人憩いの家 ○ 秋法下老人クラブ ○ ○ H 21 4 1 H 23 5 31 ○ ○

3市区町村 04宮城県 栗原市 栗原市志波姫刈敷集会所 ○ 中区公民館 ○ ○ H 21 4 1 H 23 7 26 ○ ○

3市区町村 04宮城県 栗原市 栗原市花山北ノ前集会所 ○ 北ノ前集会所運営委員会 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 3 ○ ○

3市区町村 04宮城県 栗原市 栗原市花山小豆畑婦人ホーム ○ 小豆畑婦人ホーム運営委員会 ○ ○ H 21 4 1 H 21 12 20 ○ ○

3市区町村 04宮城県 栗原市 川原住宅集会所 ○ 川原むつみ会 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 04宮城県 東松島市 東松島市大曲地区体育館 ○ 大曲まちづくり協議会 ○ ○ H 22 4 1 H 23 4 1 ○ ○

3市区町村 04宮城県 東松島市 東松島市奥松島観光情報センター ○ ㈱奥松島公社 ○ ○ H 22 4 1 H 24 2 10 ○ ○

3市区町村 04宮城県 大崎市 大崎市国民宿舎鬼首ロッジ ○ 株式会社オニコウベ ○ ○ H 18 3 30 H 22 6 18 ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票②：指定の取消し等の事例）

　｢12 その他｣の内容を簡潔
に記入

　｢4 その他｣の内容を簡潔に
記入

　｢13 その他｣の内容を簡潔
に記入

a b c e jの１－２ jの２－２ jの３－２ l

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

取消後・業務停止後・
指定期間満了後の管
理

　１　直営（業務委託を
　　　含む）
　２　休止
　３　統合・廃止（民間
　　　等への譲渡・貸与
　　　を含む）
　４　再指定（直営のの
　　　ち再指定を含む）
　５　公営住宅法に基
　　　づく管理代行制度
　　　による管理
　６　その他

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

管理開始日

jの１－１

指定管理者の指定の取消し等の事例

　｢6 その他｣の内容を簡潔に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「１　指定管理者の指定を取り消した場合」を選択し
た場合に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「２　期間を定めて管理
の業務の停止を行った場合」を選択した場合に記
入

期間を定めて管理
の業務の停止を
行った理由

　１　指定管理者の
　　　業務不履行
　２　指定管理者の
　　　不正事件
　３　施設の休止・
　　　廃止
　４　その他

jの２－１

※「ｇ欄　取消等の内容」で「３　指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた場合」を選択した場合に記入

指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の合併・解散
　４　施設の休止・廃止
　５　施設の再編・統合
　６　施設の民間等への譲渡
　７　施設の民間等への貸与
　８　公営住宅法に基づく管理代行制度への移行
　９　公募への応募なし
　10　応募要件不備・不選定
　11　議会の不同意
　12　協定締結のための協議不調
　13　その他

jの３－１g

指定取消日・業
務停止日・指定
期間の末日

h i

指定管理者の指定を取り消した理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の業務不履行
　４　指定管理者の不正事件
　５　指定管理者の合併・解散
　６　施設の休止・廃止
　７　施設の再編・統合
　８　施設の民間等への譲渡
　９　施設の民間等への貸与
　１０　応募要件不備・不選定
　１１　協定締結のための協議不調
　１２　その他

取消等の内容

　１　指定管理者の
　　　指定を取り消した
　　　場合
　２　期間を定めて
　　　管理の業務の
　　　停止を行った場合
　３　指定期間の満了を
　　　もって指定管理者
　　　制度による管理を
　　　取り止めた場合

区分 都道府県名
施設名

f

指定管理者名

d

市区町村名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

3市区町村 04宮城県 大崎市 大崎市鳴子クレー射撃場 ○ 鳴子町クレー射撃場運営委員会 ○ ○ H 18 3 29 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 04宮城県 柴田町 新大原集会所 ○ 第十一D区行政区 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 04宮城県 丸森町
丸森町羽出庭農村集落多目的セン
ター

○
羽出庭農村集落多目的センター管
理組合

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 04宮城県 丸森町 丸森町地場産業センター ○ 丸森町地場産業センター管理組合 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 04宮城県 丸森町 竹ノ内林業研修センター ○ 竹ノ内林業研修センター管理組合 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 04宮城県 丸森町 山田林業研修センター ○ 山田林業研修センター管理組合 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 04宮城県 丸森町 丸森町大張老人憩の家 ○
丸森町大張老人憩の家大張川前
班

○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 04宮城県 亘理町
亘理町デイサービスセンターおおく
ま荘

○
社会福祉法人亘理町社会福祉協
議会

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 04宮城県 亘理町
亘理町デイサービスセンター鳥の
海荘

○
社会福祉法人亘理町社会福祉協
議会

○ ○ H 21 4 1 H 22 4 1 ○ ○

3市区町村 04宮城県 亘理町 亘理町荒浜漁港フィッシャリーナ ○ 宮城県漁業協同組合 ○ ○ H 21 4 1 H 23 4 1 ○ 東日本大震災により全壊 ○

3市区町村 04宮城県 亘理町 浜吉田駅西自転車等駐車場 ○ 浜吉田西区（行政区） ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○
東日本大震災による被災に
より業務を縮小した「業務委

○

3市区町村 04宮城県 松島町 集会施設（手樽生活センター） ○ 松島町手樽行政区会 ○ ○ H 19 7 1 H 22 5 31 ○ ○

3市区町村 04宮城県 色麻町 色麻町老人福祉センター ○ 社会福祉法人　町社会福祉協議会 ○ ○ H 18 4 1 H 21 9 30 ○ ○

3市区町村 04宮城県 色麻町 色麻町間伐材流通合理化センター ○ ㈱色麻町産業開発公社 ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 28 ○
管理開始前に、施設が東日
本大震災により被災したため ○

3市区町村 05秋田県 横手市 横手市大雄堆肥センター ○
財団法人　横手市大雄堆肥供給公
社

○ ○ H 17 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 横手市 横手市増田「りんごの里」物産館 ○
株式会社　増田町物産流通セン
ター

○ ○ H 18 4 1 H 21 7 1 ○ ○

3市区町村 05秋田県 横手市 横手市平鹿有機センター ○ 秋田ふるさと農業協同組合 ○ ○ H 21 4 1 H 22 4 1 ○ ○

3市区町村 05秋田県 横手市 久保の目農村公園 ○ 久保の目農村公園管理会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 大館市 心身障害者小規模作業所 ○ (福)大館圏域ふくし会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 湯沢市
湯沢市複合老人福祉施設いさみが
岡

○ 社会福祉法人なごみ会 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 湯沢市 湯沢市藤倉健康増進施設 ○ 藤倉地区自治会 ○ ○ H 17 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 湯沢市 湯沢市木地山キャンプ場 ○ 有限会社皆瀬村活性化センター ○ ○ H 17 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 湯沢市
湯沢市皆瀬畜産経営環境整備施
設

○ 有限会社皆瀬村活性化センター ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 湯沢市 湯沢市立松岡児童館 ○
社会福祉法人湯沢市社会福祉協
議会

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 湯沢市 湯沢市立三関児童館 ○
社会福祉法人湯沢市社会福祉協
議会

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 湯沢市 湯沢市立高松児童館 ○
社会福祉法人湯沢市社会福祉協
議会

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 湯沢市 湯沢市立須川児童館 ○
社会福祉法人湯沢市社会福祉協
議会

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 湯沢市 湯沢市杉沢・杉沢新所児童館 ○
社会福祉法人湯沢市社会福祉協
議会

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 湯沢市 湯沢市立前森児童館 ○
社会福祉法人湯沢市社会福祉協
議会

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 湯沢市 湯沢デイサービスセンター ○
社会福祉法人湯沢市社会福祉協
議会

○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 湯沢市 デイサービスセンターコスモス ○
社会福祉法人湯沢市社会福祉協
議会

○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 湯沢市 稲庭老人憩の家 ○ 稲庭土地改良区 ○ ○ H 18 4 1 H 22 6 30 ○ ○

3市区町村 05秋田県 湯沢市 湯沢市林業センター ○ 秋田県漆器工業協同組合 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 湯沢市 湯沢市地域産品共同創作館 ○ 高松特産品生産組合 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 湯沢市 湯沢市燦ランドどんぐり広場 ○ 湯沢市観光物産団体連合会 ○ ○ H 19 8 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 湯沢市 湯沢市燦ランド世界ダリア園 ○ 湯沢市観光物産団体連合会 ○ ○ H 19 8 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 湯沢市 稲川デイサービスセンター ○ 社会福祉法人いなかわ福祉会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 湯沢市
湯沢市在宅複合型施設ケアセン
ターいなかわ

○ 社会福祉法人いなかわ福祉会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 湯沢市 湯沢市稲川健康管理センター ○ 久保部落 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ 譲渡に向け協議中であった ○

3市区町村 05秋田県 湯沢市 湯沢市軽費老人ホーム ○ 社会福祉法人みなせ福祉会 ○ ○ H 16 11 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 湯沢市 皆瀬老人デイサービスセンター ○ 社会福祉法人みなせ福祉会 ○ ○ H 16 11 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 湯沢市 皆瀬在宅介護支援センター ○ 社会福祉法人みなせ福祉会 ○ ○ H 16 11 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 大仙市 大曲ファミリースキー場 ○ 株式会社大曲スポーツセンター ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 大仙市 大戸児童館 ○
社会福祉法人大仙市社会福祉協
議会

○ ○ H 20 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 大仙市 大仙市立太田生活改善センター ○ 太田町生活リゾート株式会社 ○ ○ H 20 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 大仙市
大仙市立太田東部地区生活改善
センター

○ 太田町生活リゾート株式会社 ○ ○ H 20 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 大仙市 いちょう児童館 ○
社会福祉法人大仙市社会福祉協
議会

○ ○ H 20 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 大仙市 町口児童館 ○
社会福祉法人大仙市社会福祉協
議会

○ ○ H 20 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 大仙市
高速自動車国道活用施設ぬく森プ
ラザ

○ 西仙北温泉インター株式会社 ○ ○ H 22 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 大仙市 大仙市西仙北ふれあい広場 ○ 刈和野駅関連施設管理運営組合 ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 大仙市 大仙市刈和野大綱展示場 ○ 刈和野駅関連施設管理運営組合 ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 大仙市 刈和野駅前自転車置場 ○ 刈和野駅関連施設管理運営組合 ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 大仙市 刈和野駅北口自転車置場 ○ 刈和野駅関連施設管理運営組合 ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 大仙市 木内児童館 ○
社会福祉法人大仙市社会福祉協
議会

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 大仙市 川目児童館 ○
社会福祉法人大仙市社会福祉協
議会

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票②：指定の取消し等の事例）

　｢12 その他｣の内容を簡潔
に記入

　｢4 その他｣の内容を簡潔に
記入

　｢13 その他｣の内容を簡潔
に記入

a b c e jの１－２ jの２－２ jの３－２ l

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

取消後・業務停止後・
指定期間満了後の管
理

　１　直営（業務委託を
　　　含む）
　２　休止
　３　統合・廃止（民間
　　　等への譲渡・貸与
　　　を含む）
　４　再指定（直営のの
　　　ち再指定を含む）
　５　公営住宅法に基
　　　づく管理代行制度
　　　による管理
　６　その他

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

管理開始日

jの１－１

指定管理者の指定の取消し等の事例

　｢6 その他｣の内容を簡潔に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「１　指定管理者の指定を取り消した場合」を選択し
た場合に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「２　期間を定めて管理
の業務の停止を行った場合」を選択した場合に記
入

期間を定めて管理
の業務の停止を
行った理由

　１　指定管理者の
　　　業務不履行
　２　指定管理者の
　　　不正事件
　３　施設の休止・
　　　廃止
　４　その他

jの２－１

※「ｇ欄　取消等の内容」で「３　指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた場合」を選択した場合に記入

指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の合併・解散
　４　施設の休止・廃止
　５　施設の再編・統合
　６　施設の民間等への譲渡
　７　施設の民間等への貸与
　８　公営住宅法に基づく管理代行制度への移行
　９　公募への応募なし
　10　応募要件不備・不選定
　11　議会の不同意
　12　協定締結のための協議不調
　13　その他

jの３－１g

指定取消日・業
務停止日・指定
期間の末日

h i

指定管理者の指定を取り消した理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の業務不履行
　４　指定管理者の不正事件
　５　指定管理者の合併・解散
　６　施設の休止・廃止
　７　施設の再編・統合
　８　施設の民間等への譲渡
　９　施設の民間等への貸与
　１０　応募要件不備・不選定
　１１　協定締結のための協議不調
　１２　その他

取消等の内容

　１　指定管理者の
　　　指定を取り消した
　　　場合
　２　期間を定めて
　　　管理の業務の
　　　停止を行った場合
　３　指定期間の満了を
　　　もって指定管理者
　　　制度による管理を
　　　取り止めた場合

区分 都道府県名
施設名

f

指定管理者名

d

市区町村名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

3市区町村 05秋田県 大仙市 大曲北児童館 ○
社会福祉法人大仙市社会福祉協
議会

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 大仙市 大花町児童館 ○
社会福祉法人大仙市社会福祉協
議会

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 大仙市 大曲東児童館 ○
社会福祉法人大仙市社会福祉協
議会

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 大仙市 中野児童館 ○
社会福祉法人大仙市社会福祉協
議会

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 大仙市 ひだまり児童館 ○
社会福祉法人大仙市社会福祉協
議会

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 大仙市 こぶし児童館 ○
社会福祉法人大仙市社会福祉協
議会

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 大仙市 ふじのみ児童館 ○
社会福祉法人大仙市社会福祉協
議会

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 大仙市 こがね児童館 ○
社会福祉法人大仙市社会福祉協
議会

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 大仙市 みやはやし児童館 ○
社会福祉法人大仙市社会福祉協
議会

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 大仙市 おぬき児童館 ○
社会福祉法人大仙市社会福祉協
議会

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 大仙市 日の出児童館 ○
社会福祉法人大仙市社会福祉協
議会

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 大仙市 もとき児童館 ○
社会福祉法人大仙市社会福祉協
議会

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 大仙市 余り目児童館 ○
社会福祉法人大仙市社会福祉協
議会

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 大仙市 金谷児童館 ○
社会福祉法人大仙市社会福祉協
議会

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 大仙市 伊岡児童館 ○
社会福祉法人大仙市社会福祉協
議会

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 大仙市 まるこ児童館 ○
社会福祉法人大仙市社会福祉協
議会

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 大仙市 大曲中央児童館 ○
社会福祉法人大仙市社会福祉協
議会

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 大仙市 嶋児童館 ○
社会福祉法人大仙市社会福祉協
議会

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 大仙市 中通児童館 ○
社会福祉法人大仙市社会福祉協
議会

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 大仙市 鳥居児童館 ○
社会福祉法人大仙市社会福祉協
議会

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 大仙市 富士見町児童館 ○
社会福祉法人大仙市社会福祉協
議会

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 大仙市 樋渡児童館 ○
社会福祉法人大仙市社会福祉協
議会

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 大仙市 中田児童館 ○
社会福祉法人大仙市社会福祉協
議会

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 大仙市 若竹児童館 ○
社会福祉法人大仙市社会福祉協
議会

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 大仙市 花園児童センター ○
社会福祉法人大仙市社会福祉協
議会

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 大仙市 桂児童センター ○
社会福祉法人大仙市社会福祉協
議会

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 大仙市 大仙市大綱交流サロン ○
大仙市大綱交流サロン管理運営委
員会

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 大仙市 大仙市公設小売市場 ○ 財団法人大仙市開発公社 ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 大仙市 川目へき地保育所 ○ 社会福祉法人大曲保育会 ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 北秋田市 北秋田市国民宿舎森吉山荘 ○ マタギ観光共同企業体 ○ ○ H 20 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 北秋田市 北秋田市太平湖グリーンハウス ○ マタギ観光共同企業体 ○ ○ H 20 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 北秋田市 北秋田市クウィンス森吉 ○ マタギ観光共同企業体 ○ ○ H 20 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 北秋田市
北秋田市コンベンションホール四季
美館

○ マタギ観光共同企業体 ○ ○ H 20 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 北秋田市
北秋田市ふるさとセンター（マタギ
資料館）

○ マタギ観光共同企業体 ○ ○ H 20 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 北秋田市 北秋田市打当温泉マタギの湯 ○ マタギ観光共同企業体 ○ ○ H 20 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 北秋田市 北秋田市阿仁熊牧場 ○ マタギ観光共同企業体 ○ ○ H 20 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 北秋田市
北秋田市農林水産物直売・食材供
給施設

○ マタギ観光共同企業体 ○ ○ H 20 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 北秋田市 北秋田市農業者健康管理施設 ○ マタギ観光共同企業体 ○ ○ H 20 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 五城目町 大川多目的集会所 ○ 大川町内会 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 五城目町 中村林業研修集会施設 ○ 中村町内会 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 五城目町 舘越林業研修集会施設 ○ 舘越町内会 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 五城目町 裏横町林業研修集会施設 ○ 裏横町町内会 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 五城目町 高崎林業研修集会施設 ○ 上高崎町内会 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 五城目町 合地林業研修集会施設 ○ 合地町内会 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 五城目町 下山内林業研修集会施設 ○ 下山内町内会 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 五城目町 富田林業研修集会施設 ○ 富田町内会 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 五城目町 北北口山村広場 ○ 北北口町内会 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 八郎潟町 墓地公園 ○ 八郎潟霊園使用者管理組合 ○ ○ H 18 10 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 美郷町 六郷陸上競技場 ○
財団法人美郷町スポーツ振興事業
団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 美郷町 六郷老人福祉センター清水苑 ○ 美郷町社会福祉協議会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 美郷町 六郷いきいき館 ○ 美郷町社会福祉協議会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 東成瀬村 ジュネス休養センター ○ 秋田栗駒リゾート株式会社 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 東成瀬村 東成瀬村大柳沼自然公園 ○ 秋田栗駒リゾート株式会社 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 05秋田県 東成瀬村 平良交流センター ○ 平良部落 ○ ○ H 19 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 鶴岡市 鶴岡市児童プール ○ 鶴岡市湯田川地区自治振興会 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票②：指定の取消し等の事例）

　｢12 その他｣の内容を簡潔
に記入

　｢4 その他｣の内容を簡潔に
記入

　｢13 その他｣の内容を簡潔
に記入

a b c e jの１－２ jの２－２ jの３－２ l

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

取消後・業務停止後・
指定期間満了後の管
理

　１　直営（業務委託を
　　　含む）
　２　休止
　３　統合・廃止（民間
　　　等への譲渡・貸与
　　　を含む）
　４　再指定（直営のの
　　　ち再指定を含む）
　５　公営住宅法に基
　　　づく管理代行制度
　　　による管理
　６　その他

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

管理開始日

jの１－１

指定管理者の指定の取消し等の事例

　｢6 その他｣の内容を簡潔に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「１　指定管理者の指定を取り消した場合」を選択し
た場合に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「２　期間を定めて管理
の業務の停止を行った場合」を選択した場合に記
入

期間を定めて管理
の業務の停止を
行った理由

　１　指定管理者の
　　　業務不履行
　２　指定管理者の
　　　不正事件
　３　施設の休止・
　　　廃止
　４　その他

jの２－１

※「ｇ欄　取消等の内容」で「３　指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた場合」を選択した場合に記入

指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の合併・解散
　４　施設の休止・廃止
　５　施設の再編・統合
　６　施設の民間等への譲渡
　７　施設の民間等への貸与
　８　公営住宅法に基づく管理代行制度への移行
　９　公募への応募なし
　10　応募要件不備・不選定
　11　議会の不同意
　12　協定締結のための協議不調
　13　その他

jの３－１g

指定取消日・業
務停止日・指定
期間の末日

h i

指定管理者の指定を取り消した理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の業務不履行
　４　指定管理者の不正事件
　５　指定管理者の合併・解散
　６　施設の休止・廃止
　７　施設の再編・統合
　８　施設の民間等への譲渡
　９　施設の民間等への貸与
　１０　応募要件不備・不選定
　１１　協定締結のための協議不調
　１２　その他

取消等の内容

　１　指定管理者の
　　　指定を取り消した
　　　場合
　２　期間を定めて
　　　管理の業務の
　　　停止を行った場合
　３　指定期間の満了を
　　　もって指定管理者
　　　制度による管理を
　　　取り止めた場合

区分 都道府県名
施設名

f

指定管理者名

d

市区町村名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

3市区町村 06山形県 鶴岡市 鶴岡市老人ワークルーム ○
社会福祉法人鶴岡市社会福祉協
議会

○ ○ H 21 4 1 H 23 4 1 ○ ○

3市区町村 06山形県 鶴岡市 鶴岡市大山老人福祉センター ○ 鶴岡市大山自治会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 鶴岡市 鶴岡市赤川市民ゴルフ場 ○ 赤川スポーツランド㈱ ○ ○ H 21 4 1 H 23 12 20 ○ ○

3市区町村 06山形県 鶴岡市
鶴岡市藤島農村交流コミュニティハ
ウス

○ ふじの里振興株式会社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 鶴岡市 櫛引東部児童館 ○ 社会福祉法人鶴岡市福祉協議会 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 鶴岡市 田麦俣中台駐車場 ○ 株式会社湯殿山観光開発公社 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 鶴岡市 上野山農作業準備休憩施設 ○ 上野山生産組合 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 酒田市 十二滝滝の茶屋 ○ 酒田ふれあい商工会 ○ ○ H 17 10 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 酒田市 酒田市八森ゲートボールコート ○ 鳥海やわた観光株式会社 ○ ○ H 21 4 1 H 22 10 1 ○ ○

3市区町村 06山形県 酒田市 酒田市八森林間広場 ○ 鳥海やわた観光株式会社 ○ ○ H 21 4 1 H 22 10 1 ○ ○

3市区町村 06山形県 酒田市 酒田市八幡体育館 ○ 八幡町体育協会 ○ ○ H 17 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 酒田市 酒田市修道館 ○ 八幡町体育協会 ○ ○ H 17 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 酒田市 松山南部地区籾乾燥調製施設 ○
松山穀類乾燥調製貯蔵施設利用
組合

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 新庄市 東山スポーツハウス ○ 新庄市施設振興公社 ○ ○ H 23 4 1 H 23 9 30 ○ ○

3市区町村 06山形県 天童市
天童市ジャガラモガラ森林ふれあ
い広場

○
じゃがらもがら交流センター利用組
合

○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 天童市
天童市天童高原ウォーキングセン
ター

○ (財)天童市牧野公社 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 天童市 天童市天童市青少年旅行村 ○ (財)天童市牧野公社 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 天童市 天童市森林情報館 ○ ㈱ジェイエイてんどうフーズ ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 天童市 天童市斎場 ○ 天童市葬祭具協同組合 ○ ○ H 19 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 天童市 天童市立のぞみ学園 ○ (社)天童市福祉協議会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 東根市 農民研修センター ○ 東根市農業協同組合 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 東根市 新田区多目的集会施設 ○ 新田区 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 東根市 小林地区集会場 ○ 小林区 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 山辺町 野営場等林間休養施設 ○
社団法人山辺西部湖畔自然休養
村管理公社

○ ○ H 21 4 1 H 24 4 1 ○ ○

3市区町村 06山形県 山辺町 山辺町テレワークセンター ○
社団法人山辺西部湖畔自然休養
村管理公社

○ ○ H 21 4 1 H 24 4 1 ○ ○

3市区町村 06山形県 山辺町 山辺町農業者等体験実習館 ○
社団法人山辺西部湖畔自然休養
村管理公社

○ ○ H 21 4 1 H 24 4 1 ○ ○

3市区町村 06山形県 山辺町 山辺町農林漁業資料館 ○
社団法人山辺西部湖畔自然休養
村管理公社

○ ○ H 21 4 1 H 24 4 1 ○ ○

3市区町村 06山形県 金山町 屋内ゲートボール場 ○ 金山町ゲートボール連盟 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 白鷹町 蚕桑湧泉パーク ○
桜の里づくり推進委員会蚕桑湧泉
パーク管理部会

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 白鷹町 中山農村広場 ○ 中山区 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 飯豊町農産物加工施設 ○ 椿区民会 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 飯豊山ろく育成牧場 ○
有限会社デーリィファームながめや
ま

○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 飯豊町肉用牛センター ○ フィールドセンター飯豊ファーム ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 飯豊町環境管理施設 ○ フィールドセンター飯豊ファーム ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 飯豊町そば製粉所 ○ 西高峰部落 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 新田農村公園 ○ 新田自治館 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 ホトケ山農村公園 ○ 中区協議会 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 中レクリエーション広場 ○ 中区協議会 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 中公民館 ○ 中区協議会 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 中西公民館 ○ 中西部落 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 中北公民館 ○ 中北部落 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 城址公園 ○ 萩生区協議会 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 中ノ目農村公園 ○ 中ノ目北部落 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 高野寺分公民館 ○ 高野寺分部落 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 萩生東部公民館 ○ 中ノ目南部落 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 飯豊町勤労者研修センター ○ 黒沢区協議会 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 坪沼農村公園 ○ 坪沼部落 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 黒沢公園 ○ 黒沢区協議会 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 高柳農村公園 ○ 高柳部落 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 谷地田公民館 ○ 谷地田部落 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 椿郡之神農村公園 ○ 郡之神公園運営委員会 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 飯豊公園（椿農村公園） ○ 椿区民会 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 財津堂公民館 ○ 財津堂部落 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 椿駅前公民館 ○ 椿駅前部落 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 東向農村公園 ○ 東向部落 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票②：指定の取消し等の事例）

　｢12 その他｣の内容を簡潔
に記入

　｢4 その他｣の内容を簡潔に
記入

　｢13 その他｣の内容を簡潔
に記入

a b c e jの１－２ jの２－２ jの３－２ l

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

取消後・業務停止後・
指定期間満了後の管
理

　１　直営（業務委託を
　　　含む）
　２　休止
　３　統合・廃止（民間
　　　等への譲渡・貸与
　　　を含む）
　４　再指定（直営のの
　　　ち再指定を含む）
　５　公営住宅法に基
　　　づく管理代行制度
　　　による管理
　６　その他

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

管理開始日

jの１－１

指定管理者の指定の取消し等の事例

　｢6 その他｣の内容を簡潔に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「１　指定管理者の指定を取り消した場合」を選択し
た場合に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「２　期間を定めて管理
の業務の停止を行った場合」を選択した場合に記
入

期間を定めて管理
の業務の停止を
行った理由

　１　指定管理者の
　　　業務不履行
　２　指定管理者の
　　　不正事件
　３　施設の休止・
　　　廃止
　４　その他

jの２－１

※「ｇ欄　取消等の内容」で「３　指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた場合」を選択した場合に記入

指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の合併・解散
　４　施設の休止・廃止
　５　施設の再編・統合
　６　施設の民間等への譲渡
　７　施設の民間等への貸与
　８　公営住宅法に基づく管理代行制度への移行
　９　公募への応募なし
　10　応募要件不備・不選定
　11　議会の不同意
　12　協定締結のための協議不調
　13　その他

jの３－１g

指定取消日・業
務停止日・指定
期間の末日

h i

指定管理者の指定を取り消した理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の業務不履行
　４　指定管理者の不正事件
　５　指定管理者の合併・解散
　６　施設の休止・廃止
　７　施設の再編・統合
　８　施設の民間等への譲渡
　９　施設の民間等への貸与
　１０　応募要件不備・不選定
　１１　協定締結のための協議不調
　１２　その他

取消等の内容

　１　指定管理者の
　　　指定を取り消した
　　　場合
　２　期間を定めて
　　　管理の業務の
　　　停止を行った場合
　３　指定期間の満了を
　　　もって指定管理者
　　　制度による管理を
　　　取り止めた場合

区分 都道府県名
施設名

f

指定管理者名

d

市区町村名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

3市区町村 06山形県 飯豊町 西高峰農村公園 ○ 西高峰部落 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 飯豊町農作業準備休養施設 ○ 西高峰部落 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 中通公民館 ○ 中通部落 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 高峰多目的集会所 ○ 高峰地区協議会 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 荻農村公園 ○ 荻部落 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 飯豊町下請等共同作業所 ○ 落合部落 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 小白川集会所 ○ 小白川区民会 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 小白川農村公園 ○ 小白川区民会 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 上郷公民館 ○ 上郷部落 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 上野公民館 ○ 上野部落 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 北上野公民館 ○ 北上野部落 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 松岡公園 ○ 松原部落 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 大旦農村公園 ○ 大旦部落 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 上代農村公園 ○ 上代部落 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 東山農村公園 ○ 東山部落 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 昭和農村公園 ○ 昭和部落 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 飯豊町婦人・若者等活動促進施設 ○ 上代部落 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 昭和公民館 ○ 昭和部落 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 下町公民館 ○ 下町部落 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 東山公民館 ○ 東山部落 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 中洞公民館 ○ 中洞部落 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 大旦公民館 ○ 大旦部落 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 松原公民館 ○ 松原部落 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 白川農村公園 ○ 白川部落 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 岩倉地区多目的集会施設 ○ 岩倉部落 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 飯豊町小屋防雪センター ○ 小屋部落 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 石原遊園地 ○ 石原部落 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 萩生多目的広場 ○ 萩生駅愛護会 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町
飯豊町中部地区農村活性化セン
ター

○
飯豊町中部地区公民館運営委員
会

○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 飯豊町多目的集会施設 ○
飯豊町白椿地区公民館運営委員
会

○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町
飯豊町西部地区農村活性化セン
ター

○
飯豊町西部地区公民館運営委員
会

○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 飯豊町基幹集落センター ○
飯豊町中津川地区公民館運営委
員会

○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 飯豊町高齢者能力活性化センター ○
社会福祉法人飯豊町社会福祉協
議会

○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 06山形県 飯豊町 飯豊町高齢者介護予防センター ○
社会福祉法人飯豊町社会福祉協
議会

○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 07福島県 福島市 飯坂町温泉集会所 ○ 福島市観光開発（株） ○ ○ H 21 4 1 H 23 6 30 ○ ○

3市区町村 07福島県 福島市 飯坂町敬老センター ○ 福島市観光開発（株） ○ ○ H 21 4 1 H 23 6 30 ○ ○

3市区町村 07福島県 いわき市 いわき市井上集会所 ○ 井上区 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 07福島県 いわき市 いわき市鹿島集会所 ○ 上矢田区 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 07福島県 いわき市 いわき市小山集会所 ○ 泉第一区 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 07福島県 いわき市 いわき市下山田集会所 ○ 下山田区 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 07福島県 いわき市 いわき市田場坂集会所 ○ 田場坂集会所運営委員会 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 07福島県 いわき市 いわき市斑堂集会所 ○ 斑堂集会所運営委員会 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 07福島県 いわき市 いわき市後宿児童遊園 ○ (財)いわき市社会福祉施設事業団 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○
東日本大震災の影響による
業務の見直しによる

○

3市区町村 07福島県 須賀川市 須賀川市労働福祉会館 ○ 財団法人須賀川市労働福祉会館 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 30 ○ ○

3市区町村 07福島県 須賀川市 並木町体育館 ○
財団法人須賀川市スポーツ振興協
会

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 07福島県 須賀川市 並木町運動場 ○
財団法人須賀川市スポーツ振興協
会

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○
震災影響により学校施設利
用

○

3市区町村 07福島県 南相馬市 ハートランドはらまち ○ 株式会社　東武 ○ ○ H 22 4 1 H 23 8 31 ○
放射線量が高いため、休止
中

○

3市区町村 07福島県 南相馬市 南相馬市野馬追通り銘醸館 ○ 社団法人　原町観光協会 ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 15 ○ 避難のため、一時休止 ○

3市区町村 07福島県 南相馬市 北泉海浜総合公園 ○ 株式会社　東武 ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ 震災による施設全壊のため ○

3市区町村 07福島県 南相馬市 南相馬市民文化会館 ○
財団法人　南相馬市文化振興事業
団

○ ○ H 21 4 1 H 23 3 17 ○ 避難のため、一時休止 ○

3市区町村 07福島県 南相馬市 道の駅南相馬 ○ 株式会社　野馬追の里 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 16 ○ 避難のため、一時休止 ○

3市区町村 07福島県 南相馬市 南相馬市小高老人福祉センター ○ 株式会社　東武 ○ ○ H 22 4 1 H 23 4 1 ○
旧警戒区域内のため、休止
中

○

3市区町村 07福島県 南相馬市 南相馬市原町老人福祉センター ○ 株式会社　東武 ○ ○ H 22 4 1 H 23 4 1 ○ 震災のため、一時休止 ○

3市区町村 07福島県 南相馬市
ふれあいハウス及び村上キャンプ
場

○ 株式会社　東武 ○ ○ H 22 4 1 H 23 3 31 ○ 震災による施設全壊のため ○

3市区町村 07福島県 南相馬市 小高体育センター ○ 浮舟うきうきクラブ ○ ○ H 21 4 1 H 23 4 1 ○
旧警戒区域内のため、休止
中

○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票②：指定の取消し等の事例）

　｢12 その他｣の内容を簡潔
に記入

　｢4 その他｣の内容を簡潔に
記入

　｢13 その他｣の内容を簡潔
に記入

a b c e jの１－２ jの２－２ jの３－２ l

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

取消後・業務停止後・
指定期間満了後の管
理

　１　直営（業務委託を
　　　含む）
　２　休止
　３　統合・廃止（民間
　　　等への譲渡・貸与
　　　を含む）
　４　再指定（直営のの
　　　ち再指定を含む）
　５　公営住宅法に基
　　　づく管理代行制度
　　　による管理
　６　その他

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

管理開始日

jの１－１

指定管理者の指定の取消し等の事例

　｢6 その他｣の内容を簡潔に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「１　指定管理者の指定を取り消した場合」を選択し
た場合に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「２　期間を定めて管理
の業務の停止を行った場合」を選択した場合に記
入

期間を定めて管理
の業務の停止を
行った理由

　１　指定管理者の
　　　業務不履行
　２　指定管理者の
　　　不正事件
　３　施設の休止・
　　　廃止
　４　その他

jの２－１

※「ｇ欄　取消等の内容」で「３　指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた場合」を選択した場合に記入

指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の合併・解散
　４　施設の休止・廃止
　５　施設の再編・統合
　６　施設の民間等への譲渡
　７　施設の民間等への貸与
　８　公営住宅法に基づく管理代行制度への移行
　９　公募への応募なし
　10　応募要件不備・不選定
　11　議会の不同意
　12　協定締結のための協議不調
　13　その他

jの３－１g

指定取消日・業
務停止日・指定
期間の末日

h i

指定管理者の指定を取り消した理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の業務不履行
　４　指定管理者の不正事件
　５　指定管理者の合併・解散
　６　施設の休止・廃止
　７　施設の再編・統合
　８　施設の民間等への譲渡
　９　施設の民間等への貸与
　１０　応募要件不備・不選定
　１１　協定締結のための協議不調
　１２　その他

取消等の内容

　１　指定管理者の
　　　指定を取り消した
　　　場合
　２　期間を定めて
　　　管理の業務の
　　　停止を行った場合
　３　指定期間の満了を
　　　もって指定管理者
　　　制度による管理を
　　　取り止めた場合

区分 都道府県名
施設名

f

指定管理者名

d

市区町村名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

3市区町村 07福島県 南相馬市 小高東部運動場 ○ 浮舟うきうきクラブ ○ ○ H 21 4 1 H 23 4 1 ○
旧警戒区域内のため、休止
中

○

3市区町村 07福島県 南相馬市 小高中部運動場 ○ 浮舟うきうきクラブ ○ ○ H 21 4 1 H 23 4 1 ○
旧警戒区域内のため、休止
中

○

3市区町村 07福島県 南相馬市 小高西部運動場 ○ 浮舟うきうきクラブ ○ ○ H 21 4 1 H 23 4 1 ○
旧警戒区域内のため、休止
中

○

3市区町村 07福島県 南相馬市 小高片草運動場 ○ 浮舟うきうきクラブ ○ ○ H 21 4 1 H 23 4 1 ○
旧警戒区域内のため、休止
中

○

3市区町村 07福島県 南相馬市 南相馬市スポーツセンター ○ みなみそうま遊夢クラブ ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 17 ○ 震災のため、一時休止 ○

3市区町村 07福島県 南相馬市 南相馬市テニスコート ○ みなみそうま遊夢クラブ ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 17 ○ 震災のため、一時休止 ○

3市区町村 07福島県 南相馬市 南相馬市野球場 ○ みなみそうま遊夢クラブ ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 17 ○ 震災のため、休止中 ○

3市区町村 07福島県 南相馬市 南相馬市相撲場 ○ みなみそうま遊夢クラブ ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 17 ○ 震災のため、休止中 ○

3市区町村 07福島県 南相馬市 南相馬市サッカー場 ○ みなみそうま遊夢クラブ ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 17 ○ 震災のため、休止中 ○

3市区町村 07福島県 南相馬市 南相馬市民プール ○ みなみそうま遊夢クラブ ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 17 ○ 震災のため、休止中 ○

3市区町村 07福島県 南相馬市 北新田野球場 ○ みなみそうま遊夢クラブ ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 17 ○ 震災のため、休止中 ○

3市区町村 07福島県 南相馬市 北新田運動場 ○ みなみそうま遊夢クラブ ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 17 ○ 震災のため、休止中 ○

3市区町村 07福島県 南相馬市 夜の森公園テニスコート ○ みなみそうま遊夢クラブ ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 17 ○ 震災のため、一時休止 ○

3市区町村 07福島県 南相馬市 雲雀ケ原陸上競技場 ○ みなみそうま遊夢クラブ ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 17 ○ 震災のため、一時休止 ○

3市区町村 07福島県 南相馬市 南相馬市弓道場 ○ みなみそうま遊夢クラブ ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 17 ○ 震災のため、一時休止 ○

3市区町村 07福島県 南相馬市 栄町柔剣道場 ○ みなみそうま遊夢クラブ ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 17 ○ 震災のため、休止中 ○

3市区町村 07福島県 南相馬市 小川町体育館 ○ みなみそうま遊夢クラブ ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 17 ○ 震災のため、休止中 ○

3市区町村 07福島県 南相馬市 原町ふれあいドーム ○ みなみそうま遊夢クラブ ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 17 ○ 震災のため、一時休止 ○

3市区町村 07福島県 南相馬市 南相馬市鹿島B＆G海洋センター ○ かしま元気スポーツクラブ ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 18 ○ 震災のため、休止中 ○

3市区町村 07福島県 南相馬市 みちのく鹿島球場 ○ かしま元気スポーツクラブ ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 18 ○ 震災のため、休止中 ○

3市区町村 07福島県 南相馬市 鹿島体育館 ○ かしま元気スポーツクラブ ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 07福島県 南相馬市 千倉体育館 ○ かしま元気スポーツクラブ ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 18 ○ 震災のため、一時休止 ○

3市区町村 07福島県 南相馬市 牛島体育館 ○ かしま元気スポーツクラブ ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 07福島県 南相馬市 前川原体育館 ○ かしま元気スポーツクラブ ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 18 ○ 震災のため、一時休止 ○

3市区町村 07福島県 南相馬市 千倉グラウンド ○ かしま元気スポーツクラブ ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 18 ○ 震災のため、休止中 ○

3市区町村 07福島県 南相馬市 前川原グラウンド ○ かしま元気スポーツクラブ ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 18 ○ 震災のため、休止中 ○

3市区町村 07福島県 南相馬市 南海老グラウンド ○ かしま元気スポーツクラブ ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 18 ○ 震災のため、休止中 ○

3市区町村 07福島県 南相馬市 千倉テニスコート ○ かしま元気スポーツクラブ ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 18 ○ 震災のため、休止中 ○

3市区町村 07福島県 南相馬市 南相馬市馬事公苑 ○
NPO法人はらまち交流サポートセン
ター

○ ○ H 21 4 1 H 23 3 17 ○ 震災のため、一時休止 ○

3市区町村 07福島県 桑折町 桑折町文化記念館 ○ 財団法人　桑折町振興公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 07福島県 川俣町
川俣町国民健康保険山木屋診療
所

○ 済生会川俣病院 院長 佐久間博史 ○ ○ H 21 4 1 H 23 5 31 ○
東電原発事故に伴う計画的
避難区域指定により避難対

○

3市区町村 07福島県 北塩原村 北塩原村活性化センター ○ 北塩原村商工会 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 07福島県 三春町 白山福祉館 ○
社会福祉法人　三春町社会福祉協
議会

○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 07福島県 楢葉町 楢葉町保健福祉会館 ○
社会福祉法人楢葉町社会福祉協
議会

○ ○ H 21 4 1 H 23 3 12 ○ ○

3市区町村 07福島県 楢葉町 楢葉町デイサービスセンター ○
社会福祉法人楢葉町社会福祉協
議会

○ ○ H 21 4 1 H 23 3 12 ○ ○

3市区町村 07福島県 楢葉町 楢葉町農林水産物処理加工施設 ○ ならは特産品加工企業組合 ○ ○ H 22 4 1 H 23 3 12 ○ ○

3市区町村 07福島県 楢葉町 楢葉町サイクリングターミナル ○ 財団法人楢葉町振興公社 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 12 ○ ○

3市区町村 07福島県 楢葉町 楢葉町天神岬温泉しおかぜ荘 ○ 財団法人楢葉町振興公社 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 12 ○ ○

3市区町村 07福島県 楢葉町 楢葉町スポーツ公園 ○ 財団法人楢葉町振興公社 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 12 ○ ○

3市区町村 07福島県 楢葉町 道の駅ならは ○ 財団法人楢葉町振興公社 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 12 ○ ○

3市区町村 07福島県 楢葉町 岩沢海水浴場周辺施設 ○ 楢葉町観光協会 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 12 ○ ○

3市区町村 07福島県 楢葉町 楢葉町研修センター ○ 楢葉町商工業協同組合 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 12 ○ ○

3市区町村 07福島県 富岡町 健康増進センター ○ 株式会社ﾘﾌﾚ富岡 ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ 警戒区域のため ○

3市区町村 07福島県 富岡町 富岡町養護老人ホーム ○ 伸生双葉会 ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ 警戒区域のため ○

3市区町村 07福島県 富岡町 社会福祉センター ○ 富岡町社会福祉協議会 ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ 警戒区域のため ○

3市区町村 07福島県 富岡町 老人福祉センター ○
社団法人南双広域シルバー人材セ
ンター

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ 警戒区域のため ○

3市区町村 07福島県 富岡町 野外活動センター ○ 財団法人富岡町体育協会 ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ 警戒区域のため ○

3市区町村 07福島県 富岡町 社会体育施設 ○ 財団法人富岡町体育協会 ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ 警戒区域のため ○

3市区町村 07福島県 富岡町 教育支援センター ○ 財団法人福島県体育協会 ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ 警戒区域のため ○

3市区町村 07福島県 富岡町 合宿センター ○ 財団法人富岡町体育協会 ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ 警戒区域のため ○

3市区町村 07福島県 大熊町
大熊町総合スポーツセンター

○
（財）大熊町スポーツセンター運営
協議会

○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 07福島県 双葉町 双葉海浜公園 ○
(株)アトックス福島第一事業所双葉
分室

○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○
原子力災害による避難のた
め

○

3市区町村 07福島県 双葉町 双葉町海の家 ○
(株)アトックス福島第一事業所双葉
分室

○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○
原子力災害による避難のた
め

○

3市区町村 07福島県 浪江町 浪江駅東西駐輪場、東駐車場 ○ 株式会社　東遊記 ○ ○ H 20 10 1 H 23 9 30 ○
原発災害により避難中のた
め

○

3市区町村 07福島県 浪江町 陶芸の杜　おおぼり ○ 大堀相馬焼共同組合 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ 原発事故による避難のため ○

22 / 44 



公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票②：指定の取消し等の事例）

　｢12 その他｣の内容を簡潔
に記入

　｢4 その他｣の内容を簡潔に
記入

　｢13 その他｣の内容を簡潔
に記入

a b c e jの１－２ jの２－２ jの３－２ l

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

取消後・業務停止後・
指定期間満了後の管
理

　１　直営（業務委託を
　　　含む）
　２　休止
　３　統合・廃止（民間
　　　等への譲渡・貸与
　　　を含む）
　４　再指定（直営のの
　　　ち再指定を含む）
　５　公営住宅法に基
　　　づく管理代行制度
　　　による管理
　６　その他

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

管理開始日

jの１－１

指定管理者の指定の取消し等の事例

　｢6 その他｣の内容を簡潔に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「１　指定管理者の指定を取り消した場合」を選択し
た場合に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「２　期間を定めて管理
の業務の停止を行った場合」を選択した場合に記
入

期間を定めて管理
の業務の停止を
行った理由

　１　指定管理者の
　　　業務不履行
　２　指定管理者の
　　　不正事件
　３　施設の休止・
　　　廃止
　４　その他

jの２－１

※「ｇ欄　取消等の内容」で「３　指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた場合」を選択した場合に記入

指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の合併・解散
　４　施設の休止・廃止
　５　施設の再編・統合
　６　施設の民間等への譲渡
　７　施設の民間等への貸与
　８　公営住宅法に基づく管理代行制度への移行
　９　公募への応募なし
　10　応募要件不備・不選定
　11　議会の不同意
　12　協定締結のための協議不調
　13　その他

jの３－１g

指定取消日・業
務停止日・指定
期間の末日

h i

指定管理者の指定を取り消した理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の業務不履行
　４　指定管理者の不正事件
　５　指定管理者の合併・解散
　６　施設の休止・廃止
　７　施設の再編・統合
　８　施設の民間等への譲渡
　９　施設の民間等への貸与
　１０　応募要件不備・不選定
　１１　協定締結のための協議不調
　１２　その他

取消等の内容

　１　指定管理者の
　　　指定を取り消した
　　　場合
　２　期間を定めて
　　　管理の業務の
　　　停止を行った場合
　３　指定期間の満了を
　　　もって指定管理者
　　　制度による管理を
　　　取り止めた場合

区分 都道府県名
施設名

f

指定管理者名

d

市区町村名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

3市区町村 07福島県 浪江町 マリンパークなみえ ○ （財）浪江町振興公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ 原発事故による避難のため ○

3市区町村 07福島県 新地町 新地町海釣り公園 ○ 新地町観光協会 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 11 ○ 東日本大震災による ○

3市区町村 07福島県 飯舘村 飯舘村村民の森・民家園 ○ 飯舘村森林組合 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 07福島県 飯舘村 飯舘村畜産技術センター ○ 財団法人飯舘村振興公社 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 07福島県 飯舘村 飯舘村農林漁業体験実習館 ○ 飯舘楽園株式会社 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 07福島県 飯舘村 飯舘村大倉キャンプ場 ○ 大倉行政区 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 07福島県 川内村 たかやま倶楽部 ○ 企業組合かわうちとくさん ○ ○ H 21 4 2 H 24 4 1 ○ 旧警戒区域内の施設のため ○

3市区町村 08茨城県 日立市 久慈サンピア日立スポーツセンター ○ 財団法人日立市体育協会 ○ ○ H 22 4 1 H 24 3 31 ○ ○
業務停止中については管理を休
止し，業務停止終了後は直営で

3市区町村 08茨城県 日立市 かねさわ市民プール ○ 財団法人日立市体育協会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 08茨城県 龍ケ崎市 龍ケ崎市農業公園豊作村 ○ 財団法人龍ケ崎市農業公社 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 08茨城県 龍ケ崎市 龍ケ崎市龍ケ岡市民農園 ○ 財団法人龍ケ崎市農業公社 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 08茨城県 龍ケ崎市 龍ケ崎市文化会館 ○ 財団法人龍ケ崎文化振興事業団 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 08茨城県 龍ケ崎市 龍ケ崎市歴史民俗資料館 ○ 財団法人龍ケ崎文化振興事業団 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 08茨城県 行方市 行方市老人ディサービスセンター ○ （社）親和会 ○ ○ H 20 12 11 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 08茨城県 城里町 城里町特産物直売所ななかい ○ 七会特産物直売組合 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 09栃木県 宇都宮市 水上公園プール ○
公益財団法人宇都宮市スポーツ振
興財団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 09栃木県 足利市 勤労青少年ホーム ○ 財団法人とちぎYMCA ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 09栃木県 足利市 足利おおいわいこいの広場 ○
財団法人足利市みどりと文化・ス
ポーツ財団

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 09栃木県 日光市 ＪＲ下野大沢駅自転車駐車場 ○
社団法人　日光市シルバー人材セ
ンター

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 09栃木県 日光市 ＪＲ文挟駅自転車駐車場 ○
社団法人　日光市シルバー人材セ
ンター

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 09栃木県 日光市 東武大谷向駅自転車駐車場 ○
社団法人　日光市シルバー人材セ
ンター

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 09栃木県 日光市 東武上今市駅自転車駐車場 ○
社団法人　日光市シルバー人材セ
ンター

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 09栃木県 日光市 東武下今市駅自転車駐車場 ○
社団法人　日光市シルバー人材セ
ンター

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 09栃木県 日光市 東武大桑駅自転車駐車場 ○
社団法人　日光市シルバー人材セ
ンター

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 09栃木県 日光市 東武明神駅自転車駐車場 ○
社団法人　日光市シルバー人材セ
ンター

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 09栃木県 日光市 東武下小代駅自転車駐車場 ○
社団法人　日光市シルバー人材セ
ンター

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 09栃木県 日光市 養護老人ホーム晃明荘 ○ 社会福祉法人　大恵会 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 09栃木県 日光市 山内駐車場 ○
財団法人　日光市公共施設振興公
社

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 09栃木県 日光市 上鉢石駐車場 ○
財団法人　日光市公共施設振興公
社

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 09栃木県 日光市 藤原高齢者福祉センター ○
社団法人　日光市シルバー人材セ
ンター

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 09栃木県 那須烏山市 自然休養村センター ○ ㈲神明商事 ○ ○ H 20 4 1 H 23 12 20 ○ ○

3市区町村 09栃木県 那須烏山市 山村活性化保健休養施設 ○ ㈲神明商事 ○ ○ H 20 4 1 H 23 12 20 ○ ○

3市区町村 09栃木県 那須烏山市 森林総合利用促進施設 ○ ㈲神明商事 ○ ○ H 20 4 1 H 23 12 20 ○ ○

3市区町村 09栃木県 那須烏山市 農林漁業体験実習館 ○ ㈲神明商事 ○ ○ H 20 4 1 H 23 12 20 ○ ○

3市区町村 09栃木県 那須烏山市 自然休養村キャンプ場 ○ ㈲神明商事 ○ ○ H 20 4 1 H 23 12 20 ○ ○

3市区町村 09栃木県 那須烏山市 観光物産センター ○ 那須烏山市観光協会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 09栃木県 下野市 淡墨亭（うすずみてい　物産館） ○ 新淡墨亭管理組合 ○ ○ H 21 4 1 H 22 7 31 ○ ○

3市区町村 0北海道 苫前町 新日本海地域交流センター ○ 株式会社　苫前町振興公社 ○ ○ H 19 4 1 H 22 6 30 ○ ○

3市区町村 10群馬県 高崎市
広域市町村圏老人休養ホームゆう
すげ

○ 株式会社　榛名湖温泉ゆうすげ ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 高崎市 吉井障害者支援センター ○
社会福祉法人高崎市社会福祉協
議会

○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 高崎市
吉井在宅重度心身障害者デイサー
ビスセンター

○
社会福祉法人高崎市社会福祉協
議会

○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 高崎市 吉井地域活動支援センター ○
社会福祉法人高崎市社会福祉協
議会

○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 太田市 太田市尾島いきがいセンター ○
社会福祉法人太田市社会福祉協
議会

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 太田市 太田市新田温泉スタンド ○
社会福祉法人太田市社会福祉協
議会

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 太田市 太田市新田文化会館 ○
財団法人太田市文化スポーツ振興
財団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 太田市 太田市藪塚本町文化ホール ○
財団法人太田市文化スポーツ振興
財団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 太田市 太田市駅なか文化館 ○
財団法人太田市文化スポーツ振興
財団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 太田市 太田市東山球場 ○
財団法人太田市文化スポーツ振興
財団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 太田市 太田市八千代グラウンド ○
財団法人太田市文化スポーツ振興
財団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 太田市 太田市八幡テニスコート ○
財団法人太田市文化スポーツ振興
財団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 太田市 太田市武道館 ○
財団法人太田市文化スポーツ振興
財団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 太田市 太田市鳥之郷スポーツ広場 ○
財団法人太田市文化スポーツ振興
財団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 太田市 太田市韮川スポーツ広場 ○
財団法人太田市文化スポーツ振興
財団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 太田市 太田市沢野スポーツ広場 ○
財団法人太田市文化スポーツ振興
財団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 太田市 太田市宝泉スポーツ広場 ○
財団法人太田市文化スポーツ振興
財団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票②：指定の取消し等の事例）

　｢12 その他｣の内容を簡潔
に記入

　｢4 その他｣の内容を簡潔に
記入

　｢13 その他｣の内容を簡潔
に記入

a b c e jの１－２ jの２－２ jの３－２ l

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

取消後・業務停止後・
指定期間満了後の管
理

　１　直営（業務委託を
　　　含む）
　２　休止
　３　統合・廃止（民間
　　　等への譲渡・貸与
　　　を含む）
　４　再指定（直営のの
　　　ち再指定を含む）
　５　公営住宅法に基
　　　づく管理代行制度
　　　による管理
　６　その他

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

管理開始日

jの１－１

指定管理者の指定の取消し等の事例

　｢6 その他｣の内容を簡潔に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「１　指定管理者の指定を取り消した場合」を選択し
た場合に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「２　期間を定めて管理
の業務の停止を行った場合」を選択した場合に記
入

期間を定めて管理
の業務の停止を
行った理由

　１　指定管理者の
　　　業務不履行
　２　指定管理者の
　　　不正事件
　３　施設の休止・
　　　廃止
　４　その他

jの２－１

※「ｇ欄　取消等の内容」で「３　指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた場合」を選択した場合に記入

指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の合併・解散
　４　施設の休止・廃止
　５　施設の再編・統合
　６　施設の民間等への譲渡
　７　施設の民間等への貸与
　８　公営住宅法に基づく管理代行制度への移行
　９　公募への応募なし
　10　応募要件不備・不選定
　11　議会の不同意
　12　協定締結のための協議不調
　13　その他

jの３－１g

指定取消日・業
務停止日・指定
期間の末日

h i

指定管理者の指定を取り消した理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の業務不履行
　４　指定管理者の不正事件
　５　指定管理者の合併・解散
　６　施設の休止・廃止
　７　施設の再編・統合
　８　施設の民間等への譲渡
　９　施設の民間等への貸与
　１０　応募要件不備・不選定
　１１　協定締結のための協議不調
　１２　その他

取消等の内容

　１　指定管理者の
　　　指定を取り消した
　　　場合
　２　期間を定めて
　　　管理の業務の
　　　停止を行った場合
　３　指定期間の満了を
　　　もって指定管理者
　　　制度による管理を
　　　取り止めた場合

区分 都道府県名
施設名

f

指定管理者名

d

市区町村名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

3市区町村 10群馬県 太田市 太田市休泊スポーツ広場 ○
財団法人太田市文化スポーツ振興
財団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 太田市 太田市運動公園競技施設 ○
財団法人太田市文化スポーツ振興
財団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 太田市 とうもうサマーランド ○
財団法人太田市文化スポーツ振興
財団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 太田市 太田市サン・スポーツランド ○
財団法人太田市文化スポーツ振興
財団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 太田市 太田市尾島体育館 ○
財団法人太田市文化スポーツ振興
財団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 太田市 太田市尾島第２体育館 ○
財団法人太田市文化スポーツ振興
財団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 太田市 太田市尾島公園グラウンド ○
財団法人太田市文化スポーツ振興
財団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 太田市 太田市ねずみ塚公園グラウンド ○
財団法人太田市文化スポーツ振興
財団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 太田市 太田市岩松公園グラウンド ○
財団法人太田市文化スポーツ振興
財団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 太田市 太田市世良田公園グラウンド ○
財団法人太田市文化スポーツ振興
財団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 太田市 太田市利根グラウンドゴルフ場 ○
財団法人太田市文化スポーツ振興
財団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 太田市 太田市尾島公園テニスコート ○
財団法人太田市文化スポーツ振興
財団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 太田市 太田市世良田公園テニスコート ○
財団法人太田市文化スポーツ振興
財団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 太田市 太田市尾島親子ふれあいプール ○
財団法人太田市文化スポーツ振興
財団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 太田市 太田市新田総合体育館 ○
財団法人太田市文化スポーツ振興
財団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 太田市 太田市新田陸上競技場 ○
財団法人太田市文化スポーツ振興
財団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 太田市 太田市新田社会体育館 ○
財団法人太田市文化スポーツ振興
財団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 太田市 太田市新田野球場 ○
財団法人太田市文化スポーツ振興
財団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 太田市 太田市新田テニスコート ○
財団法人太田市文化スポーツ振興
財団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 太田市 太田市新田プール ○
財団法人太田市文化スポーツ振興
財団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 太田市 太田市新田武道館 ○
財団法人太田市文化スポーツ振興
財団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 太田市 太田市新田サッカー場 ○
財団法人太田市文化スポーツ振興
財団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 太田市 太田市木崎コミュニティ運動公園 ○
財団法人太田市文化スポーツ振興
財団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 太田市 太田市綿打コミュニティ運動公園 ○
財団法人太田市文化スポーツ振興
財団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 太田市 太田市生品コミュニティ運動公園 ○
財団法人太田市文化スポーツ振興
財団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 太田市 太田市藪塚本町社会体育館 ○
財団法人太田市文化スポーツ振興
財団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 太田市 太田市藪塚本町中央運動公園 ○
財団法人太田市文化スポーツ振興
財団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 太田市 太田市藪塚本町三島神社公園 ○
財団法人太田市文化スポーツ振興
財団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 太田市 太田市藪塚本町西部ふるさと公園 ○
財団法人太田市文化スポーツ振興
財団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 沼田市 サラダパークぬまた ○ 池田地区地域農政推進委員会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 安中市
安中市小規模通所授産施設ワーク
秋桜まついだ

○
社会福祉法人　安中市社会福祉協
議会

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 安中市
安中市障害者福祉ふれあいセン
ター

○
社会福祉法人　安中市社会福祉協
議会

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 上野村 上野村通所介護施設 ○ 上野村社会福祉協議会 ○ ○ H 18 4 1 H 21 8 16 ○ ○

3市区町村 10群馬県 嬬恋村 嬬恋村勤労者体育センター ○ 鹿沢温泉観光協会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 嬬恋村 嬬恋村鹿沢温泉館 ○ 鹿沢温泉観光協会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 嬬恋村 嬬恋村野生資源流通センター ○ 百年小屋組合 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 草津町 ベルツ温泉センター ○ 株式会社 草津観光公社 ○ ○ H 22 4 1 H 22 8 31 ○ ○

3市区町村 10群馬県 みなかみ町 農産物直売所（百姓茶屋） ○ 月夜野振興公社㈱ ○ ○ H 20 4 1 H 22 9 30 ○ ○

3市区町村 10群馬県 みなかみ町 農村交流公園（遊神館） ○ 月夜野振興公社㈱ ○ ○ H 21 4 1 H 22 9 30 ○ ○

3市区町村 11埼玉県 川口市 鳩ヶ谷駅第１自転車駐車場 ○
社団法人　鳩ヶ谷市シルバー人材
センター

○ ○ H 19 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 11埼玉県 川口市 鳩ヶ谷駅第２自転車駐車場 ○
社団法人　鳩ヶ谷市シルバー人材
センター

○ ○ H 19 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 11埼玉県 川口市 南鳩ヶ谷駅第１自転車駐車場 ○
社団法人　鳩ヶ谷市シルバー人材
センター

○ ○ H 19 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 11埼玉県 加須市 騎西総合体育館 ○
シンコースポーツ・日本環境クリア
共同事業体

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 11埼玉県 加須市 田ケ谷サン･スポーツランド ○
シンコースポーツ・日本環境クリア
共同事業体

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 11埼玉県 加須市 古宮公園 ○
シンコースポーツ・日本環境クリア
共同事業体

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 11埼玉県 加須市 ふるさと広場 ○
シンコースポーツ・日本環境クリア
共同事業体

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 11埼玉県 加須市 藤ノ木公園 ○
シンコースポーツ・日本環境クリア
共同事業体

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 11埼玉県 加須市 騎西中央公園 ○
シンコースポーツ・日本環境クリア
共同事業体

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 11埼玉県 加須市 騎西総合公園 ○
シンコースポーツ・日本環境クリア
共同事業体

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 11埼玉県 蕨市 南町デイサービスセンター ○ 社会福祉法人　寧幸会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 11埼玉県 蕨市
総合社会福祉センター内　障害者
福祉ｾﾝﾀｰ･ﾄﾞﾘｰﾏ松原

○
社会福祉法人　蕨市社会福祉事業
団

○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 11埼玉県 蕨市
総合社会福祉センター内　知的障
害者更生施設ハート松原

○
社会福祉法人　蕨市社会福祉事業
団

○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 11埼玉県 蕨市
総合社会福祉センター内　知的障
害者授産施設レインボー松原

○
社会福祉法人　蕨市社会福祉事業
団

○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 11埼玉県 蕨市
総合社会福祉センター内　軽費老
人ﾎｰﾑ･ｹｱﾊｳｽ松原

○
社会福祉法人　蕨市社会福祉事業
団

○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 11埼玉県 和光市 和光市勤労青少年ホーム ○ 財団法人和光市文化振興公社 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票②：指定の取消し等の事例）

　｢12 その他｣の内容を簡潔
に記入

　｢4 その他｣の内容を簡潔に
記入

　｢13 その他｣の内容を簡潔
に記入

a b c e jの１－２ jの２－２ jの３－２ l

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

取消後・業務停止後・
指定期間満了後の管
理

　１　直営（業務委託を
　　　含む）
　２　休止
　３　統合・廃止（民間
　　　等への譲渡・貸与
　　　を含む）
　４　再指定（直営のの
　　　ち再指定を含む）
　５　公営住宅法に基
　　　づく管理代行制度
　　　による管理
　６　その他

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

管理開始日

jの１－１

指定管理者の指定の取消し等の事例

　｢6 その他｣の内容を簡潔に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「１　指定管理者の指定を取り消した場合」を選択し
た場合に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「２　期間を定めて管理
の業務の停止を行った場合」を選択した場合に記
入

期間を定めて管理
の業務の停止を
行った理由

　１　指定管理者の
　　　業務不履行
　２　指定管理者の
　　　不正事件
　３　施設の休止・
　　　廃止
　４　その他

jの２－１

※「ｇ欄　取消等の内容」で「３　指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた場合」を選択した場合に記入

指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の合併・解散
　４　施設の休止・廃止
　５　施設の再編・統合
　６　施設の民間等への譲渡
　７　施設の民間等への貸与
　８　公営住宅法に基づく管理代行制度への移行
　９　公募への応募なし
　10　応募要件不備・不選定
　11　議会の不同意
　12　協定締結のための協議不調
　13　その他

jの３－１g

指定取消日・業
務停止日・指定
期間の末日

h i

指定管理者の指定を取り消した理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の業務不履行
　４　指定管理者の不正事件
　５　指定管理者の合併・解散
　６　施設の休止・廃止
　７　施設の再編・統合
　８　施設の民間等への譲渡
　９　施設の民間等への貸与
　１０　応募要件不備・不選定
　１１　協定締結のための協議不調
　１２　その他

取消等の内容

　１　指定管理者の
　　　指定を取り消した
　　　場合
　２　期間を定めて
　　　管理の業務の
　　　停止を行った場合
　３　指定期間の満了を
　　　もって指定管理者
　　　制度による管理を
　　　取り止めた場合

区分 都道府県名
施設名

f

指定管理者名

d

市区町村名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

3市区町村 11埼玉県 蓮田市 蓮田はなみずき第１作業所 ○
社会福祉法人蓮田市社会福祉協
議会

○ ○ H 20 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 11埼玉県 蓮田市 蓮田はなみずき第２作業所 ○
社会福祉法人蓮田市社会福祉協
議会

○ ○ H 20 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 11埼玉県 蓮田市 蓮田はすの実作業所 ○ 社会福祉法人みぬま福祉会 ○ ○ H 20 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 11埼玉県 毛呂山町
毛呂山町障害者地域デイケア施設
あいあい園

○
社会福祉法人毛呂山町社会福祉
協議会

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 11埼玉県 毛呂山町
毛呂山町障害者地域デイケア施設
第２あいあい園

○
社会福祉法人毛呂山町社会福祉
協議会

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 11埼玉県 川島町 川島町民会館 ○ 財団法人　川島町勤労文化協会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 11埼玉県 小鹿野町 小鹿野町バイクの森おがの ○ 株式会社バイクの森 ○ ○ H 21 4 1 H 22 9 30 ○ ○

3市区町村 11埼玉県 白岡町 白岡町高岩在宅介護支援施設 ○
社会福祉法人白岡町社会福祉協
議会

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 木更津市 木更津テレワークセンター ○ 社団法人日本駐車場工学研究会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 木更津市 岩根駅西口第2自転車駐車場 ○
特定非営利活動法人ちばSOHO
エージェンシー

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 茂原市 三ヶ谷青年館 ○ 三ヶ谷自治会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 成田市 大久保台地区集会所 ○ 大久保台区 ○ ○ H 18 4 1 H 21 6 30 ○ ○

3市区町村 12千葉県 成田市 飯仲青年館 ○ 飯仲区 ○ ○ H 22 4 1 H 22 6 30 ○ ○

3市区町村 12千葉県 成田市 寺台地区区民館 ○ 寺台保目区及び寺台三光区 ○ ○ H 22 4 1 H 23 9 30 ○ ○

3市区町村 12千葉県 成田市 川岸集会施設 ○ 滑川区 ○ ○ H 22 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 成田市 大菅集会施設 ○ 大菅区 ○ ○ H 22 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 成田市 内宿集会施設 ○ 内宿区 ○ ○ H 22 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 成田市 下門前集会施設 ○ 下門前区 ○ ○ H 22 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 成田市 須賀町青年館 ○ 須賀町区 ○ ○ H 22 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 旭市 あさひ健康福祉センター ○ 財団法人旭市福祉協会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 旭市 あさひパークゴルフ場 ○ 財団法人旭市福祉協会 ○ ○ H 22 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 市原市 市原市水と彫刻の丘 ○ 社団法人市原市観光協会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 八千代市 星襄一版画展示室 ○
財団法人　八千代市文化・スポーツ
振興財団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 八千代市 八千代市勝田台中央公園水泳場 ○
財団法人　八千代市文化・スポーツ
振興財団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 我孫子市
我孫子市心身障害者福祉作業所
みずき

○
特定非営利活動法人我孫子市手を
つなぐ育成会

○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 鴨川市 若宮集会所 ○ ５区・６区町内会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 鴨川市 しおさいの家　きど ○ 城戸町内会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 鴨川市 坂本鳥居館 ○ 芝町内会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 鴨川市 住吉実豊の館 ○ 新町町内会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 鴨川市 谷町コミュニティセンター ○ 谷町内会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 鴨川市 清澄憩の家 ○ 清澄町内会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 鴨川市 仲宿コミュニティセンター ○ 仲宿町内会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 鴨川市 コミュニティあたご ○ 浜町町内会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 鴨川市 浜荻東青年館 ○ 東町町内会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 鴨川市 内浦青年館 ○ 開戸町内会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 鴨川市 小湊青年館 ○ １４区町内会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 鴨川市 大萩青年館 ○ ２区町内会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 鴨川市 奥谷青年館 ○ ３区町内会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 鴨川市 橋本青年館 ○ 橋本町内会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 鴨川市 浜荻西青年館 ○ 西町町内会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 鴨川市 新町青年館 ○ 新町町内会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 鴨川市 引土青年館 ○ 引土町内会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 鎌ケ谷市 市民プール ○ 協栄・ミナトグループ ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 富津市 富津市福祉作業所 ○ 社会福祉法人　アルムの森 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 浦安市 浦安市知的障害者更生施設 ○ （社福）敬心福祉会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 浦安市 浦安市知的障害者授産施設 ○ （社福）敬心福祉会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 浦安市 浦安市福祉作業所 ○ （社福）敬心福祉会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 四街道市 みそら集会場 ○ みそら自治会 ○ ○ H 18 4 1 H 21 9 11 ○ ○

3市区町村 12千葉県 四街道市
四街道市四街道地区コミュニティセ
ンター

○ 四街道四区自治会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 9 30 ○ ○

3市区町村 12千葉県 四街道市 四街道市栗山農村広場 ○ 栗山農村広場管理運営委員会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 四街道市 四街道市和良比農村広場 ○ 和良比農村広場管理運営委員会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 四街道市 四街道小こどもルーム ○ 四街道市学童保育所父母の会 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 四街道市 中央小こどもルーム ○ 四街道市学童保育所父母の会 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 四街道市 大日小こどもルーム ○ 四街道市学童保育所父母の会 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 四街道市 八木原小こどもルーム ○ 四街道市学童保育所父母の会 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票②：指定の取消し等の事例）

　｢12 その他｣の内容を簡潔
に記入

　｢4 その他｣の内容を簡潔に
記入

　｢13 その他｣の内容を簡潔
に記入

a b c e jの１－２ jの２－２ jの３－２ l

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

取消後・業務停止後・
指定期間満了後の管
理

　１　直営（業務委託を
　　　含む）
　２　休止
　３　統合・廃止（民間
　　　等への譲渡・貸与
　　　を含む）
　４　再指定（直営のの
　　　ち再指定を含む）
　５　公営住宅法に基
　　　づく管理代行制度
　　　による管理
　６　その他

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

管理開始日

jの１－１

指定管理者の指定の取消し等の事例

　｢6 その他｣の内容を簡潔に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「１　指定管理者の指定を取り消した場合」を選択し
た場合に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「２　期間を定めて管理
の業務の停止を行った場合」を選択した場合に記
入

期間を定めて管理
の業務の停止を
行った理由

　１　指定管理者の
　　　業務不履行
　２　指定管理者の
　　　不正事件
　３　施設の休止・
　　　廃止
　４　その他

jの２－１

※「ｇ欄　取消等の内容」で「３　指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた場合」を選択した場合に記入

指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の合併・解散
　４　施設の休止・廃止
　５　施設の再編・統合
　６　施設の民間等への譲渡
　７　施設の民間等への貸与
　８　公営住宅法に基づく管理代行制度への移行
　９　公募への応募なし
　10　応募要件不備・不選定
　11　議会の不同意
　12　協定締結のための協議不調
　13　その他

jの３－１g

指定取消日・業
務停止日・指定
期間の末日

h i

指定管理者の指定を取り消した理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の業務不履行
　４　指定管理者の不正事件
　５　指定管理者の合併・解散
　６　施設の休止・廃止
　７　施設の再編・統合
　８　施設の民間等への譲渡
　９　施設の民間等への貸与
　１０　応募要件不備・不選定
　１１　協定締結のための協議不調
　１２　その他

取消等の内容

　１　指定管理者の
　　　指定を取り消した
　　　場合
　２　期間を定めて
　　　管理の業務の
　　　停止を行った場合
　３　指定期間の満了を
　　　もって指定管理者
　　　制度による管理を
　　　取り止めた場合

区分 都道府県名
施設名

f

指定管理者名

d

市区町村名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

3市区町村 12千葉県 四街道市 四和小こどもルーム ○ 四街道市学童保育所父母の会 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 四街道市 旭小こどもルーム ○ 四街道市学童保育所父母の会 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 四街道市 吉岡小こどもルーム ○ 四街道市学童保育所父母の会 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 四街道市 和良比小こどもルーム ○ 四街道市学童保育所父母の会 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 四街道市 栗山小こどもルーム ○ 四街道市学童保育所父母の会 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 四街道市 山梨小こどもルーム ○ 四街道市学童保育所父母の会 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 四街道市 南小こどもルーム ○ 四街道市学童保育所父母の会 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 12千葉県 袖ケ浦市 久保田会館 ○ 久保田区 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 12 ○ ○

3市区町村 13東京都 三鷹市 三鷹市牟礼地区公会堂 ○ 三鷹台団地自治会 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 13東京都 三鷹市 三鷹市高齢者センターいちょう苑 ○ 社会福祉法人東京弘済園 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 13東京都 昭島市
東中神駅図書館北側自転車等駐
車場

○
公益社団法人昭島市シルバー人材
センター

○ ○ H 23 4 1 H 23 9 20 ○ ○

3市区町村 13東京都 昭島市 拝島駅前第二自転車等駐車場 ○
公益社団法人昭島市シルバー人材
センター

○ ○ H 23 4 1 H 23 9 20 ○ ○

3市区町村 13東京都 日野市 栄町高齢者在宅サービスセンター ○ 社会福祉法人日野市福祉事業団 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 13東京都 日野市 乗鞍高原日野山荘 ○ 株式会社日野市企業公社 ○ ○ H 22 4 1 H 23 11 30 ○ ○

3市区町村 13東京都 東村山市 東村山市立第八保育園 ○ 社会福祉法人ユーカリ福祉会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 13東京都 国分寺市 本町二丁目臨時自転車駐車場 ○ 日本環境マネジメント株式会社 ○ ○ H 22 4 1 H 23 12 31 ○ ○

3市区町村 13東京都 国分寺市 本町四丁目臨時自転車駐車場 ○ 日本環境マネジメント株式会社 ○ ○ H 22 4 1 H 23 12 31 ○ ○

3市区町村 13東京都 国分寺市 国立駅北口自転車駐車場 ○ 日本環境マネジメント株式会社 ○ ○ H 22 4 1 H 23 12 31 ○ ○

3市区町村 13東京都 国立市 国立市立北保育園 ○ 社会福祉法人国立保育園 ○ ○ H 18 9 1 H 22 9 30 ○ ○

3市区町村 13東京都 あきる野市 西秋留保育園 ○ 社会福祉法人　秋川あすなろ会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 13東京都 西東京市 アスタ市営駐車場 ○ 株式会社アスタ西東京 ○ ○ H 19 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 13東京都 西東京市 東伏見コミュニティーセンター ○
特定非営利活動法人西東京コミュ
ニティひろばＮＣＨ

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 13東京都 奥多摩町 蕎麦懐石丹縄 ○ 有限会社滝島商店 ○ ○ H 22 4 1 H 21 11 27 ○ ○

3市区町村 13東京都 奥多摩町
奥多摩町特産物販売施設（丹三郎
直売所）

○ 千島わさび園 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 13東京都 港区 品川駅港南口公共駐車場 ○ パーク二十四株式会社 ○ ○ H 21 4 1 H 23 4 30 ○ ○

3市区町村 13東京都 港区 麻布十番公共駐車場 ○
パーク二十四株式会社・タイムズ
サービス株式会社グループ

○ ○ H 22 6 1 H 23 4 30 ○ ○

3市区町村 13東京都 台東区 あさくさ在宅介護支援センター ○
社会福祉法人台東区社会福祉事
業団

○ ○ H 17 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 13東京都 台東区 やなか在宅介護支援センター ○
社会福祉法人台東区社会福祉事
業団

○ ○ H 17 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 13東京都 台東区 みのわ在宅介護支援センター ○
社会福祉法人台東区社会福祉事
業団

○ ○ H 17 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 13東京都 台東区 くらまえ在宅介護支援センター ○ 社会福祉法人東京援護協会 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 13東京都 台東区 まつがや在宅介護支援センター ○ 社会福祉法人東京援護協会 ○ ○ H 17 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 13東京都 台東区 たいとう在宅介護支援センター ○ 社会福祉法人聖風会 ○ ○ H 17 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 13東京都 品川区 品川区立平塚きぼう荘 ○ （社福）福栄会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 13東京都 渋谷区
渋谷区ひがし健康プラザ地域包括
支援センター

○ 社団法人渋谷区医師会 ○ ○ H 19 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 13東京都 渋谷区
渋谷区ケアコミュニティ・原宿の丘
地域包括支援センター

○ 株式会社ニチイ学館 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 13東京都 渋谷区
渋谷区ケアステーション笹幡地域
包括支援センター

○ 社会福祉法人武蔵野療園 ○ ○ H 19 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 13東京都 渋谷区
渋谷区高齢者ケアセンター地域包
括支援センター

○ 社会福祉法人武蔵野療園 ○ ○ H 19 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 13東京都 杉並区 大宮前体育館 ○ 財団法人杉並区スポーツ振興財団 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 13東京都 杉並区 和田障害者交流館 ○ 杉並区障害者団体連合会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 13東京都 杉並区 高円寺障害者交流館 ○ 杉並区障害者団体連合会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 13東京都 荒川区 荒川遊園 ○
公益財団法人荒川区芸術文化振
興財団

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 13東京都 練馬区 練馬区立武石少年自然の家 ○ 社団法人　武石開発公社 ○ ○ H 23 4 1 H 23 6 30 ○ ○

3市区町村 13東京都 足立区 足立区神明福祉園 ○ 社会福祉法人　あいのわ福祉会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 13東京都 足立区 足立区谷在家福祉園 ○ 社会福祉法人　あだちの里 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 13東京都 足立区 足立区神明福祉作業所 ○ 社会福祉法人　あいのわ福祉会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 13東京都 足立区 足立区谷在家福祉作業所 ○ 社会福祉法人　あだちの里 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 13東京都 足立区 足立区神明デイサービスセンター ○ 社会福祉法人　あいのわ福祉会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 13東京都 足立区
足立区谷在家デイサービスセン
ター

○ 社会福祉法人　あだちの里 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 13東京都 足立区 足立区立山中湖林間学園 ○ （株）旺栄 ○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 13東京都 葛飾区 葛飾区金町南駐車場 ○ パーク二四株式会社 ○ ○ H 21 8 1 H 23 4 30 ○ ○

3市区町村 14神奈川県 三浦市 三浦市農村婦人の家 ○ 松輪区 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 14神奈川県 三浦市 三浦市松輪会館 ○ 松輪区 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 14神奈川県 三浦市 三浦市金原会館 ○ 金原区 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 14神奈川県 厚木市 厚木市ふれあいプラザ ○ ㈱東宝グリーンサービス ○ ○ H 21 4 1 H 21 9 26 ○ ○

3市区町村 14神奈川県 綾瀬市 ながぐつ児童館 ○ 綾西自治会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票②：指定の取消し等の事例）

　｢12 その他｣の内容を簡潔
に記入

　｢4 その他｣の内容を簡潔に
記入

　｢13 その他｣の内容を簡潔
に記入

a b c e jの１－２ jの２－２ jの３－２ l

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

取消後・業務停止後・
指定期間満了後の管
理

　１　直営（業務委託を
　　　含む）
　２　休止
　３　統合・廃止（民間
　　　等への譲渡・貸与
　　　を含む）
　４　再指定（直営のの
　　　ち再指定を含む）
　５　公営住宅法に基
　　　づく管理代行制度
　　　による管理
　６　その他

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

管理開始日

jの１－１

指定管理者の指定の取消し等の事例

　｢6 その他｣の内容を簡潔に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「１　指定管理者の指定を取り消した場合」を選択し
た場合に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「２　期間を定めて管理
の業務の停止を行った場合」を選択した場合に記
入

期間を定めて管理
の業務の停止を
行った理由

　１　指定管理者の
　　　業務不履行
　２　指定管理者の
　　　不正事件
　３　施設の休止・
　　　廃止
　４　その他

jの２－１

※「ｇ欄　取消等の内容」で「３　指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた場合」を選択した場合に記入

指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の合併・解散
　４　施設の休止・廃止
　５　施設の再編・統合
　６　施設の民間等への譲渡
　７　施設の民間等への貸与
　８　公営住宅法に基づく管理代行制度への移行
　９　公募への応募なし
　10　応募要件不備・不選定
　11　議会の不同意
　12　協定締結のための協議不調
　13　その他

jの３－１g

指定取消日・業
務停止日・指定
期間の末日

h i

指定管理者の指定を取り消した理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の業務不履行
　４　指定管理者の不正事件
　５　指定管理者の合併・解散
　６　施設の休止・廃止
　７　施設の再編・統合
　８　施設の民間等への譲渡
　９　施設の民間等への貸与
　１０　応募要件不備・不選定
　１１　協定締結のための協議不調
　１２　その他

取消等の内容

　１　指定管理者の
　　　指定を取り消した
　　　場合
　２　期間を定めて
　　　管理の業務の
　　　停止を行った場合
　３　指定期間の満了を
　　　もって指定管理者
　　　制度による管理を
　　　取り止めた場合

区分 都道府県名
施設名

f

指定管理者名

d

市区町村名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

3市区町村 14神奈川県 綾瀬市 寺尾児童館 ○ 寺尾北自治会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 14神奈川県 綾瀬市 小園児童館 ○ 小園自治会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 長岡市
長岡市地域包括支援センター　けさ
じろ

○ 社会福祉法人長岡福祉協会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 長岡市
長岡市地域包括支援センター　ふ
そき

○ 社会福祉法人長岡東山福祉会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 長岡市
長岡市地域包括支援センター　み
やうち

○ 社会福祉法人長岡福寿会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 長岡市
長岡市地域包括支援センター　まき
やま

○
社会福祉法人長岡三古老人福祉
会

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 長岡市
長岡市地域包括支援センター　みし
ま

○
社会福祉法人長岡三古老人福祉
会

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 長岡市 長岡市中之島農産物加工所 ○ にいがた南蒲農業協同組合 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 長岡市
長岡市地域包括支援センターわし
ま・てらどまり

○
社会福祉法人長岡三古老人福祉
会

○ ○ H 18 9 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 長岡市 長岡市厚生会館 ○ 財団法人長岡市企業公社 ○ ○ H 18 9 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 長岡市 長岡市老人憩いの家延命荘 ○
社会福祉法人長岡市社会福祉協
議会

○ ○ H 20 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 長岡市
長岡市小国高齢者コミュニティーセ
ンター

○
社会福祉法人長岡市社会福祉協
議会

○ ○ H 20 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 長岡市 長岡市道の駅越後川口 ○ 株式会社えちご川口農業振興公社 ○ ○ H 19 4 1 H 21 6 30 ○ ○

3市区町村 15新潟県 三条市 塚野目交流センター ○ にいがた南蒲農業協同組合 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 三条市 デイサービスセンターひまわりの里 ○ にいがた南蒲農業協同組合 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 新発田市 新発田勤労者総合福祉センター ○
財団法人　新発田市まちづくり振興
公社

○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 新発田市
新発田市五十公野公園陸上競技
場

○
財団法人　新発田市まちづくり振興
公社

○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 新発田市 新発田市五十公野公園野球場 ○
財団法人　新発田市まちづくり振興
公社

○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 新発田市
新発田市五十公野公園ゲートボー
ル場

○
財団法人　新発田市まちづくり振興
公社

○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 新発田市
新発田市五十公野公園テニスコー
ト

○
財団法人　新発田市まちづくり振興
公社

○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 新発田市
新発田市五十公野公園野外体育
施設サン・スポーツランドしばた

○
財団法人　新発田市まちづくり振興
公社

○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 新発田市
新発田市五十公野公園屋内体育
施設サン・ビレッジしばた

○
財団法人　新発田市まちづくり振興
公社

○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 新発田市 新発田市民プール ○
財団法人　新発田市まちづくり振興
公社

○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 新発田市 新発田市カルチャーセンター ○
財団法人　新発田市まちづくり振興
公社

○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 新発田市 新発田中央公園テニスコート ○
財団法人　新発田市まちづくり振興
公社

○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 新発田市 新発田市滝谷森林公園 ○
財団法人　新発田市まちづくり振興
公社

○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 新発田市 新発田市地域交流センター ○
財団法人　新発田市まちづくり振興
公社

○ ○ H 22 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 新発田市 新発田中央公園人工芝グラウンド ○
財団法人　新発田市まちづくり振興
公社

○ ○ H 22 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 十日町市
十日町市吉田ふれあいスポーツセ
ンター

○ 吉田地区振興会 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 村上市 天神岡テニスコート ○
ＮＰＯ法人　総合型スポーツクラブ
「ウェルネスむらかみ」

○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 村上市 塩野町多目的研修集会施設 ○ 塩野町区 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 村上市 岩崩地区集会施設 ○ 岩崩区 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 村上市 石住集落開発センター ○ 石住区 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 村上市 大場沢多目的研修集会施設 ○ 大場沢区 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 村上市 古渡路集会施設 ○ 古渡路区 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 村上市 猿沢コミュニティセンター ○ 猿沢区 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 村上市 千縄集会施設 ○ 千縄区 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 村上市 小川ふれあいセンター ○ 小川区 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 村上市 板屋越地区集落センター ○ 板屋越区 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 村上市 宮ノ下集落センター ○ 宮ノ下区 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 村上市 新屋集落センター ○ 新屋区 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 村上市 十川集落センター ○ 十川区 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 村上市 上野集落センター ○ 上野区 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 村上市 中新保ふれあいセンター ○ 中新保区 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 村上市 岩沢ふれあいセンター ○ 岩沢区 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 村上市 本小須戸ふれあいセンター ○ 本小須戸区 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 村上市 蒲萄ふれあいセンター ○ 蒲萄区 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 村上市 十文字集会所 ○ 十文字区 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 村上市 坂町住宅集会所 ○ 坂町住宅区 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 村上市 前坪団地集会所 ○ 前坪団地区 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 村上市 田島集会所 ○ 田島区 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 村上市 脇川集落開発センター ○ 脇川集落自治会 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 村上市 大毎集落開発センター ○ 大毎集落自治会 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 村上市 寝屋集落開発センター ○ 寝屋集落開発センター ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 村上市 遅郷集落開発センター ○ 遅郷集落 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票②：指定の取消し等の事例）

　｢12 その他｣の内容を簡潔
に記入

　｢4 その他｣の内容を簡潔に
記入

　｢13 その他｣の内容を簡潔
に記入

a b c e jの１－２ jの２－２ jの３－２ l

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

取消後・業務停止後・
指定期間満了後の管
理

　１　直営（業務委託を
　　　含む）
　２　休止
　３　統合・廃止（民間
　　　等への譲渡・貸与
　　　を含む）
　４　再指定（直営のの
　　　ち再指定を含む）
　５　公営住宅法に基
　　　づく管理代行制度
　　　による管理
　６　その他

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

管理開始日

jの１－１

指定管理者の指定の取消し等の事例

　｢6 その他｣の内容を簡潔に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「１　指定管理者の指定を取り消した場合」を選択し
た場合に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「２　期間を定めて管理
の業務の停止を行った場合」を選択した場合に記
入

期間を定めて管理
の業務の停止を
行った理由

　１　指定管理者の
　　　業務不履行
　２　指定管理者の
　　　不正事件
　３　施設の休止・
　　　廃止
　４　その他

jの２－１

※「ｇ欄　取消等の内容」で「３　指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた場合」を選択した場合に記入

指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の合併・解散
　４　施設の休止・廃止
　５　施設の再編・統合
　６　施設の民間等への譲渡
　７　施設の民間等への貸与
　８　公営住宅法に基づく管理代行制度への移行
　９　公募への応募なし
　10　応募要件不備・不選定
　11　議会の不同意
　12　協定締結のための協議不調
　13　その他

jの３－１g

指定取消日・業
務停止日・指定
期間の末日

h i

指定管理者の指定を取り消した理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の業務不履行
　４　指定管理者の不正事件
　５　指定管理者の合併・解散
　６　施設の休止・廃止
　７　施設の再編・統合
　８　施設の民間等への譲渡
　９　施設の民間等への貸与
　１０　応募要件不備・不選定
　１１　協定締結のための協議不調
　１２　その他

取消等の内容

　１　指定管理者の
　　　指定を取り消した
　　　場合
　２　期間を定めて
　　　管理の業務の
　　　停止を行った場合
　３　指定期間の満了を
　　　もって指定管理者
　　　制度による管理を
　　　取り止めた場合

区分 都道府県名
施設名

f

指定管理者名

d

市区町村名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

3市区町村 15新潟県 村上市 杉平集落林業センター ○ 杉平自治会 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 燕市 燕市分水コミュニティデイホーム ○ 社会福祉法人桜井の里福祉会 ○ ○ H 20 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 糸魚川市 親不知ピアパーク（多目的広場） ○ 株式会社　親不知企画 ○ ○ H 18 4 1 H 22 12 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 糸魚川市 親不知ピアパーク（休憩施設） ○ 株式会社　親不知企画 ○ ○ H 18 4 1 H 22 12 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 糸魚川市
親不知ピアパーク（生産物直売施
設）

○ 株式会社　親不知企画 ○ ○ H 18 4 1 H 22 12 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 糸魚川市
親不知ピアパーク（マリン交流施
設）

○ 株式会社　親不知企画 ○ ○ H 18 4 1 H 22 12 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 糸魚川市 親不知ピアパーク（物産展示館） ○ 株式会社　親不知企画 ○ ○ H 18 4 1 H 22 12 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 糸魚川市
親不知ピアパーク（ふるさと体験
館）

○ 株式会社　親不知企画 ○ ○ H 18 4 1 H 22 12 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 糸魚川市
親不知ピアパーク（親不知交流セン
ター）

○ 株式会社　親不知企画 ○ ○ H 18 4 1 H 22 12 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 糸魚川市 水崎会館 ○ 水崎地区 ○ ○ H 18 4 1 H 23 9 30 ○ ○

3市区町村 15新潟県 糸魚川市 烏帽子の里ふるさと館 ○ 烏帽子の里管理運営協議会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 12 10 ○ ○

3市区町村 15新潟県 糸魚川市 ささゆり作業所 ○
社会福祉法人糸魚川市社会福祉
協議会

○ ○ H 18 4 1 H 22 6 30 ○ ○

3市区町村 15新潟県 糸魚川市 ささゆり東作業所 ○
社会福祉法人糸魚川市社会福祉
協議会

○ ○ H 18 4 1 H 22 6 30 ○ ○

3市区町村 15新潟県 糸魚川市 通所授産施設好望こまくさ ○
社会福祉法人上越つくしの里医療
福祉協会

○ ○ H 18 4 1 H 22 9 30 ○ ○

3市区町村 15新潟県 糸魚川市 青海総合福祉会館 ○
社会福祉法人糸魚川市社会福祉
協議会

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 糸魚川市 ビーチホールまがたま ○
社会福祉法人糸魚川市社会福祉
協議会

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 糸魚川市 能生シルバーワークプラザ ○
社団法人糸魚川市シルバー人材セ
ンター

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 糸魚川市 高齢者共同住宅サンハイツ ○
社会福祉法人糸魚川市社会福祉
協議会

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 妙高市 新井高等職業訓練校 ○ 職業訓練法人　新井職業訓練協会 ○ ○ H 17 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 妙高市 中宿農村公園 ○ 大字中宿 ○ ○ Ｈ 17 4 1 Ｈ 22 4 1 ○ ○

3市区町村 15新潟県 妙高市 豊葦遊森の郷 ○ 豊葦斑尾村おこしの会 ○ ○ Ｈ 17 4 1 Ｈ 22 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 妙高市 東菅沼傍村公園 ○ 大字東菅沼 ○ ○ Ｈ 17 4 1 Ｈ 22 4 1 ○ ○

3市区町村 15新潟県 上越市 大島あさひ荘 ○ ㈱あさひ荘 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 1 ○ ○

3市区町村 15新潟県 上越市 大島大山広場 ○ ㈱あさひ荘 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 1 ○ ○

3市区町村 15新潟県 魚沼市 総合ビジターセンター　かたっくり ○ にいがた魚沼特産振興企業組合 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 聖籠町
聖籠町社会体育施設　ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰ
ﾑ

○ 株式会社　聖籠の杜 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 阿賀町 広瀬、栃堀集落広場 ○ 広瀬、栃堀集落広場利用組合 ○ ○ H 18 9 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 15新潟県 阿賀町 向ノ島公園 ○
（社）東蒲原地域シルバー人材セン
ター

○ ○ H 18 9 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 16富山県 富山市 東部児童文化センター ○ (福)富山市社会福祉事業団 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 16富山県 富山市 星井町児童文化センター ○ (福)富山市社会福祉事業団 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 16富山県 富山市 大沢野地域の都市公園（5） ○
(財)富山市大沢野健康文化推進財
団

○ ○ H 23 4 1 H 23 6 28 ○ ○

3市区町村 16富山県 富山市 大沢野テニスコート ○
(財)富山市大沢野健康文化推進財
団

○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 16富山県 富山市 とやままちづくり情報センター ○ (財)富山市民文化事業団 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 16富山県 魚津市 魚津市勤労青少年ホーム ○ 財団法人魚津市施設管理公社 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 16富山県 魚津市
魚津市身体障害者デイサービスセ
ンター

○
社会福祉法人魚津市社会福祉協
議会

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 16富山県 魚津市 魚津市東部デイサービスセンター ○
社会福祉法人魚津市社会福祉協
議会

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 16富山県 氷見市 研修センター久目 ○
久目地区新農業構造改善事業推
進協議会

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 16富山県 砺波市 砺波市武道館 ○ 財団法人砺波市体育協会 ○ ○ H 20 12 22 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 16富山県 小矢部市
倶利伽羅源平の郷埴生口地域振
興棟

○
倶利伽羅源平の郷埴生口運営協
議会

○ ○ H 21 4 1 H 23 6 24 ○ ○

3市区町村 16富山県 南砺市 南砺市福光林業総合センター ○ 富山県西部森林組合 ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 16富山県 南砺市 西赤尾給水施設 ○ 上平観光開発株式会社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 16富山県 南砺市 利賀飛翔の郷 ○ 財団法人利賀ふるさと財団 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 16富山県 射水市 新湊福祉会館 ○
社会福祉法人射水市社会福祉協
議会

○ ○ H 18 9 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 16富山県 射水市 新湊交流会館本館 ○
社会福祉法人射水市社会福祉協
議会

○ ○ H 18 9 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 16富山県 上市町 上市町馬場島家族の森 ○ 馬場島を愛する会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 17石川県 輪島市 門前地域産物販売施設 ○ 社会福祉法人門前町福祉会 ○ ○ H 18 9 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 17石川県 輪島市
介護予防拠点施設ふれあいプラザ
曽々木

○
特定非営利活動法人あえの郷しん
こう会

○ ○ H 18 9 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 17石川県 珠洲市 珠洲市営野球場 ○
財団法人珠洲市スポーツ振興事業
団

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 17石川県 珠洲市 珠洲市営多目的広場 ○
財団法人珠洲市スポーツ振興事業
団

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 17石川県 珠洲市 珠洲市営健民テニスコート ○
財団法人珠洲市スポーツ振興事業
団

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 17石川県 珠洲市 珠洲市鉢ヶ崎テニスコート ○
財団法人珠洲市スポーツ振興事業
団

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 17石川県 珠洲市 珠洲市武道館 ○
財団法人珠洲市スポーツ振興事業
団

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 17石川県 珠洲市 珠洲市健民体育館 ○
財団法人珠洲市スポーツ振興事業
団

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 17石川県 珠洲市 珠洲市ウェイトリフティング場 ○
財団法人珠洲市スポーツ振興事業
団

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 17石川県 珠洲市 珠洲市グラウンド・ゴルフ場 ○
財団法人珠洲市スポーツ振興事業
団

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票②：指定の取消し等の事例）

　｢12 その他｣の内容を簡潔
に記入

　｢4 その他｣の内容を簡潔に
記入

　｢13 その他｣の内容を簡潔
に記入

a b c e jの１－２ jの２－２ jの３－２ l

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

取消後・業務停止後・
指定期間満了後の管
理

　１　直営（業務委託を
　　　含む）
　２　休止
　３　統合・廃止（民間
　　　等への譲渡・貸与
　　　を含む）
　４　再指定（直営のの
　　　ち再指定を含む）
　５　公営住宅法に基
　　　づく管理代行制度
　　　による管理
　６　その他

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

管理開始日

jの１－１

指定管理者の指定の取消し等の事例

　｢6 その他｣の内容を簡潔に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「１　指定管理者の指定を取り消した場合」を選択し
た場合に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「２　期間を定めて管理
の業務の停止を行った場合」を選択した場合に記
入

期間を定めて管理
の業務の停止を
行った理由

　１　指定管理者の
　　　業務不履行
　２　指定管理者の
　　　不正事件
　３　施設の休止・
　　　廃止
　４　その他

jの２－１

※「ｇ欄　取消等の内容」で「３　指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた場合」を選択した場合に記入

指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の合併・解散
　４　施設の休止・廃止
　５　施設の再編・統合
　６　施設の民間等への譲渡
　７　施設の民間等への貸与
　８　公営住宅法に基づく管理代行制度への移行
　９　公募への応募なし
　10　応募要件不備・不選定
　11　議会の不同意
　12　協定締結のための協議不調
　13　その他

jの３－１g

指定取消日・業
務停止日・指定
期間の末日

h i

指定管理者の指定を取り消した理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の業務不履行
　４　指定管理者の不正事件
　５　指定管理者の合併・解散
　６　施設の休止・廃止
　７　施設の再編・統合
　８　施設の民間等への譲渡
　９　施設の民間等への貸与
　１０　応募要件不備・不選定
　１１　協定締結のための協議不調
　１２　その他

取消等の内容

　１　指定管理者の
　　　指定を取り消した
　　　場合
　２　期間を定めて
　　　管理の業務の
　　　停止を行った場合
　３　指定期間の満了を
　　　もって指定管理者
　　　制度による管理を
　　　取り止めた場合

区分 都道府県名
施設名

f

指定管理者名

d

市区町村名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

3市区町村 17石川県 珠洲市 能登きのうら荘 ○ 財団法人木ノ浦健民休暇村協会 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 17石川県 珠洲市 木ノ浦レストハウス ○ 木ノ浦観光協会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 17石川県 珠洲市 木ノ浦海浜レストハウス ○ 木ノ浦観光協会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 17石川県 珠洲市 狼煙レストハウス ○ 狼煙観光協会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 17石川県 珠洲市 狼煙休憩施設 ○ 狼煙観光協会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 17石川県 珠洲市 珠洲市馬緤野営場 ○ 自然休養村センター管理会 ○ ○ H 18 10 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 17石川県 珠洲市 珠洲市馬緤駐車場 ○ 自然休養村センター管理会 ○ ○ H 18 10 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 17石川県 珠洲市 珠洲市陶芸センター ○ 財団法人鉢ヶ崎リゾート振興協会 ○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 17石川県 珠洲市 珠洲市高屋町水産物集荷所 ○ 石川県漁業協同組合 ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 17石川県 珠洲市 珠洲市水産物蓄養施設 ○ 石川県漁業協同組合 ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 17石川県 珠洲市 珠洲市大小路多目的集会施設 ○ 大小路区 ○ ○ H 18 10 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 17石川県 珠洲市 珠洲市大坊多目的集会施設 ○ 柳を守る会 ○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 17石川県 珠洲市 珠洲市雲津多目的集会施設 ○ 雲津区 ○ ○ H 18 10 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 17石川県 珠洲市 珠洲市小屋多目的集会施設 ○ 善野区 ○ ○ H 18 10 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 17石川県 珠洲市 珠洲市粟津多目的集会施設 ○ 粟津区 ○ ○ H 18 10 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 17石川県 かほく市 かほく市七塚健康福祉センター ○
社会福祉法人かほく市社会福祉協
議会

○ ○ H 19 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 17石川県 かほく市 かほく市高松社会福祉センター ○
社会福祉法人かほく市社会福祉協
議会

○ ○ H 21 4 1 H 23 12 31 ○ ○

3市区町村 17石川県 能美市 根上健康福祉センター ○
社会福祉法人能美市社会福祉協
議会

○ ○ H 22 4 1 H 23 12 31 　 ○ ○

3市区町村 17石川県 能美市 能美市サンロード情報ステーション ○
特定非営利活動法人ござっせ倶楽
部

○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ 　 ○

3市区町村 17石川県 穴水町 ふるさと体験村四季の丘 ○ 株式会社　高田組 ○ ○ H 22 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 17石川県 穴水町 穴水まいもん体験農園 ○ 株式会社　高田組 ○ ○ H 22 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 17石川県 能登町 布浦老人生きがいセンター ○ もちの木町内会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 18福井県 福井市 福井市地域交流プラザ ○
株式会社　ケイエヌ・ファシリティー
ズ

○ ○ H 22 4 1 H 24 4 1 ○ ○

3市区町村 18福井県 福井市 成和グラウンド ○
公益社団法人福井市シルバー人材
センター

○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 18福井県 福井市 開発グラウンド ○
公益社団法人福井市シルバー人材
センター

○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 18福井県 福井市 町屋グラウンド ○
公益社団法人福井市シルバー人材
センター

○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○ 　

3市区町村 18福井県 福井市 米松グラウンド ○
公益社団法人福井市シルバー人材
センター

○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 18福井県 福井市 大島グラウンド ○
公益社団法人福井市シルバー人材
センター

○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 18福井県 敦賀市 敦賀市職業訓練センター ○ 敦賀建設協同組合 ○ ○ H 18 7 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 18福井県 敦賀市 敦賀市立知的障害者通所授産所 ○
社会福祉法人敦賀市社会福祉事
業団

○ ○ H 18 7 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 18福井県 おおい町 納田終集落ｾﾝﾀｰ ○ 納田終区 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 18福井県 おおい町 坂本開発ｾﾝﾀｰ ○ 坂本区 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 18福井県 おおい町 井上農村開発ｾﾝﾀｰ ○ 井上区 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 18福井県 おおい町 西谷集会場 ○ 西谷区 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 18福井県 おおい町 中集会場 ○ 中区 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 18福井県 おおい町 小倉集会場 ○ 小倉区 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 18福井県 おおい町 美川集会場 ○ 堂本区 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 18福井県 おおい町 挙野集会場 ○ 挙野区 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 18福井県 おおい町 三重遺跡の里会館 ○ 三重区 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 18福井県 おおい町 久田の里交流ｾﾝﾀｰ ○ 下久田区 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 18福井県 おおい町 木谷集会場 ○ 下久田区 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 18福井県 若狭町 須恵野創作館 ○ 末野区自治会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 18福井県 若狭町 上中農村婦人の家 ○ 井ノ口区 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 18福井県 若狭町 多目的研修集会施設天徳寺会館 ○ 天徳寺区 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 18福井県 若狭町 自然休養村梅ヶ原経営管理所 ○ 梅ｹ原区 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 18福井県 若狭町 若狭町三方観光物産センター ○ 株式会社エコファーム ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 18福井県 若狭町 若狭町遊覧船施設 ○ 海山漁業協同組合 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 18福井県 若狭町 若狭町やすらぎセンター ○
社会福祉法人　若狭町社会福祉協
議会

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 18福井県 若狭町 若狭町観光ホテル「水月花」 ○ マーチャント・バンカーズ株式会社 ○ ○ H 20 4 1 H 23 12 1 ○ ○

3市区町村 19山梨県 富士吉田市
富士吉田市立上吉田コミュニティー
センター

○
上吉田コミュニティーセンター運営
協議会

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 19山梨県 富士吉田市
富士吉田市立明見コミュニティーセ
ンター

○
明見コミュニティーセンター運営協
議会

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 19山梨県 富士吉田市
富士吉田市立下吉田コミュニティー
センター

○
下吉田コミュニティーセンター運営
協議会

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 19山梨県 富士吉田市
富士吉田市立上暮地コミュニティー
センター

○
上暮地コミュニティーセンター運営
協議会

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 19山梨県 富士吉田市
富士吉田市立下吉田南コミュニ
ティーセンター

○
下吉田南コミュニティーセンター運
営協議会

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 19山梨県 南アルプス市 南アルプス市南アルプス温泉ロッジ ○ 南アルプス市商工会 ○ ○ H 18 4 1 H 21 12 1 ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票②：指定の取消し等の事例）

　｢12 その他｣の内容を簡潔
に記入

　｢4 その他｣の内容を簡潔に
記入

　｢13 その他｣の内容を簡潔
に記入

a b c e jの１－２ jの２－２ jの３－２ l

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

取消後・業務停止後・
指定期間満了後の管
理

　１　直営（業務委託を
　　　含む）
　２　休止
　３　統合・廃止（民間
　　　等への譲渡・貸与
　　　を含む）
　４　再指定（直営のの
　　　ち再指定を含む）
　５　公営住宅法に基
　　　づく管理代行制度
　　　による管理
　６　その他

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

管理開始日

jの１－１

指定管理者の指定の取消し等の事例

　｢6 その他｣の内容を簡潔に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「１　指定管理者の指定を取り消した場合」を選択し
た場合に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「２　期間を定めて管理
の業務の停止を行った場合」を選択した場合に記
入

期間を定めて管理
の業務の停止を
行った理由

　１　指定管理者の
　　　業務不履行
　２　指定管理者の
　　　不正事件
　３　施設の休止・
　　　廃止
　４　その他

jの２－１

※「ｇ欄　取消等の内容」で「３　指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた場合」を選択した場合に記入

指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の合併・解散
　４　施設の休止・廃止
　５　施設の再編・統合
　６　施設の民間等への譲渡
　７　施設の民間等への貸与
　８　公営住宅法に基づく管理代行制度への移行
　９　公募への応募なし
　10　応募要件不備・不選定
　11　議会の不同意
　12　協定締結のための協議不調
　13　その他

jの３－１g

指定取消日・業
務停止日・指定
期間の末日

h i

指定管理者の指定を取り消した理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の業務不履行
　４　指定管理者の不正事件
　５　指定管理者の合併・解散
　６　施設の休止・廃止
　７　施設の再編・統合
　８　施設の民間等への譲渡
　９　施設の民間等への貸与
　１０　応募要件不備・不選定
　１１　協定締結のための協議不調
　１２　その他

取消等の内容

　１　指定管理者の
　　　指定を取り消した
　　　場合
　２　期間を定めて
　　　管理の業務の
　　　停止を行った場合
　３　指定期間の満了を
　　　もって指定管理者
　　　制度による管理を
　　　取り止めた場合

区分 都道府県名
施設名

f

指定管理者名

d

市区町村名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

3市区町村 19山梨県 南アルプス市 栄養改善センター ○
特定非営利活動法人ワーカーｽﾞお
へそ

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 19山梨県 南アルプス市 南アルプス市鏡中条体育館 ○
公益財団法人南アルプス市体育協
会

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 19山梨県 南アルプス市 南アルプス市櫛形武道館 ○
公益財団法人南アルプス市体育協
会

○ ○ H 21 3 12 H 23 7 1 ○ ○

3市区町村 19山梨県 南アルプス市 南アルプス市櫛形弓道場 ○
公益財団法人南アルプス市体育協
会

○ ○ H 21 3 12 H 23 7 1 ○ ○

3市区町村 19山梨県 甲斐市 双葉高原団地し尿処理施設 ○ 双葉高原団地自治会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 19山梨県 甲州市 道の駅甲斐大和 ○
財団法人まほろばの里ふるさと振
興財団

○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 19山梨県 甲州市 甲州市農産物加工体験施設 ○
財団法人まほろばの里ふるさと振
興財団

○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 19山梨県 身延町 身延町下山特産品生産施設 ○
企業組合みのぶゆばの里・とよお
か

○ ○ H 18 10 1 H 23 9 30 ○ ○

3市区町村 20長野県 上田市 上田市丸子文化センター ○ 丸子町商工会 ○ ○ H 18 3 6 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 20長野県 上田市 上田市地域活動支援センター ○
特定非営利活動法人　わっこ自立
福祉会

○ ○ H 18 3 6 H 22 9 30 ○ ○

3市区町村 20長野県 上田市
上田市真田農業活性化施設ゆきむ
ら夢工房

○
財団法人　上田市真田の郷振興公
社

○ ○ H 18 3 6 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 20長野県 上田市 中吉田本しめじ周年栽培施設 ○ 部落解放同盟上田市協議会 ○ ○ H 18 3 6 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 20長野県 上田市 上田市コミュニティセンター西内 ○
社会福祉法人　上田市社会福祉協
議会

○ ○ H 18 3 6 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 20長野県 上田市
上田市小玉上郷沢地区コミュニティ
センター

○ 小玉上郷沢自治会 ○ ○ H 18 3 6 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 20長野県 上田市
上田市傍陽西部地区コミュニティセ
ンター

○ 傍陽中組自治会 ○ ○ H 18 3 6 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 20長野県 上田市
上田市コミュニティセンター榎実の
家

○ 下和子自治会 ○ ○ H 18 3 6 H 23 12 31 ○ ○

3市区町村 20長野県 飯山市 北部デイサービスセンター ○
社会福祉法人飯山市社会福祉協
議会

○ ○ H 20 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 20長野県 塩尻市 塩尻市社会福祉センター ○ (社）塩尻市社会福祉協議会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 20長野県 千曲市 千曲市東部老人福祉センター ○ （福）社会福祉協議会 ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 20長野県 千曲市
千曲市稲荷山ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ大田
原ｻﾃﾗｲﾄ

○ （福）社会福祉協議会 ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 20長野県 千曲市
千曲市稲荷山ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ八幡
ｻﾃﾗｲﾄ

○ （福）社会福祉協議会 ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 20長野県 千曲市 千曲市精神障害者通所授産施設 ○ （福）社会福祉協議会 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 20長野県 千曲市 千曲市あんずの里物産館 ○ （株）ちくまシイティティ ○ ○ H 20 4 1 H 21 7 31 ○ ○

3市区町村 20長野県 安曇野市 三郷トマト栽培施設 ○ 安曇野菜園株式会社 ○ ○ H 16 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 20長野県 南相木村 立原高原休養施設 ○ (有)南相木観光 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 20長野県 軽井沢町 軽井沢町デイサービスセンター ○
社会福祉法人　軽井沢町社会福祉
協議会

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 20長野県 軽井沢町 軽井沢町短期保護施設 ○
社会福祉法人　軽井沢町社会福祉
協議会

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 20長野県 軽井沢町 中軽井沢駅前駐車場 ○ 社団法人　軽井沢町開発公社 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 20長野県 軽井沢町 信濃追分駅前駐車場 ○ 社団法人　軽井沢町開発公社 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○ 　

3市区町村 20長野県 軽井沢町 軽井沢駅北口西側駐車場 ○ 社団法人　軽井沢町開発公社 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 20長野県 富士見町 富士見グリーンカルチャーセンター ○ 信州諏訪農業協同組合 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 20長野県 中川村 中川村農産物加工施設 ○ 上伊那農業協同組合 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 20長野県 根羽村 特産品ｾﾝﾀｰ ○ みなみ信州農業協同組合 ○ ○ H 21 4 1 H 23 2 28 ○ ○

3市区町村 20長野県 根羽村 林業後継者の家 ○ 根羽村森林組合 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 10 ○ ○

3市区町村 20長野県 売木村 農山村体験交流施設 ○ 財団法人　育てる会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 20長野県 王滝村 おんたけスキー場 ○ おんたけマネジメント㈱ ○ ○ H 17 10 1 H 23 6 30 ○ ○

3市区町村 20長野県 王滝村 王滝村教育交流センター ○ 企業組合子どもの森 ○ ○ H 20 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 20長野県 木曽町 自然探勝園 ○ 有限会社　畑中建設 ○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 20長野県 麻績村 シェーンガルテンおみ ○ 財団法人聖高原開発公社 ○ ○ H 20 3 14 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 20長野県 麻績村 聖高原索道 ○ 財団法人聖高原開発公社 ○ ○ H 20 3 14 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 20長野県 麻績村 聖高原スカイライダー ○ 財団法人聖高原開発公社 ○ ○ H 20 3 14 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 20長野県 麻績村 聖レイクサイド館 ○ 財団法人聖高原開発公社 ○ ○ H 20 3 14 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 20長野県 麻績村 聖高原展望公園 ○ 財団法人聖高原開発公社 ○ ○ H 20 3 14 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 20長野県 麻績村 聖湖畔公園 ○ 財団法人聖高原開発公社 ○ ○ H 20 3 14 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 20長野県 麻績村 聖高原キャンプ場 ○ 財団法人聖高原開発公社 ○ ○ H 20 3 14 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 20長野県 麻績村 聖博物館 ○ 財団法人聖高原開発公社 ○ ○ H 20 3 14 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 20長野県 麻績村 聖高原テニスコート ○ 財団法人聖高原開発公社 ○ ○ H 20 3 14 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 20長野県 麻績村 聖高原運動場 ○ 財団法人聖高原開発公社 ○ ○ H 20 3 14 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 20長野県 麻績村 聖高原体育館 ○ 財団法人聖高原開発公社 ○ ○ H 20 3 14 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 20長野県 麻績村 川島公園 ○ 財団法人聖高原開発公社 ○ ○ H 20 3 14 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 20長野県 麻績村 すずらん湖畔公園 ○ 財団法人聖高原開発公社 ○ ○ H 20 3 14 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 20長野県 麻績村 聖観光交流施設 ○ 財団法人聖高原開発公社 ○ ○ H 21 12 24 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 20長野県 朝日村 ふるさとの味体験館 ○ 有限会社　ダイドー ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 20長野県 信濃町 矢保利の館 ○ 有限会社　野尻湖やすらぎの森 ○ ○ H 20 4 1 H 22 12 16 ○ ○

3市区町村 20長野県 飯綱町
飯綱町障害者就労支援施設たんぽ
ぽ

○
社会福祉法人飯綱町社会福祉協
議会

○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票②：指定の取消し等の事例）

　｢12 その他｣の内容を簡潔
に記入

　｢4 その他｣の内容を簡潔に
記入

　｢13 その他｣の内容を簡潔
に記入

a b c e jの１－２ jの２－２ jの３－２ l

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

取消後・業務停止後・
指定期間満了後の管
理

　１　直営（業務委託を
　　　含む）
　２　休止
　３　統合・廃止（民間
　　　等への譲渡・貸与
　　　を含む）
　４　再指定（直営のの
　　　ち再指定を含む）
　５　公営住宅法に基
　　　づく管理代行制度
　　　による管理
　６　その他

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

管理開始日

jの１－１

指定管理者の指定の取消し等の事例

　｢6 その他｣の内容を簡潔に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「１　指定管理者の指定を取り消した場合」を選択し
た場合に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「２　期間を定めて管理
の業務の停止を行った場合」を選択した場合に記
入

期間を定めて管理
の業務の停止を
行った理由

　１　指定管理者の
　　　業務不履行
　２　指定管理者の
　　　不正事件
　３　施設の休止・
　　　廃止
　４　その他

jの２－１

※「ｇ欄　取消等の内容」で「３　指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた場合」を選択した場合に記入

指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の合併・解散
　４　施設の休止・廃止
　５　施設の再編・統合
　６　施設の民間等への譲渡
　７　施設の民間等への貸与
　８　公営住宅法に基づく管理代行制度への移行
　９　公募への応募なし
　10　応募要件不備・不選定
　11　議会の不同意
　12　協定締結のための協議不調
　13　その他

jの３－１g

指定取消日・業
務停止日・指定
期間の末日

h i

指定管理者の指定を取り消した理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の業務不履行
　４　指定管理者の不正事件
　５　指定管理者の合併・解散
　６　施設の休止・廃止
　７　施設の再編・統合
　８　施設の民間等への譲渡
　９　施設の民間等への貸与
　１０　応募要件不備・不選定
　１１　協定締結のための協議不調
　１２　その他

取消等の内容

　１　指定管理者の
　　　指定を取り消した
　　　場合
　２　期間を定めて
　　　管理の業務の
　　　停止を行った場合
　３　指定期間の満了を
　　　もって指定管理者
　　　制度による管理を
　　　取り止めた場合

区分 都道府県名
施設名

f

指定管理者名

d

市区町村名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

3市区町村 20長野県 飯綱町 飯綱町地域活動支援センター ○
社会福祉法人飯綱町社会福祉協
議会

○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 岐阜市 三田洞神仏温泉 ○ ドルフィン㈱ ○ ○ H 21 4 1 H 24 1 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 岐阜市 リフレ芥見 ○ ドルフィン㈱ ○ ○ H 21 4 1 H 24 1 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 岐阜市
岐阜市・揖斐川町坂内ふれあいの
森

○ 揖斐郡揖斐川町 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 岐阜市 清泉荘 ○ ドルフィン㈱ ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 岐阜市 西岐阜駅前駐車場 ○ （財）岐阜市にぎわいまち公社 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 大垣市
大垣市立障害者ひまわり小規模授
産所

○ 大垣市障害者団体連絡協議会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 大垣市 大垣市竹島会館 ○ 竹島町自治会 ○ ○ H 22 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 大垣市 大垣市禾森会館 ○ 禾森町自治会 ○ ○ H 22 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 大垣市 大垣市くすのき苑 ○
社会福祉法人　大垣市社会福祉事
業団

○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 大垣市
大垣市やすらぎデイサービスセン
ター

○
社会福祉法人　大垣市社会福祉事
業団

○ ○ H 18 4 1 H 21 10 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 大垣市 大垣市鶴見会館 ○ 鶴見町（北第一）自治会 ○ ○ H 22 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 大垣市 奥の細道むすびの地記念館 ○ 財団法人　大垣市文化事業団 ○ ○ H 22 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 高山市 国府公民館 ○ 国府地区社会教育運営委員会 ○ ○ H 19 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 高山市 オケジッタ１３０５ ○ 奥飛観光開発㈱ ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 高山市 奥飛騨中尾高原テニスコート ○ 社団法人　奥飛騨温泉郷観光協会 ○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 高山市 鶴巣浄水場 ○ ㈱高山管設備グループ ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 高山市 岩滝簡易水道 ○ ㈱高山管設備グループ ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 高山市 丹生川簡易水道 ○ ㈱高山管設備グループ ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 高山市 呂瀬金山飲料水供給施設 ○ ㈱高山管設備グループ ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 高山市 大原簡易水道 ○ ㈱高山管設備グループ ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 高山市 巣野俣飲料水供給施設 ○ ㈱高山管設備グループ ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 高山市 楢谷飲料水供給施設 ○ ㈱高山管設備グループ ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 高山市 六厩簡易水道 ○ ㈱高山管設備グループ ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 高山市 三谷飲料水供給施設 ○ ㈱高山管設備グループ ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 高山市 段簡易水道 ○ ㈱高山管設備グループ ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 高山市 大坊飲料水供給施設 ○ ㈱高山管設備グループ ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 高山市 阿多粕飲料水給水施設 ○ ㈱高山管設備グループ ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 高山市 一重ヶ根簡易水道 ○ ㈱高山管設備グループ ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 高山市 中尾簡易水道 ○ ㈱高山管設備グループ ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 高山市 一宝水簡易水道 ○ ㈱高山管設備グループ ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 高山市 栃尾簡易水道 ○ ㈱高山管設備グループ ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 高山市 長倉簡易水道 ○ ㈱高山管設備グループ ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 高山市 蔵柱簡易水道 ○ ㈱高山管設備グループ ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 高山市 新穂高飲料水供給施設 ○ ㈱高山管設備グループ ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 高山市 中山飲料水供給施設 ○ ㈱高山管設備グループ ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 高山市 ヘルシーランド奥飛騨 ○ 奥飛騨温泉保養施設運営組合 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 高山市 新穂高食堂 ○ 奥飛観光開発㈱ ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 多治見市 多容荘 ○ 社会福祉法人　美濃陶生苑 ○ ○ H 17 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 多治見市 昭和体育館 ○ 株式会社コパン ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 関市 武芸川健康プール ○ ドルフィン株式会社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 2 29 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 関市 武芸川温泉ゆとりの湯 ○
ドルフィン関支店・武芸川町特産品
開発企業組合

○ ○ H 21 4 1 H 24 1 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 関市 関市つくし作業所 ○ 関市社会福祉事業団 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 関市 関市いこいの家 ○ 関市社会福祉事業団 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 関市 関市松風園 ○ 関市社会福祉事業団 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 関市 関市デイ・サービスセンター ○ 関市社会福祉事業団 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 関市 関市つばき荘 ○ 関市社会福祉事業団 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 関市 アピセ関 ○ 関市社会福祉事業団 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 関市 関市勤労会館 ○ 関市社会福祉事業団 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 関市 塚原遺跡公園展示館 ○ 関市社会福祉事業団 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 関市 惟然記念館 ○ 関市社会福祉事業団 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 関市 関市円空館 ○ 関市社会福祉事業団 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 関市 富野公民センター ○ 富野公民センター運営委員会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 関市 関市板取杉原集会場 ○
関市板取杉原集会場管理運営委
員会

○ ○ H 18 4 1 H 21 9 18 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 関市 関市板取松場集会場 ○
関市板取松場集会場管理運営委
員会

○ ○ H 18 4 1 H 21 12 17 ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票②：指定の取消し等の事例）

　｢12 その他｣の内容を簡潔
に記入

　｢4 その他｣の内容を簡潔に
記入

　｢13 その他｣の内容を簡潔
に記入

a b c e jの１－２ jの２－２ jの３－２ l

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

取消後・業務停止後・
指定期間満了後の管
理

　１　直営（業務委託を
　　　含む）
　２　休止
　３　統合・廃止（民間
　　　等への譲渡・貸与
　　　を含む）
　４　再指定（直営のの
　　　ち再指定を含む）
　５　公営住宅法に基
　　　づく管理代行制度
　　　による管理
　６　その他

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

管理開始日

jの１－１

指定管理者の指定の取消し等の事例

　｢6 その他｣の内容を簡潔に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「１　指定管理者の指定を取り消した場合」を選択し
た場合に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「２　期間を定めて管理
の業務の停止を行った場合」を選択した場合に記
入

期間を定めて管理
の業務の停止を
行った理由

　１　指定管理者の
　　　業務不履行
　２　指定管理者の
　　　不正事件
　３　施設の休止・
　　　廃止
　４　その他

jの２－１

※「ｇ欄　取消等の内容」で「３　指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた場合」を選択した場合に記入

指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の合併・解散
　４　施設の休止・廃止
　５　施設の再編・統合
　６　施設の民間等への譲渡
　７　施設の民間等への貸与
　８　公営住宅法に基づく管理代行制度への移行
　９　公募への応募なし
　10　応募要件不備・不選定
　11　議会の不同意
　12　協定締結のための協議不調
　13　その他

jの３－１g

指定取消日・業
務停止日・指定
期間の末日

h i

指定管理者の指定を取り消した理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の業務不履行
　４　指定管理者の不正事件
　５　指定管理者の合併・解散
　６　施設の休止・廃止
　７　施設の再編・統合
　８　施設の民間等への譲渡
　９　施設の民間等への貸与
　１０　応募要件不備・不選定
　１１　協定締結のための協議不調
　１２　その他

取消等の内容

　１　指定管理者の
　　　指定を取り消した
　　　場合
　２　期間を定めて
　　　管理の業務の
　　　停止を行った場合
　３　指定期間の満了を
　　　もって指定管理者
　　　制度による管理を
　　　取り止めた場合

区分 都道府県名
施設名

f

指定管理者名

d

市区町村名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

3市区町村 21岐阜県 瑞浪市 心身障害者小規模授産所 ○
社会福祉法人　瑞浪市社会福祉協
議会

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 瑞浪市 老人福祉作業所第1 ○
社会福祉法人　瑞浪市社会福祉協
議会

○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 瑞浪市 老人福祉作業所第2 ○
社会福祉法人　瑞浪市社会福祉協
議会

○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 瑞浪市 軽費老人ホーム　白寿荘 ○ 社会福祉法人　千寿会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 羽島市 羽島市勤労青少年ホーム ○ ハートビート株式会社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 恵那市 恵那峡ガーデン ○ 社団法人　恵那市観光協会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 恵那市 中山道四ツ谷休憩所 ○ 四ツ谷大組 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 恵那市 山岡東原農業センター ○ 東原組 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 恵那市 山岡なもなも会館 ○ 久保原区 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 土岐市 温泉活用型健康増進施設 ○ コーワグループ ○ ○ H 18 4 1 H 21 6 25 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 各務原市 各務原市桜体育館 ○
一般財団法人各務原市施設振興
公社

○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 山県市 香り会館 ○ ドルフィン株式会社 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 飛騨市 飛騨市河合クリエートセンター ○ （株）ねっとかわい ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 飛騨市 白木ヶ峰スキー場 ○ （株）飛騨まんが王国 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 飛騨市 飛騨市古民具市場船津 ○ 古民具市場船津 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 飛騨市 飛騨市桜ヶ丘体育館 ○ MASK ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 飛騨市 飛騨市坂巻公園野球場 ○ MASK ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 飛騨市 飛騨市坂巻公園テニス場 ○ MASK ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 飛騨市 飛騨市サン・ビレッジ神岡 ○ MASK ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 飛騨市 飛騨市釜崎社会体育館 ○ MASK ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 飛騨市 飛騨市神岡町北部会館 ○ 茂住公民館 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 飛騨市
飛騨市山之村地区多目的集会施
設

○ 山之村公民館 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 飛騨市 飛騨市神和荘 ○ 船津の元気を起こす会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 飛騨市 飛騨市古川味処施設 ○ 株式会社味処飛騨古川 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 本巣市 糸貫高齢者生きがいセンター ○
社会福祉法人　本巣市社会福祉協
議会

○ ○ H 18 7 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 郡上市 ウイングハウス ○
社会福祉法人　郡上市社会福祉協
議会

○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 郡上市 八幡林業センター ○ 郡上森林組合 ○ ○ H 21 4 1 H 23 10 1 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 郡上市 白鳥ふれあい農園 ○ 白鳥ふれあい農園管理運営組合 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 下呂市 国設濁河温泉スキー場 ○ (有)レジャースポーツのタナカ ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 下呂市 下呂市立馬瀬診療所 ○ 馬瀬診療所共同体 ○ ○ H 20 4 1 H 22 11 30 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 下呂市 西村出張診療所 ○ 馬瀬診療所共同体 ○ ○ H 20 4 1 H 22 11 30 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 下呂市 道の温泉駅かれん（トイレ棟） ○ ㈱かれん ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 岐南町 岐南町総合体育館 ○ ＤＳ岐南コンソーシアム ○ ○ H 24 4 1 H 23 10 18 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 岐南町 岐南町町民運動場 ○ ＤＳ岐南コンソーシアム ○ ○ H 24 4 1 H 23 10 18 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 岐南町 岐南町スポーツセンター ○ ＤＳ岐南コンソーシアム ○ ○ H 24 4 1 H 23 10 18 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 岐南町 岐南町防災コミュニティーセンター ○ ＤＳ岐南コンソーシアム ○ ○ H 24 4 1 H 23 10 18 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 垂井町 垂井町生きがいセンター ○
社会福祉法人　垂井町社会福祉協
議会

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 神戸町 神戸町心身障害者小規模授産所 ○
社会福祉法人神戸町社会福祉協
議会

○ ○ H 18 4 1 H 22 9 30 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 揖斐川町 レクリエーション施設山びこの郷 ○ 社団法人地域医療振興協会 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 揖斐川町 揖斐川町谷汲観光資料館 ○ 社団法人谷汲観光協会 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 揖斐川町 揖斐川町遊らんど坂内 ○ 遊ランド坂内運営組合 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 揖斐川町 いび川温泉施設 ○ ドルフィン㈱ ○ ○ H 21 4 1 H 24 2 29 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 揖斐川町 藤橋温泉温泉スタンド ○ ドルフィン㈱ ○ ○ H 21 4 1 H 24 2 29 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 揖斐川町 藤橋夕日谷キャンプ場 ○ 財団法人　いびがわ ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 揖斐川町 坂内新規作物導入支援施設 ○ (有)さかうち ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 揖斐川町 緑地公園 ○ 財団法人　いびがわ ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 東白川村 見晴らしの宿 ○ ㈱ふるさと企画 ○ ○ H 18 8 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 白川村 白川郷民族館（旧遠山家住宅） ○ （財）白川村緑地資源開発公社 ○ ○ H 18 3 9 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 21岐阜県 白川村 せせらぎ公園小呂駐車場 ○
（財）世界遺産白川郷合掌造り保存
財団

○ ○ H 18 3 9 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 22静岡県 藤枝市 藤枝市葉梨西北活性化施設 ○ 白ふじの里 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 22静岡県 藤枝市 藤枝市郷土博物館 ○ 静岡ビルサービス㈱ ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 22静岡県 藤枝市 国史跡志太郡咏衙資料館 ○ 静岡ビルサービス㈱ ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 22静岡県 藤枝市 史跡田中城下屋敷 ○ 静岡ビルサービス㈱ ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 22静岡県 犬山市 犬山国際観光センター ○ ㈱愛知スイミング ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 22静岡県 沼津市 キラメッセぬまづ ○ 財団法人　沼津市振興公社 ○ ○ H 22 4 1 H 23 3 31 ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票②：指定の取消し等の事例）

　｢12 その他｣の内容を簡潔
に記入

　｢4 その他｣の内容を簡潔に
記入

　｢13 その他｣の内容を簡潔
に記入

a b c e jの１－２ jの２－２ jの３－２ l

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

取消後・業務停止後・
指定期間満了後の管
理

　１　直営（業務委託を
　　　含む）
　２　休止
　３　統合・廃止（民間
　　　等への譲渡・貸与
　　　を含む）
　４　再指定（直営のの
　　　ち再指定を含む）
　５　公営住宅法に基
　　　づく管理代行制度
　　　による管理
　６　その他

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

管理開始日

jの１－１

指定管理者の指定の取消し等の事例

　｢6 その他｣の内容を簡潔に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「１　指定管理者の指定を取り消した場合」を選択し
た場合に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「２　期間を定めて管理
の業務の停止を行った場合」を選択した場合に記
入

期間を定めて管理
の業務の停止を
行った理由

　１　指定管理者の
　　　業務不履行
　２　指定管理者の
　　　不正事件
　３　施設の休止・
　　　廃止
　４　その他

jの２－１

※「ｇ欄　取消等の内容」で「３　指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた場合」を選択した場合に記入

指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の合併・解散
　４　施設の休止・廃止
　５　施設の再編・統合
　６　施設の民間等への譲渡
　７　施設の民間等への貸与
　８　公営住宅法に基づく管理代行制度への移行
　９　公募への応募なし
　10　応募要件不備・不選定
　11　議会の不同意
　12　協定締結のための協議不調
　13　その他

jの３－１g

指定取消日・業
務停止日・指定
期間の末日

h i

指定管理者の指定を取り消した理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の業務不履行
　４　指定管理者の不正事件
　５　指定管理者の合併・解散
　６　施設の休止・廃止
　７　施設の再編・統合
　８　施設の民間等への譲渡
　９　施設の民間等への貸与
　１０　応募要件不備・不選定
　１１　協定締結のための協議不調
　１２　その他

取消等の内容

　１　指定管理者の
　　　指定を取り消した
　　　場合
　２　期間を定めて
　　　管理の業務の
　　　停止を行った場合
　３　指定期間の満了を
　　　もって指定管理者
　　　制度による管理を
　　　取り止めた場合

区分 都道府県名
施設名

f

指定管理者名

d

市区町村名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

3市区町村 22静岡県 沼津市 沼津市千本在宅介護支援センター ○
社会福祉法人　沼津市社会福祉協
会

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 22静岡県 沼津市 沼津市原在宅介護支援センター ○ 社会福祉法人　春風会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 22静岡県 沼津市 沼津市戸田在宅介護支援センター ○ 社会福祉法人　信愛会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 22静岡県 磐田市 磐田市勤労者総合福祉センター ○ 財団法人　磐田市振興公社 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 22静岡県 焼津市 地域産物販売提供施設 ○ ㈱マリンタウンやいづ ○ ○ H 19 4 1 H 22 9 15 ○ ○

3市区町村 22静岡県 掛川市 掛川市明ヶ島キャンプ場 ○ 明ヶ島川山女魚里親分校 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 22静岡県 掛川市 掛川市大東体育館 ○ 特定非営利法人掛川市体育協会 ○ ○ H 22 4 1 H 23 10 31 ○ ○

3市区町村 22静岡県 掛川市 掛川市大須賀体育館 ○ 特定非営利法人掛川市体育協会 ○ ○ H 21 4 1 H 23 10 31 ○ ○

3市区町村 22静岡県 御殿場市 富士岡地区児童厚生体育施設 ○ 竈区 ○ ○ H 18 4 1 H 23 4 1 ○ ○

3市区町村 22静岡県 御殿場市 深沢地区コミュニティ供用施設 ○ 深沢区 ○ ○ H 18 4 1 H 23 8 1 ○ ○

3市区町村 22静岡県 御殿場市 原里北地区児童厚生体育施設 ○ 北畑区 ○ ○ H 18 4 1 H 23 2 1 ○ ○

3市区町村 22静岡県 御殿場市 高根老人デイサービスセンター ○ （社福）御殿場十字の園 ○ ○ H 18 4 1 H 23 4 1 ○ ○

3市区町村 22静岡県 御殿場市 御殿場市食肉センター ○ （株）御殿場食肉公社 ○ ○ H 21 4 1 H 22 4 1 ○ ○

3市区町村 22静岡県 御殿場市 御殿場市工業振興センター ○
（財）駿東勤労者福祉サービスセン
ター

○ ○ H 20 4 1 H 22 4 1 ○ ○

3市区町村 22静岡県 伊豆市 土肥総合会館 ○ 伊豆市観光協会 ○ ○ H 18 3 16 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 22静岡県 伊豆の国市
伊豆の国市心身障害者小規模授
産所もくせい苑

○ 社会福祉法人春風会 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 22静岡県 伊豆の国市 田方精神障害者社会復帰施設 ○ 財団法人復康会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 22静岡県 河津町 春ノ蔵観光施設 ○ 風土の森売店組合 ○ ○ H 20 4 1 H 21 12 25 ○ ○

3市区町村 22静岡県 西伊豆町 林産物等販売施設 ○ 神田牧場会 ○ ○ H 22 4 1 H 23 4 1 ○ ○

3市区町村 22静岡県 吉田町 下片岡集落センタ― ○ 片岡区自治会 ○ ○ H 21 4 1 H 23 5 31 ○ ○

3市区町村 22静岡県 吉田町 さくら作業所 ○ 社会福祉法人牧ノ原やまばと学園 ○ ○ H 21 4 1 H 22 9 30 ○ ○

3市区町村 23愛知県 瀬戸市 西部コミュニティセンター ○ 瀬戸市西部コミュニティ推進協議会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 30 ○ ○

3市区町村 23愛知県 春日井市 第二介護サービスセンター ○
社会福祉法人春日井市社会福祉
協議会

○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 23愛知県 春日井市 養護老人ホーム ○
社会福祉法人春日井市社会福祉
協議会

○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 23愛知県 春日井市 第一介護サービスセンター ○
社会福祉法人春日井市社会福祉
協議会

○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 23愛知県 津島市 都市公園　東公園 ○ Ｓ・Ｄ・Ｓ津島グループ ○ ○ H 22 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 23愛知県 津島市
津島地域文化広場　津島児童科学
館

○ Ｓ・Ｄ・Ｓ津島グループ ○ ○ H 22 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 23愛知県 津島市 錬成館 ○ Ｓ・Ｄ・Ｓ津島グループ ○ ○ H 22 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 23愛知県 津島市 津島市営球場 ○ Ｓ・Ｄ・Ｓ津島グループ ○ ○ H 22 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 23愛知県 津島市 津島市営庭球場 ○ Ｓ・Ｄ・Ｓ津島グループ ○ ○ H 22 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 23愛知県 津島市
津島地域文化広場　津島総合プー
ル

○ Ｓ・Ｄ・Ｓ津島グループ ○ ○ H 22 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 23愛知県 津島市 葉苅スポーツの家 ○ Ｓ・Ｄ・Ｓ津島グループ ○ ○ H 22 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 23愛知県 碧南市 碧南市養護老人ホーム ○
社会福祉法人碧南市社会福祉事
業団

○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 23愛知県 碧南市 碧南市民保養施設車山みどり山荘 ○ 株式会社エムアンドエムサービス ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 23愛知県 西尾市 中央児童館 ○
社会福祉法人西尾市社会福祉協
議会

○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 23愛知県 新城市 心身障害者小規模授産施設 ○ 新城市手をつなぐ育成会 ○ ○ H 17 4 1 H 21 6 30 ○ ○

3市区町村 23愛知県 新城市 新城小学校校庭照明施設 ○ しんしろ施設管理センター ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 23愛知県 新城市 千郷小学校校庭照明施設 ○ しんしろ施設管理センター ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 23愛知県 新城市 八名中学校校庭照明施設 ○ しんしろ施設管理センター ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 23愛知県 新城市 有海緑地公園野球場照明施設 ○ しんしろ施設管理センター ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 23愛知県 新城市 市場区集会所 ○ 市場区 ○ ○ H 17 9 1 H 23 10 10 ○ ○

3市区町村 23愛知県 尾張旭市 尾張旭市新池交流館 ○ ドルフィン㈱ ○ ○ H 20 4 1 H 23 11 17 ○ ○

3市区町村 23愛知県 清須市 清洲勤労福祉会館（アルコ清洲） ○
ハマダスポーツ企画株式会社・ドル
フィン株式会社共同事業体

○ ○ H 23 4 1 H 24 3 1 ○ ○

3市区町村 23愛知県 阿久比町 阿久比町立もちの木園 ○
社会福祉法人阿久比町社会福祉
協議会

○ ○ H 21 4 1 H 24 2 29 ○ ○

3市区町村 24愛知県 西尾市 勤労青少年ホーム ○ 西尾市都市施設管理協会 ○ ○ H 19 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 24三重県 松阪市 グループホームいいたか ○ 社会福祉法人いいたか ○ ○ H 21 4 1 H 22 6 30 ○ ○

3市区町村 24三重県 鈴鹿市 鈴鹿市けやきホーム ○
社会福祉法人　鈴鹿市社会福祉協
議会

○ ○ H 22 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 24三重県 鈴鹿市 鈴鹿市さつきホーム ○
社会福祉法人　鈴鹿市社会福祉協
議会

○ ○ H 22 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 24三重県 熊野市
熊野市心身障害者小規模作業所
「あゆみ」作業所

○ 紀南ひまわり会 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○
自立支援法の新体系移行に
伴い

○

3市区町村 24三重県 志摩市 片田大里老人憩の家 ○
社会福祉法人志摩市社会福祉協
議会

○ ○ H 21 4 1 H 22 1 1 ○ ○

3市区町村 24三重県 志摩市 南張老人憩の家 ○
社会福祉法人志摩市社会福祉協
議会

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 24三重県 志摩市 南張海浜公園管理棟 ○ 南張海浜公園振興会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○
管理内容・協定内容の精査
が必要であったため

○

3市区町村 25滋賀県 長浜市 長浜長寿デイサービスセンター ○ 社会福祉法人青祥会 ○ ○ H 21 4 1 H 21 9 30 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 長浜市 浅井公民館 ○
財団法人長浜文化スポーツ振興事
業団

○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 長浜市 養蚕の館 ○ 養蚕の館管理委員会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票②：指定の取消し等の事例）

　｢12 その他｣の内容を簡潔
に記入

　｢4 その他｣の内容を簡潔に
記入

　｢13 その他｣の内容を簡潔
に記入

a b c e jの１－２ jの２－２ jの３－２ l

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

取消後・業務停止後・
指定期間満了後の管
理

　１　直営（業務委託を
　　　含む）
　２　休止
　３　統合・廃止（民間
　　　等への譲渡・貸与
　　　を含む）
　４　再指定（直営のの
　　　ち再指定を含む）
　５　公営住宅法に基
　　　づく管理代行制度
　　　による管理
　６　その他

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

管理開始日

jの１－１

指定管理者の指定の取消し等の事例

　｢6 その他｣の内容を簡潔に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「１　指定管理者の指定を取り消した場合」を選択し
た場合に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「２　期間を定めて管理
の業務の停止を行った場合」を選択した場合に記
入

期間を定めて管理
の業務の停止を
行った理由

　１　指定管理者の
　　　業務不履行
　２　指定管理者の
　　　不正事件
　３　施設の休止・
　　　廃止
　４　その他

jの２－１

※「ｇ欄　取消等の内容」で「３　指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた場合」を選択した場合に記入

指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の合併・解散
　４　施設の休止・廃止
　５　施設の再編・統合
　６　施設の民間等への譲渡
　７　施設の民間等への貸与
　８　公営住宅法に基づく管理代行制度への移行
　９　公募への応募なし
　10　応募要件不備・不選定
　11　議会の不同意
　12　協定締結のための協議不調
　13　その他

jの３－１g

指定取消日・業
務停止日・指定
期間の末日

h i

指定管理者の指定を取り消した理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の業務不履行
　４　指定管理者の不正事件
　５　指定管理者の合併・解散
　６　施設の休止・廃止
　７　施設の再編・統合
　８　施設の民間等への譲渡
　９　施設の民間等への貸与
　１０　応募要件不備・不選定
　１１　協定締結のための協議不調
　１２　その他

取消等の内容

　１　指定管理者の
　　　指定を取り消した
　　　場合
　２　期間を定めて
　　　管理の業務の
　　　停止を行った場合
　３　指定期間の満了を
　　　もって指定管理者
　　　制度による管理を
　　　取り止めた場合

区分 都道府県名
施設名

f

指定管理者名

d

市区町村名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

3市区町村 25滋賀県 長浜市 びわ文化学習センター ○
財団法人長浜文化スポーツ振興事
業団

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 長浜市 びわ農畜水産物直売センター ○
農事組合法人産直びわみずべの
里

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 長浜市 長浜市ふれあいコミュニティホール ○ 六荘地区地域づくり協議会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 長浜市 高月町農畜産物処理加工施設 ○ 株式会社ルナハウス ○ ○ H 18 7 1 H 21 7 1 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 長浜市 西野コミィニティセンター ○ 西野区 ○ ○ H 18 9 1 H 22 3 30 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 長浜市 木之本町金居原消防会館 ○ 金居原区 ○ ○ H 18 9 1 H 21 12 31 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 長浜市 大音集会所 ○ 大音区 ○ ○ H 18 9 1 H 21 10 1 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 長浜市 杉野集会所 ○ 杉野区 ○ ○ H 18 9 1 H 21 10 1 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 長浜市 木之本集会所 ○ 木之本区 ○ ○ H 18 9 1 H 21 10 1 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 長浜市 黒田集会所 ○ 黒田区 ○ ○ H 18 9 1 H 21 10 1 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 長浜市 西山集会所 ○ 西山区 ○ ○ H 18 9 1 H 21 10 1 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 長浜市 飯浦集会所 ○ 飯浦区 ○ ○ H 18 9 1 H 21 10 1 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 長浜市 田部集会所 ○ 田部区 ○ ○ H 18 9 1 H 21 10 1 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 長浜市 北布施集会所 ○ 北布施区 ○ ○ H 18 9 1 H 21 10 1 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 長浜市 金居原集会所 ○ 金居原区 ○ ○ H 18 9 1 H 21 10 1 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 長浜市 田居集会所 ○ 田居区 ○ ○ H 18 9 1 H 21 10 1 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 長浜市 音羽集会所 ○ 音羽区 ○ ○ H 18 9 1 H 21 10 1 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 長浜市 アットリ集会所 ○ アットリ区 ○ ○ H 18 9 1 H 21 10 1 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 長浜市 古橋集会所 ○ 古橋区 ○ ○ H 18 9 1 H 21 10 1 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 長浜市 山梨子集会所 ○ 山梨子区 ○ ○ H 18 9 1 H 21 10 1 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 長浜市 小山集会所 ○ 小山区 ○ ○ H 18 9 1 H 21 10 1 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 長浜市 川合集会所 ○ 川合区 ○ ○ H 18 9 1 H 21 10 1 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 長浜市 杉本集会所 ○ 杉本区 ○ ○ H 18 9 1 H 21 10 1 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 長浜市 赤尾集会所 ○ 赤尾区 ○ ○ H 18 9 1 H 21 10 1 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 長浜市 木之本駅前自転車駐輪場 ○ 木之本町観光協会 ○ ○ H 18 9 1 H 21 12 31 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 長浜市 木之本駅前公衆便所 ○ 木之本町観光協会 ○ ○ H 18 9 1 H 21 12 31 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 長浜市 木之本駅前広場 ○ 木之本町観光協会 ○ ○ H 18 9 1 H 21 12 31 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 長浜市 合歓の里工房 ○ 金居原区 ○ ○ H 18 9 1 H 21 12 31 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 長浜市 木之本町生活改善センター ○ 川合区 ○ ○ H 18 9 1 H 21 10 1 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 長浜市 木之本町農産物加工場 ○ 古橋区 ○ ○ H 18 9 1 H 21 10 1 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 長浜市 木之本町健康管理センター ○ 金居原区 ○ ○ H 18 9 1 H 21 10 1 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 長浜市 こぶし会館 ○ 杉野区 ○ ○ H 18 9 1 H 21 10 1 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 長浜市 余呉町自然休養村管理センター ○ 余呉町商工会 ○ ○ H 21 4 1 H 21 11 1 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 長浜市
余呉町高齢者生きがい発揮促進事
業施設

○ 農事組合法人サンファーム ○ ○ H 21 4 1 H 21 11 1 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 長浜市 余呉町山村開発センター ○ 余呉町シルバー人材センター ○ ○ H 21 4 1 H 21 11 1 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 長浜市 国安多目的集会所 ○ 国安区 ○ ○ H 21 4 1 H 21 9 16 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 長浜市 摺墨多目的集会所 ○ 摺墨区 ○ ○ H 21 4 1 H 21 9 16 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 長浜市 丹生コミュニティセンター ○ 上丹生区 ○ ○ H 21 4 1 H 21 9 16 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 長浜市 下余呉活性化支援センター ○ 下余呉区 ○ ○ H 21 4 1 H 21 9 16 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 長浜市 下丹生集会所 ○ 下丹生区 ○ ○ H 21 4 1 H 21 9 16 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 長浜市 東野集会所 ○ 東野区 ○ ○ H 21 4 1 H 21 9 16 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 長浜市 菅並集会所 ○ 菅並区 ○ ○ H 21 4 1 H 21 9 16 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 長浜市 中河内集会所 ○ 中河内区 ○ ○ H 21 4 1 H 21 9 16 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 長浜市 八戸集会所 ○ 八戸区 ○ ○ H 21 4 1 H 21 9 16 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 近江八幡市 安土ディサービスセンター ○
社会福祉法人近江八幡市社会福
祉協議会

○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 近江八幡市 総合福祉センター ○
社会福祉法人近江八幡市社会福
祉協議会

○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 草津市 農業者トレーニングセンター ○ 大五産業株式会社 ○ ○ H 18 4 1 H 23 4 1 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 甲賀市
甲賀市水口中部コミュニティセン
ター

○
公益社団法人　甲賀市シルバー人
材センター

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 甲賀市 甲賀市甲賀コミュニティセンター ○ 鳥居野区 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 甲賀市 土山かしきや児童クラブ ○ 土山かしきや児童クラブ保護者会 ○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 甲賀市 大野児童クラブ ○ 大野児童クラブ保護者会 ○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 甲賀市 甲南そまっこ児童クラブ ○ 甲南そまっこ児童クラブ保護者会 ○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 甲賀市 甲南わくわく児童クラブ ○ 甲南わくわく児童クラブ保護者会 ○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 甲賀市 甲南なかよし児童クラブ ○ 甲南なかよし児童クラブ保護者会 ○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 甲賀市 小原つばさ児童クラブ ○ 小原つばさ児童クラブ保護者会 ○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票②：指定の取消し等の事例）

　｢12 その他｣の内容を簡潔
に記入

　｢4 その他｣の内容を簡潔に
記入

　｢13 その他｣の内容を簡潔
に記入

a b c e jの１－２ jの２－２ jの３－２ l

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

取消後・業務停止後・
指定期間満了後の管
理

　１　直営（業務委託を
　　　含む）
　２　休止
　３　統合・廃止（民間
　　　等への譲渡・貸与
　　　を含む）
　４　再指定（直営のの
　　　ち再指定を含む）
　５　公営住宅法に基
　　　づく管理代行制度
　　　による管理
　６　その他

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

管理開始日

jの１－１

指定管理者の指定の取消し等の事例

　｢6 その他｣の内容を簡潔に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「１　指定管理者の指定を取り消した場合」を選択し
た場合に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「２　期間を定めて管理
の業務の停止を行った場合」を選択した場合に記
入

期間を定めて管理
の業務の停止を
行った理由

　１　指定管理者の
　　　業務不履行
　２　指定管理者の
　　　不正事件
　３　施設の休止・
　　　廃止
　４　その他

jの２－１

※「ｇ欄　取消等の内容」で「３　指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた場合」を選択した場合に記入

指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の合併・解散
　４　施設の休止・廃止
　５　施設の再編・統合
　６　施設の民間等への譲渡
　７　施設の民間等への貸与
　８　公営住宅法に基づく管理代行制度への移行
　９　公募への応募なし
　10　応募要件不備・不選定
　11　議会の不同意
　12　協定締結のための協議不調
　13　その他

jの３－１g

指定取消日・業
務停止日・指定
期間の末日

h i

指定管理者の指定を取り消した理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の業務不履行
　４　指定管理者の不正事件
　５　指定管理者の合併・解散
　６　施設の休止・廃止
　７　施設の再編・統合
　８　施設の民間等への譲渡
　９　施設の民間等への貸与
　１０　応募要件不備・不選定
　１１　協定締結のための協議不調
　１２　その他

取消等の内容

　１　指定管理者の
　　　指定を取り消した
　　　場合
　２　期間を定めて
　　　管理の業務の
　　　停止を行った場合
　３　指定期間の満了を
　　　もって指定管理者
　　　制度による管理を
　　　取り止めた場合

区分 都道府県名
施設名

f

指定管理者名

d

市区町村名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

3市区町村 25滋賀県 甲賀市 雲井くもっこ児童クラブ ○ 雲井くもっこ児童クラブ保護者会 ○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 甲賀市 中部わくわく児童クラブ ○ 甲南わくわく児童クラブ保護者会 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 甲賀市 青土農村広場 ○ 青土区 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 甲賀市 山中農村広場 ○ 山中区自治会 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 甲賀市 隠岐農村公園 ○ 隠岐区自治会 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 甲賀市 油日農村公園 ○ 油日区自治会 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 甲賀市 岩室農村公園 ○ 岩室区 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 甲賀市 高野農村公園 ○ 高野区自治会 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 甲賀市 大久保農村公園 ○ 大久保区 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 甲賀市 甲賀市青土集落センター ○ 青土区 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 甲賀市 上の平農作業休養センター ○ 上の平区 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 甲賀市 甲賀市黒滝農作業休養センター ○ 黒滝区自治会 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 甲賀市 甲賀市甲賀農村婦人の家 ○ 神区 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 甲賀市 交流促進センター谷川会館 ○ 長野区自治会 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 甲賀市 甲賀市緑地等管理中央センター ○ 上朝宮区 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 甲賀市 櫟野簡易休憩所 ○ 櫟野区自治会 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 甲賀市
甲賀市特用林産物展示実習施設
(きのこハウス）

○ 神区 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 甲賀市 甲賀市国民宿舎かもしか荘 ○ 近江鉄道　株式会社 ○ ○ H 18 4 1 H 23 11 30 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 甲賀市
甲賀市あいの土山都市との交流セ
ンター

○ 近江鉄道　株式会社 ○ ○ H 18 4 1 H 23 11 30 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 甲賀市 甲賀市鈴鹿ホール ○
財団法人　あいの土山文化体育振
興会

○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 甲賀市 甲賀市土山末田小運動場 ○ 土山町末田区 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 甲賀市 甲賀市青瀬プール ○ 青瀬プール管理組合 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 湖南市 間伐材利用体験施設 ○ ㈱大島商会 ○ ○ H 22 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 湖南市 地域材利用促進木造公共施設 ○ ㈱大島商会 ○ ○ H 22 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 湖南市 じゅらくの里土の館 ○ ㈱大島商会 ○ ○ H 22 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 高島市
高島市針畑郷山村都市交流館「山
帰来」

○ ＮＰＯ法人朽木針畑山人協会 ○ ○ H 20 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 25滋賀県 多賀町 多賀町林業会館 ○ びわこ東部森林組合 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 26京都府 亀岡市 亀岡交流会館 ○ 財団法人亀岡市交流活動センター ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 26京都府 京丹後市 京丹後市碇高原テニスコート ○ 株式会社テンキテンキ村 ○ ○ H 18 9 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 26京都府 京丹後市
京丹後市弥栄都市農村交流実践
施設

○ 野間活性化対策協議会 ○ ○ H 18 9 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 26京都府 木津川市 木津川市東部交流会館 ○ 宮城建設株式会社 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 26京都府 宇治田原町 郷之口会館 ○ 郷之口区 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 26京都府 宇治田原町 南公民館 ○ 南区 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 26京都府 宇治田原町 高尾公民館 ○ 高尾区 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 26京都府 宇治田原町 荒木公民館 ○ 荒木区 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 26京都府 宇治田原町 岩山公民館 ○ 岩山区 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 26京都府 宇治田原町 禅定寺会館 ○ 禅定寺区 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 26京都府 宇治田原町 立川公民館 ○ 立川区 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 26京都府 宇治田原町 湯屋谷会館 ○ 湯屋谷区 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 26京都府 宇治田原町 奥山田会館 ○ 奥山田区 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 26京都府 宇治田原町 高尾コミュニティ広場 ○ 高尾区 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 27大阪府 茨木市 健康増進センター ○ (財)茨木市保健医療センター ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 27大阪府 茨木市 沢良宜診療所 ○ (財)茨木市保健医療センター ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 27大阪府 茨木市 豊川診療所 ○ (財)茨木市保健医療センター ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 27大阪府 茨木市 阪急茨木東口駐車場 ○
エヌエイチパーキングシステムズ
(株)

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 27大阪府 八尾市 八尾市立共同浴場　新生温泉 ○ ㈱大川鉄工所 ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 27大阪府 泉佐野市 泉佐野市立老人センター長寿園 ○
特定非営利活動法人いきいきくら
ぶ

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 27大阪府 泉佐野市
泉佐野市立老人憩の家長坂偕楽
荘

○ 社会福祉法人水平会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 27大阪府 泉佐野市
泉佐野市立下瓦屋南ふれあいアス
ティ

○ 社会福祉法人常茂恵会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 27大阪府 泉佐野市
泉佐野市立泉佐野人権文化セン
ター

○
泉佐野市人権協会鶴原地域協議
会

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 27大阪府 泉佐野市 泉佐野市立樫井人権文化センター ○ 特定非営利活動法人あゆみ ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 27大阪府 泉佐野市
泉佐野市立下瓦屋人権文化セン
ター

○ 特定非営利活動法人ゆまにて ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 27大阪府 泉佐野市 泉佐野市立鶴原地区青少年会館 ○
特定非営利活動法人おおさか若者
就労支援機構

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 27大阪府 泉佐野市
泉佐野市立下瓦屋地区青少年会
館

○ 特定非営利活動法人ゆまにて ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 27大阪府 泉佐野市 泉佐野市立樫井青少年会館 ○ 特定非営利活動法人あゆみ ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票②：指定の取消し等の事例）

　｢12 その他｣の内容を簡潔
に記入

　｢4 その他｣の内容を簡潔に
記入

　｢13 その他｣の内容を簡潔
に記入

a b c e jの１－２ jの２－２ jの３－２ l

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

取消後・業務停止後・
指定期間満了後の管
理

　１　直営（業務委託を
　　　含む）
　２　休止
　３　統合・廃止（民間
　　　等への譲渡・貸与
　　　を含む）
　４　再指定（直営のの
　　　ち再指定を含む）
　５　公営住宅法に基
　　　づく管理代行制度
　　　による管理
　６　その他

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

管理開始日

jの１－１

指定管理者の指定の取消し等の事例

　｢6 その他｣の内容を簡潔に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「１　指定管理者の指定を取り消した場合」を選択し
た場合に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「２　期間を定めて管理
の業務の停止を行った場合」を選択した場合に記
入

期間を定めて管理
の業務の停止を
行った理由

　１　指定管理者の
　　　業務不履行
　２　指定管理者の
　　　不正事件
　３　施設の休止・
　　　廃止
　４　その他

jの２－１

※「ｇ欄　取消等の内容」で「３　指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた場合」を選択した場合に記入

指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の合併・解散
　４　施設の休止・廃止
　５　施設の再編・統合
　６　施設の民間等への譲渡
　７　施設の民間等への貸与
　８　公営住宅法に基づく管理代行制度への移行
　９　公募への応募なし
　10　応募要件不備・不選定
　11　議会の不同意
　12　協定締結のための協議不調
　13　その他

jの３－１g

指定取消日・業
務停止日・指定
期間の末日

h i

指定管理者の指定を取り消した理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の業務不履行
　４　指定管理者の不正事件
　５　指定管理者の合併・解散
　６　施設の休止・廃止
　７　施設の再編・統合
　８　施設の民間等への譲渡
　９　施設の民間等への貸与
　１０　応募要件不備・不選定
　１１　協定締結のための協議不調
　１２　その他

取消等の内容

　１　指定管理者の
　　　指定を取り消した
　　　場合
　２　期間を定めて
　　　管理の業務の
　　　停止を行った場合
　３　指定期間の満了を
　　　もって指定管理者
　　　制度による管理を
　　　取り止めた場合

区分 都道府県名
施設名

f

指定管理者名

d

市区町村名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

3市区町村 27大阪府 富田林市 富田林市立公会堂 ○
公益財団法人富田林市文化振興
財団

○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 27大阪府 柏原市 柏原市立自立支援センター ○
社会福祉法人　柏原市社会福祉協
議会

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 27大阪府 門真市 門真市立運動広場 ○ 株式会社ジャパンクリエイト ○ ○ H 18 9 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 27大阪府 高石市 高石市立体育館 ○ 財団法人高石市施設管理公社 ○ ○ H 22 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 27大阪府 泉南市 泉南市立信達保育所 ○ 社会福祉法人　恵由福祉会 ○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 27大阪府 泉南市 泉南市立樽井保育所 ○ 社会福祉法人　貝塚中央福祉会 ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 27大阪府 大阪狭山市 市民ふれあいの里花と緑の広場 ○
財団法人　大阪狭山市施設管理公
社

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 27大阪府 大阪狭山市
市民ふれあいの里青少年野外活
動広場

○
財団法人　大阪狭山市施設管理公
社

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 27大阪府 大阪狭山市 市民ふれあいの里テニスコート ○
財団法人　大阪狭山市施設管理公
社

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 尼崎市 共同利用施設西昆陽会館 ○ 武庫第１２社会福祉連絡協議会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 尼崎市 共同利用施設西昆陽南会館 ○ 武庫第１１社会福祉連絡協議会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 尼崎市 共同利用施設時友西会館 ○ 武庫第１０社会福祉連絡協議会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 尼崎市 母子福祉センター ○ （財）尼崎市婦人共励会 ○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 尼崎市 第１老人福祉工場 ○ （社）尼崎市シルバー人材センター ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 西宮市 津門住江町住宅 ○ 財団法人西宮市都市整備公社 ○ ○ H 20 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 西宮市 阪急甲東園東第１自転車駐車場 ○ ミディ総合管理株式会社 ○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 西宮市 阪神鳴尾南第１自転車駐車場 ○ ミディ総合管理株式会社 ○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 西宮市 西宮市満池谷墓地 ○ 財団法人斎園サービス公社 ○ ○ H 20 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 西宮市 西宮市立上田墓地 ○ 財団法人斎園サービス公社 ○ ○ H 20 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 西宮市 西宮市立中津墓地 ○ 財団法人斎園サービス公社 ○ ○ H 20 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 西宮市 西宮市立上鳴尾墓地 ○ 財団法人斎園サービス公社 ○ ○ H 20 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 西宮市 西宮市立白水峡公園墓地 ○ 財団法人斎園サービス公社 ○ ○ H 20 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 西宮市 西宮市満池谷斎場 ○ 財団法人斎園サービス公社 ○ ○ H 20 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 西宮市 西宮市満池谷納骨堂 ○ 財団法人斎園サービス公社 ○ ○ H 20 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 高砂市 高砂市生石宿泊センター ○ 財団法人高砂市勤労福祉財団 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 川西市
川西市自転車等駐車場(多田自転
車駐車場)

○
社団法人川西市シルバー人材セン
ター

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 川西市
川西市自転車等駐車場(鼓が滝自
転車駐車場)

○
社団法人川西市シルバー人材セン
ター

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 川西市
川西市自転車等駐車場(平野自転
車駐車場)

○
社団法人川西市シルバー人材セン
ター

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 川西市
川西市老人憩いの家｛満願寺ふれ
あい会館」

○ 満願寺自治会 ○ ○ H 21 3 31 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 川西市
川西市老人憩いの家「花屋敷会
館」

○ 桜小地区福祉委員会 ○ ○ H 21 3 31 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 川西市
川西市心身障害者施設「ハピネス
川西」多機能型施設

○ 社会福祉法人正心会 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 川西市
川西市心身障害者施設「ハピネス
川西」身体障害者デイサービスセン

○ 社会福祉法人正心会 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 川西市
川西市老人福祉施設「ハピネス川
西」特別養護老人ホーム

○ 社会福祉法人正心会 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 川西市
川西市老人福祉施設「ハピネス川
西」シルバーデイサービス

○ 社会福祉法人正心会 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 川西市
川西市老人福祉施設「ハピネス川
西」在宅介護支援センター

○ 社会福祉法人正心会 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 川西市
川西市老人福祉施設「ハピネス川
西」ケアハウス

○ 社会福祉法人正心会 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 篠山市 黒岡会館 ○ 黒岡自治会 ○ ○ H 17 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 篠山市 西紀青年集会所 ○ 西紀青年団 ○ ○ H 17 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 篠山市 地域産業研修センター ○ 口阪本自治会 ○ ○ H 17 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 篠山市 上河原町集会所 ○ 上河原町自治会 ○ ○ H 17 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 篠山市 下河原町集会所 ○ 下河原町自治会 ○ ○ H 17 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 篠山市 知的障害者自立生活訓練ホーム ○ 自立生活訓練ホーム運営委員会 ○ ○ H 18 4 1 H 21 6 30 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 篠山市 京町公民館 ○ 京町支部 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 篠山市 渋谷公民館 ○ 渋谷自治会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 篠山市 小多田三区公民館 ○ 小多田三区自治会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 篠山市 東沢田公民館 ○ 東沢田支部 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 篠山市 神田会館 ○ 神田会館管理運営会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 篠山市 上宿研修センター ○ 上宿支部 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 篠山市 畑井研修会館 ○ 畑井支部 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 篠山市 辻隣保館 ○ 辻支部 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 篠山市 野々垣解放センター ○ 野々垣支部 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 篠山市 箱谷公民館 ○ 箱谷自治会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 篠山市 安口集会所 ○ 安口西自治会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 篠山市 西阪本公民館 ○ 西阪本自治会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 篠山市 明野集会所 ○ 明野支部 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票②：指定の取消し等の事例）

　｢12 その他｣の内容を簡潔
に記入

　｢4 その他｣の内容を簡潔に
記入

　｢13 その他｣の内容を簡潔
に記入

a b c e jの１－２ jの２－２ jの３－２ l

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

取消後・業務停止後・
指定期間満了後の管
理

　１　直営（業務委託を
　　　含む）
　２　休止
　３　統合・廃止（民間
　　　等への譲渡・貸与
　　　を含む）
　４　再指定（直営のの
　　　ち再指定を含む）
　５　公営住宅法に基
　　　づく管理代行制度
　　　による管理
　６　その他

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

管理開始日

jの１－１

指定管理者の指定の取消し等の事例

　｢6 その他｣の内容を簡潔に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「１　指定管理者の指定を取り消した場合」を選択し
た場合に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「２　期間を定めて管理
の業務の停止を行った場合」を選択した場合に記
入

期間を定めて管理
の業務の停止を
行った理由

　１　指定管理者の
　　　業務不履行
　２　指定管理者の
　　　不正事件
　３　施設の休止・
　　　廃止
　４　その他

jの２－１

※「ｇ欄　取消等の内容」で「３　指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた場合」を選択した場合に記入

指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の合併・解散
　４　施設の休止・廃止
　５　施設の再編・統合
　６　施設の民間等への譲渡
　７　施設の民間等への貸与
　８　公営住宅法に基づく管理代行制度への移行
　９　公募への応募なし
　10　応募要件不備・不選定
　11　議会の不同意
　12　協定締結のための協議不調
　13　その他

jの３－１g

指定取消日・業
務停止日・指定
期間の末日

h i

指定管理者の指定を取り消した理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の業務不履行
　４　指定管理者の不正事件
　５　指定管理者の合併・解散
　６　施設の休止・廃止
　７　施設の再編・統合
　８　施設の民間等への譲渡
　９　施設の民間等への貸与
　１０　応募要件不備・不選定
　１１　協定締結のための協議不調
　１２　その他

取消等の内容

　１　指定管理者の
　　　指定を取り消した
　　　場合
　２　期間を定めて
　　　管理の業務の
　　　停止を行った場合
　３　指定期間の満了を
　　　もって指定管理者
　　　制度による管理を
　　　取り止めた場合

区分 都道府県名
施設名

f

指定管理者名

d

市区町村名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

3市区町村 28兵庫県 篠山市 東吹集会所 ○ 東吹支部 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 篠山市 東庄公民館 ○ 東庄自治会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 篠山市 遠方キャンプ場 ○ 有限会社　クリエイトささやま ○ ○ H 18 4 1 H 21 10 7 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 篠山市
今田老人福祉センター・デイサービ
スセンター

○ 医療法人社団　紀洋会 ○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 篠山市 チルドレンズミュージアム ○ 有限会社　エヌツー ○ ○ H 22 4 1 H 23 12 28 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 篠山市 篠山デイサービスセンター ○ 医療法人社団　紀洋会 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 養父市 関宮農村交流ターミナル ○ 京福電気鉄道株式会社 ○ ○ H 21 7 7 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 南あわじ市 サンライズ淡路宿泊・研修棟 ○ (株)サンマックスプロジェクト ○ ○ H 20 10 1 H 23 10 4 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 南あわじ市 サンライズ淡路コミュニティセンター ○ (株)サンマックスプロジェクト ○ ○ H 20 10 1 H 23 10 4 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 南あわじ市 サンライズ淡路第１グラウンド ○ (株)サンマックスプロジェクト ○ ○ H 20 10 1 H 23 10 4 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 南あわじ市 サンライズ淡路第２グラウンド ○ (株)サンマックスプロジェクト ○ ○ H 20 10 1 H 23 10 4 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 南あわじ市 サンライズ淡路テニスコート ○ (株)サンマックスプロジェクト ○ ○ H 20 10 1 H 23 10 4 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 南あわじ市
サンライズ淡路農業者トレーニング
センター

○ (株)サンマックスプロジェクト ○ ○ H 20 10 1 H 23 10 4 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 南あわじ市 サンライズ淡路淡路ふれあい公園 ○ (株)サンマックスプロジェクト ○ ○ H 20 10 1 H 23 10 4 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 南あわじ市 サイクリングターミナル ○ (株)サンマックスプロジェクト ○ ○ H 21 4 1 H 23 10 4 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 宍粟市 福知渓谷休養センター ○ 播磨いちのみや株式会社 ○ ○ H 21 4 1 H 21 8 19 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 宍粟市 福知多目的ドーム ○ 播磨いちのみや株式会社 ○ ○ H 21 4 1 H 21 8 19 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 稲美町 中央公園多目的グラウンド ○
特定非営利活動法人　稲美町体育
協会

○ ○ H 22 4 1 H 23 9 30 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 稲美町 中央公園テニスコート ○
特定非営利活動法人　稲美町体育
協会

○ ○ H 22 4 1 H 23 9 30 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 稲美町 中央公園ゲートボール場 ○
特定非営利活動法人　稲美町体育
協会

○ ○ H 22 4 1 H 23 9 30 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 稲美町 高薗寺球場 ○
特定非営利活動法人　稲美町体育
協会

○ ○ H 22 4 1 H 23 9 30 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 稲美町 大沢池スポーツ公園グラウンド ○
特定非営利活動法人　稲美町体育
協会

○ ○ H 22 4 1 H 23 9 30 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 稲美町 いなみ野体育センター ○
特定非営利活動法人　稲美町体育
協会

○ ○ H 22 4 1 H 23 9 30 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 稲美町 サン・スポーツランドいなみ ○
特定非営利活動法人　稲美町体育
協会

○ ○ H 22 4 1 H 23 9 30 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 太子町 石海保育所 ○ 社会福祉法人　明和福祉会 ○ ○ H 18 9 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 香美町
香美町香住知的障害者（児）共同
生活ホーム

○
社会福祉法人香美町社会福祉協
議会

○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 香美町
香美町香住心身障害者共同作業
所

○
社会福祉法人香美町社会福祉協
議会

○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 香美町 香美町ソラ山高原休憩所 ○ 株式会社スカイバレイスキー場 ○ ○ H 21 4 1 H 22 9 30 ○ ○

3市区町村 28兵庫県 新温泉町 浜坂肉用牛管理施設 ○ 浜坂南小学校区まちづくり協議会 ○ ○ H 19 7 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 29奈良県 奈良市 奈良市ならまち振興館 ○ 財団法人ならまち振興財団 ○ ○ H 20 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 29奈良県 奈良市 奈良市平城プール ○
財団法人奈良市スポーツ振興事業
団

○ ○ H 20 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 29奈良県 奈良市 奈良市青年の家交楽館 ○ 財団法人奈良市武道振興会 ○ ○ H 20 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 29奈良県 奈良市
奈良市母子福祉センター「母と子の
家」

○
社会福祉法人奈良市社会福祉協
議会

○ ○ H 20 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 29奈良県 奈良市 なら奈良館 ○
特定非営利活動法人なら・観光ボ
ランティアガイドの会

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 29奈良県 奈良市 都祁温泉フィットネスバード ○ 株式会社都祁総合開発 ○ ○ H 20 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 29奈良県 奈良市 梅の郷月ヶ瀬温泉 ○ 月ヶ瀬商工会 ○ ○ H 20 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 29奈良県 奈良市 奈良マーチャントシードセンター ○ 財団法人奈良市商業振興センター ○ ○ H 20 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 29奈良県 奈良市 奈良市防災センター ○ 財団法人奈良市防災センター ○ ○ H 20 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 29奈良県 大和高田市 曙町共同浴場 ○ 曙町共同浴場運営会 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 29奈良県 大和高田市 市場共同浴場 ○ 市場共同浴場運営会 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 29奈良県 大和高田市 東雲共同浴場 ○ 東雲共同浴場運営会 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 29奈良県 宇陀市 北浅後地区集会所 ○ 古市場自治会 ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 29奈良県 宇陀市 南浅後地区集会所 ○ 古市場自治会 ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 29奈良県 宇陀市 榛原総合運動場 ○ （財）宇陀市文化体育事業団 ○ ○ H 18 9 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 29奈良県 宇陀市 榛原総合体育館 ○ （財）宇陀市文化体育事業団 ○ ○ H 18 9 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 29奈良県 宇陀市 宇陀市榛原総合センター ○ （財）宇陀市文化体育事業団 ○ ○ H 18 9 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 29奈良県 宇陀市 宇陀市文化会館 ○ （財）宇陀市文化体育事業団 ○ ○ H 19 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 29奈良県 宇陀市 宇陀市榛原グリーンテニスコート ○ （財）宇陀市文化体育事業団 ○ ○ H 18 9 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 29奈良県 宇陀市 宇陀市室内温水プール ○ （財）宇陀市文化体育事業団 ○ ○ H 18 9 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 29奈良県 宇陀市 榛原にぎわい市場 ○ 榛原にぎわい市場運営委員会 ○ ○ H 18 9 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 29奈良県 宇陀市 宇陀市平成榛原子供のもり公園 ○ （財）宇陀市文化体育事業団 ○ ○ H 18 9 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 29奈良県 宇陀市 無山共同浴場 ○ 無山区 ○ ○ H 18 9 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 29奈良県 上牧町 北上牧公民館 ○ 北上牧自治会 ○ ○ H 18 9 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 29奈良県 上牧町 第３保育所 ○
社会福祉法人　和光会　黎明保育
園

○ ○ H 19 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 29奈良県 下市町 下市町第１老人憩の家 ○ 下市町社会福祉協議会 ○ ○ H 21 3 31 H 24 3 30 ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票②：指定の取消し等の事例）

　｢12 その他｣の内容を簡潔
に記入

　｢4 その他｣の内容を簡潔に
記入

　｢13 その他｣の内容を簡潔
に記入

a b c e jの１－２ jの２－２ jの３－２ l

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

取消後・業務停止後・
指定期間満了後の管
理

　１　直営（業務委託を
　　　含む）
　２　休止
　３　統合・廃止（民間
　　　等への譲渡・貸与
　　　を含む）
　４　再指定（直営のの
　　　ち再指定を含む）
　５　公営住宅法に基
　　　づく管理代行制度
　　　による管理
　６　その他

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

管理開始日

jの１－１

指定管理者の指定の取消し等の事例

　｢6 その他｣の内容を簡潔に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「１　指定管理者の指定を取り消した場合」を選択し
た場合に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「２　期間を定めて管理
の業務の停止を行った場合」を選択した場合に記
入

期間を定めて管理
の業務の停止を
行った理由

　１　指定管理者の
　　　業務不履行
　２　指定管理者の
　　　不正事件
　３　施設の休止・
　　　廃止
　４　その他

jの２－１

※「ｇ欄　取消等の内容」で「３　指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた場合」を選択した場合に記入

指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の合併・解散
　４　施設の休止・廃止
　５　施設の再編・統合
　６　施設の民間等への譲渡
　７　施設の民間等への貸与
　８　公営住宅法に基づく管理代行制度への移行
　９　公募への応募なし
　10　応募要件不備・不選定
　11　議会の不同意
　12　協定締結のための協議不調
　13　その他

jの３－１g

指定取消日・業
務停止日・指定
期間の末日

h i

指定管理者の指定を取り消した理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の業務不履行
　４　指定管理者の不正事件
　５　指定管理者の合併・解散
　６　施設の休止・廃止
　７　施設の再編・統合
　８　施設の民間等への譲渡
　９　施設の民間等への貸与
　１０　応募要件不備・不選定
　１１　協定締結のための協議不調
　１２　その他

取消等の内容

　１　指定管理者の
　　　指定を取り消した
　　　場合
　２　期間を定めて
　　　管理の業務の
　　　停止を行った場合
　３　指定期間の満了を
　　　もって指定管理者
　　　制度による管理を
　　　取り止めた場合

区分 都道府県名
施設名

f

指定管理者名

d

市区町村名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

3市区町村 29奈良県 十津川村 十津川温泉「わらびお公衆浴場」 ○ 十津川村観光協会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 29奈良県 上北山村
研修宿泊施設（ふれあいの郷かみ
きた）

○ きたやまリゾート株式会社 ○ ○ H 16 12 14 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 29奈良県 上北山村
食材供給施設及び温泉施設（小処
温泉）

○ 財団法人小橡自治会 ○ ○ H 18 6 15 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 30和歌山県 橋本市 橋本市青少年旅行村 ○ 南宿区 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 30和歌山県 橋本市
橋本市高野口パイル織物開発セン
ター

○ 紀州繊維工業協同組合 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○
譲渡交渉のため、一旦直営
に戻した

○

3市区町村 30和歌山県 橋本市 橋本市自然体験施設ひこばえの里 ○ 彦谷区 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 30和歌山県 橋本市 橋本市国民宿舎紀伊見荘 ○ 根古川地域振興会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 30和歌山県 橋本市 橋本市神野々ふれあい会館 ○ 神野々区 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 30和歌山県 田辺市 田辺市龍神ひわだの滝キャンプ場 ○ 下柳瀬区 ○ ○ H 23 4 1 H 23 12 31 ○ ○

3市区町村 30和歌山県 新宮市 新宮市林業総合センター ○ 熊野川町森林組合 ○ ○ H 21 4 1 H 23 9 30 ○ ○

3市区町村 30和歌山県 新宮市 新宮市熊野川物産販売所 ○ 新宮市熊野川産品加工組合 ○ ○ H 21 4 1 H 23 9 30 ○ ○

3市区町村 30和歌山県 新宮市 新宮市交流促進施設さつき ○ NPO法人SPORTS PRODUCE熊野 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 30和歌山県 新宮市 新宮市玉置口集会所 ○ 玉置口区 ○ ○ H 23 4 1 H 23 7 31 ○ ○

3市区町村 30和歌山県 湯浅町
湯浅町農産物加工大型共同作業
場施設

○ 農事組合法人協同組合ゆあさ ○ ○ H 21 4 1 H 22 2 10 ○ ○

3市区町村 30和歌山県 湯浅町
湯浅町椎茸榾木加工大型共同作
業場施設

○ 和歌山県シイタケ企業組合 ○ ○ H 21 4 1 H 23 12 15 ○ ○

3市区町村 30和歌山県 有田川町
山の家「しみず」（スカイライン休憩
所）

○ (財)有田川町ふるさと開発公社 ○ ○ H 18 6 27 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 30和歌山県 有田川町
ふれあいの丘スポーツパーク（オー
トキャンプ場）

○ (財)有田川町ふるさと開発公社 ○ ○ H 18 6 27 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 30和歌山県 美浜町 美浜町煙樹海岸キャンプ場 ○ 財団法人　煙樹海岸観光施設協会 ○ ○ H 20 4 1 H 23 2 16 ○ ○

3市区町村 30和歌山県 白浜町 しらとり集会所 ○ 平間区 ○ ○ H 18 7 1 H 23 1 31 ○ ○

3市区町村 30和歌山県 北山村 北山村体験交流センター ○ 北山村ふるさと振興公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 30和歌山県 北山村 北山村自然環境満喫型体験施設 ○ 北山村ふるさと振興公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 30和歌山県 串本町 国民宿舎あらふね ○ 株式会社アセット・オペレーターズ ○ ○ H 20 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 31鳥取県 鳥取市 鳥取市河原町むつみ創作館 ○
社会福祉法人　鳥取市社会福祉協
議会

○ ○ H 21 4 1 H 22 12 31 ○ ○

3市区町村 31鳥取県 岩美町 網代港運動公園 ○ 東因ソフトボールリーグ ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 31鳥取県 岩美町 真名簡易給水施設 ○ 真名部落 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 31鳥取県 岩美町 田河内簡易給水施設 ○ 田河内部落 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 31鳥取県 岩美町 岩美町立緑地休養施設 ○ 岩美あくてぃぶカンパニー ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 31鳥取県 八頭町 八東交流広場 ○ 社団法人　ハーモニーカレッジ ○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 31鳥取県 琴浦町 琴浦町赤碕診療所 ○ 医療法人社団赤碕診療所 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 松江市 遅江地区集会所 ○ 遅江地区自治会 ○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 松江市 津田第2児童クラブ ○ 津田地区児童クラブ運営委員会 ○ ○ H 22 4 1 H 23 1 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 松江市 松江市鹿島ケーブルビジョン ○ 山陰ケーブルビジョン株式会社 ○ ○ H 22 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 松江市 松江市宍道町オフトーク通信施設 ○ 松江市宍道町オフトーク通信協会 ○ ○ H 22 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 松江市
松江市秋吉地区農林水産物処理
加工施設

○ 秋吉農産加工組合 ○ ○ H 19 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 松江市 根連木集会所 ○ 根連木自治会 ○ ○ H 19 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 松江市 松江市立宍道保育所 ○ 社会福祉法人松江福祉会 ○ ○ H 22 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 松江市 湖南荘 ○ 湖南台自治会 ○ ○ H 19 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 松江市 松江市島根ダイビングセンター ○ 財団法人島根町地域振興財団 ○ ○ H 22 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 松江市 松江市宍道蒐古館 ○ 財団法人八雲本陣記念財団 ○ ○ H 19 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 松江市 松江駅南口駐車場 ○ アースサポート株式会社 ○ ○ H 23 4 1 H 23 10 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 松江市 松江駅前地下駐車場 ○ アースサポート株式会社 ○ ○ H 23 4 1 H 23 10 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 松江市 松江市野波高齢者交流館 ○
社会福祉法人松江市社会福祉協
議会

○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 松江市 松江市島根水産観光センター ○ 財団法人島根町地域振興財団 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 松江市 松江市国際交流会館 ○ 財団法人松江市国際交流協会 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 浜田市 浜田市養護老人ホーム長寿苑 ○ 社会福祉法人　旭豊福祉会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 浜田市 浜田市養護老人ホームミレ岡見 ○ 社会福祉法人　いわみ福祉会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 浜田市
浜田市特別養護老人ホームあさひ
園

○ 社会福祉法人　旭福祉会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 浜田市
浜田市特別養護老人ホームミレ岡
見

○ 社会福祉法人　いわみ福祉会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 浜田市 浜田市旭デイサービスセンター ○ 社会福祉法人　旭豊福祉会 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 浜田市 かなぎウェスタンライディングパーク ○ 株式会社　かなぎ ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 浜田市 浜田市梨集出荷施設 ○ いわみ中央農業協同組合 ○ ○ H 21 4 1 H 23 6 30 ○ ○

3市区町村 32島根県 浜田市 浜田市森林研修センター ○
株式会社　ユートピア・マウンテンリ
ゾート

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 出雲市 出雲市サイクリングターミナル ○ 株式会社中央ビルサービス ○ ○ H 18 7 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 出雲市 出雲市西部高齢者健康交流館 ○
特定非営利活動法人ヘルシーサ
ポートいずも２１

○ ○ H 19 1 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 出雲市 交流館はまぼうふう ○ いずも農業協同組合 ○ ○ H 19 1 1 H 23 3 31 ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票②：指定の取消し等の事例）

　｢12 その他｣の内容を簡潔
に記入

　｢4 その他｣の内容を簡潔に
記入

　｢13 その他｣の内容を簡潔
に記入

a b c e jの１－２ jの２－２ jの３－２ l

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

取消後・業務停止後・
指定期間満了後の管
理

　１　直営（業務委託を
　　　含む）
　２　休止
　３　統合・廃止（民間
　　　等への譲渡・貸与
　　　を含む）
　４　再指定（直営のの
　　　ち再指定を含む）
　５　公営住宅法に基
　　　づく管理代行制度
　　　による管理
　６　その他

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

管理開始日

jの１－１

指定管理者の指定の取消し等の事例

　｢6 その他｣の内容を簡潔に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「１　指定管理者の指定を取り消した場合」を選択し
た場合に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「２　期間を定めて管理
の業務の停止を行った場合」を選択した場合に記
入

期間を定めて管理
の業務の停止を
行った理由

　１　指定管理者の
　　　業務不履行
　２　指定管理者の
　　　不正事件
　３　施設の休止・
　　　廃止
　４　その他

jの２－１

※「ｇ欄　取消等の内容」で「３　指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた場合」を選択した場合に記入

指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の合併・解散
　４　施設の休止・廃止
　５　施設の再編・統合
　６　施設の民間等への譲渡
　７　施設の民間等への貸与
　８　公営住宅法に基づく管理代行制度への移行
　９　公募への応募なし
　10　応募要件不備・不選定
　11　議会の不同意
　12　協定締結のための協議不調
　13　その他

jの３－１g

指定取消日・業
務停止日・指定
期間の末日

h i

指定管理者の指定を取り消した理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の業務不履行
　４　指定管理者の不正事件
　５　指定管理者の合併・解散
　６　施設の休止・廃止
　７　施設の再編・統合
　８　施設の民間等への譲渡
　９　施設の民間等への貸与
　１０　応募要件不備・不選定
　１１　協定締結のための協議不調
　１２　その他

取消等の内容

　１　指定管理者の
　　　指定を取り消した
　　　場合
　２　期間を定めて
　　　管理の業務の
　　　停止を行った場合
　３　指定期間の満了を
　　　もって指定管理者
　　　制度による管理を
　　　取り止めた場合

区分 都道府県名
施設名

f

指定管理者名

d

市区町村名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

3市区町村 32島根県 出雲市 出雲市立平田学習館 ○
財団法人出雲市教育文化振興財
団

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 出雲市 出雲市立平田図書館 ○
財団法人出雲市教育文化振興財
団

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 出雲市 平田勤労青少年ホーム ○
財団法人出雲市教育文化振興財
団

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 出雲市 平田ふれんどりーハウス ○
財団法人出雲市教育文化振興財
団

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 出雲市
斐川町農畜産物等加工体験販売
施設（加工房パン工房）

○ 株式会社まめや ○ ○ H 21 1 1 H 22 2 19 ○ ○

3市区町村 32島根県 出雲市
斐川町農畜産物等加工体験販売
施設（加工売店）

○ 株式会社まめや ○ ○ H 21 1 1 H 22 2 19 ○ ○

3市区町村 32島根県 出雲市
斐川町農畜産物等加工体験販売
施設（体験工房）

○ 株式会社まめや ○ ○ H 21 1 1 H 22 2 19 ○ ○

3市区町村 32島根県 出雲市 斐川町青少年研修センター ○
社会福祉法人斐川町社会福祉協
議会

○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 益田市
益田市立多目的集会所：土井ふれ
あいセンター

○ 土井自治会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 大田市 大田市立相愛保育園 ○ （社福） 大田市社会福祉事業団 ○ ○ H 19 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 大田市 大田市勤労青少年ホーム ○ 社団法人 島根大田青年会議所 ○ ○ H 19 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 大田市 大田市中央集会所 ○ 社団法人 島根大田青年会議所 ○ ○ H 19 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 大田市 長原自治会館 ○ 長原自治会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 大田市 下瀬戸自治会館 ○ 下瀬戸自治会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 大田市 大浦自治会館 ○ 大浦自治協議会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 大田市 多根地区集会所 ○ さひめ会館運営委員会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 大田市 小屋原自治会館 ○ 小屋原自治会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 大田市 富山山中集会所 ○ 高原自治会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 大田市 稲用中自治会館 ○ 稲用中自治会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 大田市 銀山口自治会館 ○ 銀山・羅漢町・駒の足自治会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 大田市 上沢田会館 ○ 上沢田自治会 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 大田市 南地区協働作業場 ○ 稲用、南地区農業倉庫利用組合 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 大田市 南共同農機具保管庫 ○ 稲用、南地区農業倉庫利用組合 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 大田市 波根堆肥化施設 ○ 三瓶開拓堆肥化施設管理組合 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 大田市 長久保育園 ○ （社福） 放泉会 ○ ○ H 19 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 大田市 久利保育園 ○ （社福） 大田保育センター ○ ○ H 19 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 安来市 安来市民会館 ○ NPO法人さくら総合スポーツクラブ ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 雲南市 梅木公会堂 ○ 梅木自治会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 雲南市 雲南市立養護老人ホーム宇寿荘 ○ 社会福祉法人　かも福祉会 ○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 雲南市
雲南市立特別養護老人ホーム笑寿
苑

○ 社会福祉法人　かも福祉会 ○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 雲南市 高齢者作業場施設「ガマ工房」 ○ 曽木老人クラブ ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 雲南市 雲南市掛合プール ○
社団法人　雲南市シルバー人材セ
ンター

○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 雲南市 雲南市波多集会センター ○ 波多コミュニティ協議会 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 奥出雲町 下三所集会所 ○ 下三所自治会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 奥出雲町 宮の町集会所 ○ 宮の町自治会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 奥出雲町 布勢高齢者センター ○ 八代本町自治会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 飯南町 飯南町下赤名放牧場 ○ 飯南町和牛改良組合 ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 隠岐の島町 国分寺外苑牛突場 ○ 西郷牛突き保存会 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 隠岐の島町 先岬集会所 ○ 岬町区 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 32島根県 隠岐の島町 農村環境改善センター ○ 幸の島協議会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 33岡山県 倉敷市 倉敷市児島味野第１駐車場 ○ 日本パーキング株式会社 ○ ○ H 19 4 1 H 22 3 1 ○ ○

3市区町村 33岡山県 倉敷市 倉敷市児島味野駐車場 ○ 日本パーキング株式会社 ○ ○ H 19 4 1 H 23 6 1 ○ ○

3市区町村 33岡山県 笠岡市 大井ふれあいハウス ○ 小平井老人クラブ ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 33岡山県 笠岡市 白石島ふれあいハウス ○ 白石島老人クラブ連合会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 33岡山県 笠岡市 新山ふれあいハウス ○ 新山老人クラブ連合会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 33岡山県 笠岡市 横江・美の浜ふれあいハウス ○ 横江・美の浜ふれあいハウス ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 33岡山県 笠岡市 追分ふれあいハウス ○ 追分戸主会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 33岡山県 笠岡市 陶山ふれあいハウス ○ 陶山公民館管理委員会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 33岡山県 笠岡市 北木西ふれあいハウス ○ 北木西町内会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 33岡山県 笠岡市 尾坂ふれあいハウス ○ 尾坂自治会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 33岡山県 笠岡市 大浦ふれあいハウス ○ 大浦・南浦老人クラブ ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 33岡山県 笠岡市 豊浦ふれあいハウス ○ 豊浦老人クラブ（豊寿会） ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 33岡山県 笠岡市 神島ふれあいハウス ○ 寺間自治会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 33岡山県 笠岡市 甲弩ふれあいハウス ○ 甲弩ふれあいハウス委員会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 33岡山県 井原市 井原市立美星国保診療所 ○ 社会福祉法人　旭川荘 ○ ○ H 18 6 1 H 22 8 31 ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票②：指定の取消し等の事例）

　｢12 その他｣の内容を簡潔
に記入

　｢4 その他｣の内容を簡潔に
記入

　｢13 その他｣の内容を簡潔
に記入

a b c e jの１－２ jの２－２ jの３－２ l

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

取消後・業務停止後・
指定期間満了後の管
理

　１　直営（業務委託を
　　　含む）
　２　休止
　３　統合・廃止（民間
　　　等への譲渡・貸与
　　　を含む）
　４　再指定（直営のの
　　　ち再指定を含む）
　５　公営住宅法に基
　　　づく管理代行制度
　　　による管理
　６　その他

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

管理開始日

jの１－１

指定管理者の指定の取消し等の事例

　｢6 その他｣の内容を簡潔に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「１　指定管理者の指定を取り消した場合」を選択し
た場合に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「２　期間を定めて管理
の業務の停止を行った場合」を選択した場合に記
入

期間を定めて管理
の業務の停止を
行った理由

　１　指定管理者の
　　　業務不履行
　２　指定管理者の
　　　不正事件
　３　施設の休止・
　　　廃止
　４　その他

jの２－１

※「ｇ欄　取消等の内容」で「３　指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた場合」を選択した場合に記入

指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の合併・解散
　４　施設の休止・廃止
　５　施設の再編・統合
　６　施設の民間等への譲渡
　７　施設の民間等への貸与
　８　公営住宅法に基づく管理代行制度への移行
　９　公募への応募なし
　10　応募要件不備・不選定
　11　議会の不同意
　12　協定締結のための協議不調
　13　その他

jの３－１g

指定取消日・業
務停止日・指定
期間の末日

h i

指定管理者の指定を取り消した理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の業務不履行
　４　指定管理者の不正事件
　５　指定管理者の合併・解散
　６　施設の休止・廃止
　７　施設の再編・統合
　８　施設の民間等への譲渡
　９　施設の民間等への貸与
　１０　応募要件不備・不選定
　１１　協定締結のための協議不調
　１２　その他

取消等の内容

　１　指定管理者の
　　　指定を取り消した
　　　場合
　２　期間を定めて
　　　管理の業務の
　　　停止を行った場合
　３　指定期間の満了を
　　　もって指定管理者
　　　制度による管理を
　　　取り止めた場合

区分 都道府県名
施設名

f

指定管理者名

d

市区町村名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

3市区町村 33岡山県 井原市
井原市特別養護老人ホーム「星の
郷」

○ 社会福祉法人　旭川荘 ○ ○ H 19 6 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 33岡山県 備前市
備前市デイサービスセンターこうら
荘

○ 社会福祉法人敬友会 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 33岡山県 備前市 日生うおじま会館 ○ 日生町漁業協同組合 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 33岡山県 浅口市 浅口市植木の里エコセンター ○ 金光町植木協同組合 ○ ○ H 19 1 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 33岡山県 西粟倉村 森林資料館 ○
財団法人　西粟倉村森の村振興公
社

○ ○ H 21 4 1 H 23 8 31 ○ ○

3市区町村 33岡山県 西粟倉村 西粟倉村老人憩いの家 ○ 塩谷地区 ○ ○ H 22 4 1 H 23 11 30 ○ ○

3市区町村 33岡山県 西粟倉村 モデルハウス ○ 株式会社　森の学校 ○ ○ H 22 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 33岡山県 吉備中央町 特用林産物まいたけ菌床栽培施設 ○ 有限会社加賀ファーム ○ ○ H 20 4 1 H 22 11 30 ○ ○

3市区町村 33岡山県 吉備中央町 農畜産物処理加工センター ○ 財団法人吉備中央農業公社 ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 34広島県 庄原市 庄原市和南原老人集会所 ○ 和南原自治振興区 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 34広島県 庄原市 庄原市三草集会所 ○ 八幡自治振興区三草支部 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 34広島県 庄原市 庄原市古頃老人集会所 ○ 古頃自治振興区 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 34広島県 庄原市 庄原市森脇老人集会所 ○ 森脇地域自治振興区 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 34広島県 庄原市 庄原市新坂生活改善センター ○
庄原市新坂公民館自主運営協議
会

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 34広島県 庄原市
庄原市比和農林業振興支援セン
ター

○ 株式会社  庄原市農林振興公社 ○ ○ H 22 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 34広島県 庄原市 庄原市高野高原スキー場 ○ 南自治会 ○ ○ H 19 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 34広島県 庄原市 庄原市菅・受原地区老人集会所 ○ 帝釈自治振興区山中下支部 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 34広島県 庄原市 庄原市帝釈山中地区老人集会所 ○ 八幡自治振興区菅受原支部 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 34広島県 庄原市 庄原市小串地区老人集会所 ○
小奴可の里自治振興区小串自治
会

○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 34広島県 庄原市 庄原市高野地区老人集会所 ○ 久代自治振興区久代東支部 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 34広島県 庄原市 庄原市新免地区老人集会所 ○ 新坂自治振興区新免支部 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 34広島県 庄原市 庄原市保田地区老人集会所 ○ 八幡自治振興区保田支部 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 34広島県 庄原市 庄原市福代地区老人集会所 ○ 福代自治振興区 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 34広島県 庄原市 庄原市始終地区老人集会所 ○ 帝釈自治振興区始終支部 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 34広島県 庄原市 庄原市三河内老人集会所 ○ 三河内地域振興会 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 34広島県 東広島市 下河内老人集会所 ○ 富久寿会館運営委員会 ○ ○ H 18 4 1 H 21 7 1 ○ ○

3市区町村 34広島県 安芸太田町 安芸太田町筒賀ふれあい農園 ○ (株)筒賀総合サ-ビス ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 34広島県 安芸太田町
安芸太田町筒賀地域食材供給施
設

○ (株)筒賀総合サ-ビス ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 34広島県 安芸太田町
安芸太田町筒賀ふれあいスポーツ
広場

○ (株)筒賀総合サ-ビス ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 34広島県 安芸太田町
安芸太田町筒賀多目的スポーツ広
場

○ (株)筒賀総合サ-ビス ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 34広島県 北広島町 川小田集落センター ○ 川小田地区自治会 ○ ○ H 17 1 20 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 34広島県 北広島町 上春木集会所 ○ 八重7区行政区 ○ ○ H 18 4 1 H 21 12 31 ○ ○

3市区町村 34広島県 大崎上島町 東野高齢者コミュニティセンター ○ 医療法人社団　ひがしの会 ○ ○ H 21 4 1 H 21 9 30 ○ ○

3市区町村 35山口県 下関市 はまゆう園 ○ 社会福祉法人豊心福祉会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 35山口県 下関市 下関市豊北特産品センター ○
豊北町むらおこし物産振興協同組
合

○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 35山口県 下関市 下関市菊川勤労者体育センター ○
財団法人　菊川建設労働者福祉セ
ンター

○ ○ H 18 4 1 H 21 9 30 ○ ○

3市区町村 35山口県 下関市 いずみ園 ○ 下関市社会福祉協議会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 35山口県 下関市 下関市立親和寮 ○ 下関市社会福祉事業団 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 35山口県 光市 光テクノキャンパス研修センター ○
職業訓練法人　周南コンピュータ・
カレッジ

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 35山口県 長門市 長門市営駐車場 ○ 有限会社　静が浦観光センター ○ ○ H 17 4 29 H 22 8 31 ○ ○

3市区町村 35山口県 長門市 長門市林業センター ○ 山口県西部森林組合　長門支所 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 35山口県 長門市 渋木児童館 ○
社会福祉法人　長門市社会福祉協
議会

○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 35山口県 長門市 長門市日置地域福祉センター ○
社会福祉法人　長門市社会福祉協
議会

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 35山口県 周南市 周南市老人休養ホーム太華荘 ○
周南市老人休養ホーム太華荘運営
協会

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 35山口県 周南市 周南市大津島ふれあいセンター ○
特例民法法人周南市ふるさと振興
財団

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 35山口県 周南市 周南市交通教育センター ○ 周南市交通安全対策推進協議会 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 35山口県 周南市 周南市大河内プール ○ 特例民法法人周南市体育協会 ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 35山口県 周南市 山田家本屋 ○ 山田家本屋保存会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 35山口県 周防大島町 竜崎温泉潮風の湯 ○ 株式会社松風会 ○ ○ H 22 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 36徳島県 吉野川市
吉野川市デイサービスセンターつつ
じ荘

○ 社会福祉法人　博友会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 8 31 ○ ○

3市区町村 36徳島県 吉野川市 川島城 ○ 有限会社　かもめ体育保育園 ○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 36徳島県 吉野川市 井頭地区簡易給水施設 ○ 井頭地区簡易給水施設管理組合 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 36徳島県 吉野川市 張地区簡易給水施設 ○ 張地区簡易給水施設管理組合 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 36徳島県 吉野川市 城戸地区飲用水供給施設 ○
城戸地区飲用水供給施設管理組
合

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 36徳島県 吉野川市 品野地区飲用水供給施設 ○
品野地区飲用水供給施設管理組
合

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票②：指定の取消し等の事例）

　｢12 その他｣の内容を簡潔
に記入

　｢4 その他｣の内容を簡潔に
記入

　｢13 その他｣の内容を簡潔
に記入

a b c e jの１－２ jの２－２ jの３－２ l

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

取消後・業務停止後・
指定期間満了後の管
理

　１　直営（業務委託を
　　　含む）
　２　休止
　３　統合・廃止（民間
　　　等への譲渡・貸与
　　　を含む）
　４　再指定（直営のの
　　　ち再指定を含む）
　５　公営住宅法に基
　　　づく管理代行制度
　　　による管理
　６　その他

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

管理開始日

jの１－１

指定管理者の指定の取消し等の事例

　｢6 その他｣の内容を簡潔に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「１　指定管理者の指定を取り消した場合」を選択し
た場合に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「２　期間を定めて管理
の業務の停止を行った場合」を選択した場合に記
入

期間を定めて管理
の業務の停止を
行った理由

　１　指定管理者の
　　　業務不履行
　２　指定管理者の
　　　不正事件
　３　施設の休止・
　　　廃止
　４　その他

jの２－１

※「ｇ欄　取消等の内容」で「３　指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた場合」を選択した場合に記入

指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の合併・解散
　４　施設の休止・廃止
　５　施設の再編・統合
　６　施設の民間等への譲渡
　７　施設の民間等への貸与
　８　公営住宅法に基づく管理代行制度への移行
　９　公募への応募なし
　10　応募要件不備・不選定
　11　議会の不同意
　12　協定締結のための協議不調
　13　その他

jの３－１g

指定取消日・業
務停止日・指定
期間の末日

h i

指定管理者の指定を取り消した理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の業務不履行
　４　指定管理者の不正事件
　５　指定管理者の合併・解散
　６　施設の休止・廃止
　７　施設の再編・統合
　８　施設の民間等への譲渡
　９　施設の民間等への貸与
　１０　応募要件不備・不選定
　１１　協定締結のための協議不調
　１２　その他

取消等の内容

　１　指定管理者の
　　　指定を取り消した
　　　場合
　２　期間を定めて
　　　管理の業務の
　　　停止を行った場合
　３　指定期間の満了を
　　　もって指定管理者
　　　制度による管理を
　　　取り止めた場合

区分 都道府県名
施設名

f

指定管理者名

d

市区町村名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

3市区町村 36徳島県 吉野川市 皆瀬地区飲料水供給施設 ○
皆瀬地区飲料水供給施設管理組
合

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 36徳島県 吉野川市 上谷地区簡易給水施設 ○ 上谷地区簡易給水施設管理組合 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 36徳島県 吉野川市 穴地地区簡易給水施設 ○ 穴地地区簡易給水施設管理組合 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 36徳島県 吉野川市 殿河地区簡易給水施設 ○ 殿河地区簡易給水施設管理組合 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 36徳島県 吉野川市 月野地区簡易給水施設 ○ 月野地区簡易給水施設管理組合 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 36徳島県 吉野川市 古井地区飲料水供給施設 ○
古井地区飲料水供給施設管理組
合

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 36徳島県 吉野川市 吉野川市城山老人福祉センター ○
社会福祉法人　吉野川市社会福祉
協議会

○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 36徳島県 三好市 三好市深渕自然公園 ○ 東祖谷観光開発　株式会社 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 36徳島県 三好市 龍宮崖公園 ○ 東祖谷観光開発　株式会社 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 36徳島県 三好市 三好市井川老人福祉センター ○
社会福祉法人　井川町社会福祉協
議会

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 36徳島県 上勝町 上勝町老人憩いの家大杉荘 ○ 野尻名 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 36徳島県 上勝町 上勝町柳谷集会所 ○ 柳谷名 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 36徳島県 上勝町 上勝町福川集会所 ○ 福川名 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 36徳島県 牟岐町 牟岐町健康管理センター ○ エモーション(株) ○ ○ H 19 10 1 H 23 6 30 ○ ○

3市区町村 36徳島県 松茂町 豊岡地区農村公園 ○ 豊岡自治会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 36徳島県 上板町 上板町技の館 ○ 株式会社アサン ○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 36徳島県 上板町 上板町ファミリースポーツ公園 ○ 株式会社アサン ○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 37香川県 高松市 高松市役所立体駐車場 ○
アマノ，ことでんサービス
高松市立駐車場等管理共同企業

○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 37香川県 高松市 高松市立松縄東公園 ○ 香川県造園事業協同組合 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 37香川県 坂出市 坂出市母子生活支援施設 ○
社会福祉法人坂出市社会福祉協
議会

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 37香川県 善通寺市 善通寺市立善通寺老人ホーム ○
社会福祉法人善通寺市社会福祉
協議会

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 37香川県 善通寺市 ふれあいサロン五岳 ○
社会福祉法人善通寺市社会福祉
協議会

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 37香川県 善通寺市 ふれあいサロンやすらぎ ○ 社会福祉法人白百合福祉会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 37香川県 善通寺市 善通寺市民会館 ○ 善通寺市総合サービス株式会社 ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 37香川県 善通寺市 善通寺市立図書館 ○ 善通寺市総合サービス株式会社 ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 37香川県 善通寺市 善通寺市老人福祉センター ○ 善通寺市総合サービス株式会社 ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 37香川県 東かがわ市 東かがわ市しろとり人工スキー場 ○ 財団法人東かがわ市スポーツ財団 ○ ○ H 17 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 37香川県 三豊市 三豊市高瀬町朝日山資料館 ○ 朝日山森林公園を守る会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 37香川県 三豊市 三豊市詫間町紫雲出山遺跡館 ○ 三豊市観光協会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 37香川県 三豊市 北地中公民館 ○ 北地中自治会 ○ ○ H 17 6 27 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 37香川県 三豊市 朝日公民館 ○ 朝日自治会 ○ ○ H 17 6 27 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 37香川県 小豆島町 小豆島町うちのみ漁師村 ○ 内海漁業協同組合 ○ ○ H 23 4 1 H 24 1 31 ○ ○

3市区町村 37香川県 多度津町 多度津町屋外水泳プール ○ 多度津町文化体育振興事業団 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 23 ○ ○

3市区町村 37香川県 多度津町 多度津町立高見地区公民館 ○ 多度津町文化体育振興事業団 ○ ○ H 21 4 1 H 23 12 19 ○ ○

3市区町村 37香川県 まんのう町 美霞洞温泉 ○ 財団法人　ことなみ振興公社 ○ ○ H 22 4 1 H 23 9 30 ○ ○

3市区町村 38愛媛県 今治市 今治市営プール ○
特定非営利活動法人　今治しまな
みスポーツクラブ

○ ○ H 19 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 38愛媛県 今治市 今治市港湾ビル前第１駐車場 ○ 今治商工会議所 ○ ○ H 19 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 38愛媛県 今治市 今治市港湾ビル前第２駐車場 ○ 今治商工会議所 ○ ○ H 19 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 38愛媛県 今治市
今治市知的障害児通園施設　ひよ
こ園

○ 社会福祉法人　今治福祉施設協会 ○ ○ H 19 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 38愛媛県 今治市
今治市障害児通園（デイサービス）
事業施設　ひよこ学級

○ 社会福祉法人　今治福祉施設協会 ○ ○ H 19 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 38愛媛県 新居浜市 新居浜市別子山市民グランド ○ 有限会社悠楽技 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 38愛媛県 大洲市 大洲市総合体育館 ○ 大洲市体育協会 ○ ○ H 20 4 1 H 23 12 31 ○ ○

3市区町村 38愛媛県 大洲市 肱南憩いの里 ○
株式会社ジェイアール四国アーキ
テクツ

○ ○ H 16 12 20 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 38愛媛県 西予市 西予市三滝ロッジ ○ 株式会社　城川自然ロッジ ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 38愛媛県 西予市 西予市城川ふるさと交流館 ○ 株式会社　城川自然ロッジ ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 38愛媛県 久万高原町 美川スキー場 ○ （株）美川観光開発 ○ ○ H 16 7 30 H 22 7 27 ○ ○

3市区町村 38愛媛県 久万高原町 久万高原町白銀荘 ○ （株）美川観光開発 ○ ○ H 18 7 6 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 38愛媛県 鬼北町 鬼北町農産物加工研究施設 ○ 鬼北町生活研究協議会 ○ ○ H 18 9 1 H 21 6 26 ○ ○

3市区町村 39高知県 室戸市 夢工房ひまわり ○ ＮＰＯ法人むろとうみがめの会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 9 30 ○ ○

3市区町村 39高知県 安芸市
畑山地区加工・貯蔵施設「はたやま
夢楽自然工房」

○ はたやま夢楽自然工房 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 39高知県 安芸市 安芸市身体障害者通所授産所 ○
社会福祉法人安芸市身体障害者
福祉会

○ ○ H 18 4 1 H 22 10 31 ○ ○

3市区町村 39高知県 安芸市 安芸市福井ヶ内集会所 ○ 安芸市福井ヶ内集会所運営委員会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 39高知県 安芸市 安芸市陶芸の里交流直販施設 ○ 野の花会 ○ ○ H 20 4 1 H 22 1 31 ○ ○

3市区町村 39高知県 土佐清水市 宿泊温泉施設足摺テルメ ○ （株）創裕 ○ ○ H 21 4 1 H 23 11 30 ○ ○

3市区町村 39高知県 香美市 テニスコート ○ （財）奥物部開発公社 ○ ○ H 17 12 14 H 22 10 20 ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票②：指定の取消し等の事例）

　｢12 その他｣の内容を簡潔
に記入

　｢4 その他｣の内容を簡潔に
記入

　｢13 その他｣の内容を簡潔
に記入

a b c e jの１－２ jの２－２ jの３－２ l

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

取消後・業務停止後・
指定期間満了後の管
理

　１　直営（業務委託を
　　　含む）
　２　休止
　３　統合・廃止（民間
　　　等への譲渡・貸与
　　　を含む）
　４　再指定（直営のの
　　　ち再指定を含む）
　５　公営住宅法に基
　　　づく管理代行制度
　　　による管理
　６　その他

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

管理開始日

jの１－１

指定管理者の指定の取消し等の事例

　｢6 その他｣の内容を簡潔に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「１　指定管理者の指定を取り消した場合」を選択し
た場合に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「２　期間を定めて管理
の業務の停止を行った場合」を選択した場合に記
入

期間を定めて管理
の業務の停止を
行った理由

　１　指定管理者の
　　　業務不履行
　２　指定管理者の
　　　不正事件
　３　施設の休止・
　　　廃止
　４　その他

jの２－１

※「ｇ欄　取消等の内容」で「３　指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた場合」を選択した場合に記入

指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の合併・解散
　４　施設の休止・廃止
　５　施設の再編・統合
　６　施設の民間等への譲渡
　７　施設の民間等への貸与
　８　公営住宅法に基づく管理代行制度への移行
　９　公募への応募なし
　10　応募要件不備・不選定
　11　議会の不同意
　12　協定締結のための協議不調
　13　その他

jの３－１g

指定取消日・業
務停止日・指定
期間の末日

h i

指定管理者の指定を取り消した理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の業務不履行
　４　指定管理者の不正事件
　５　指定管理者の合併・解散
　６　施設の休止・廃止
　７　施設の再編・統合
　８　施設の民間等への譲渡
　９　施設の民間等への貸与
　１０　応募要件不備・不選定
　１１　協定締結のための協議不調
　１２　その他

取消等の内容

　１　指定管理者の
　　　指定を取り消した
　　　場合
　２　期間を定めて
　　　管理の業務の
　　　停止を行った場合
　３　指定期間の満了を
　　　もって指定管理者
　　　制度による管理を
　　　取り止めた場合

区分 都道府県名
施設名

f

指定管理者名

d

市区町村名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

3市区町村 39高知県 東洋町 東洋町駐車場（第３駐車場） ○ ㈱東洋リ・ボルト ○ ○ H 20 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 39高知県 東洋町 東洋町駐車場（第４駐車場） ○ ㈱東洋リ・ボルト ○ ○ H 20 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 39高知県 本山町 本山町肉用牛繁殖センター ○ 財団法人本山町農業公社 ○ ○ H 22 8 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 39高知県 いの町 木の根ふれあいの森施設 ○ 有限会社　まんさく ○ ○ H 20 10 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 39高知県 津野町 町立東津野保育園 ○ 津野町社会福祉協議会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 39高知県 津野町 高品質堆肥センター ○ 津野町開発公社 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 39高知県 四万十町 四万十町江師園芸作物実験場 ○ 農事組合法人　四万十Pot ○ ○ H 21 7 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 39高知県 四万十町 四万十町木屋ケ内集会所 ○ 四万十町木屋ケ内地区 ○ ○ H 18 9 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 39高知県 四万十町 四万十町十和堆肥センター ○ 十和村養豚組合 ○ ○ H 18 9 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 40福岡県 大牟田市 老人福祉センター ○ 株式会社現代ビルサービス ○ ○ H 22 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 40福岡県 飯塚市 穂波ふれあい会館 ○
社会福祉法人　飯塚市社会福祉協
議会

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 40福岡県 飯塚市 忠隈住民センター ○
社団法人　飯塚市シルバー人材セ
ンター

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 40福岡県 飯塚市 大分児童館 ○
社会福祉法人　飯塚市社会福祉協
議会

○ ○ H 18 3 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 40福岡県 飯塚市 上穂波児童館 ○
社会福祉法人　飯塚市社会福祉協
議会

○ ○ H 18 3 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 40福岡県 飯塚市 庄内農産物直在所「庄四季物」 ○ 庄内ふれ愛市協議会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 40福岡県 飯塚市 頴田高齢者福祉センター ○
社会福祉法人　飯塚市社会福祉協
議会

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 40福岡県 飯塚市 頴田老人憩いの家「福寿荘」 ○
社会福祉法人　飯塚市社会福祉協
議会

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 40福岡県 飯塚市 頴田農産物直売所「四季一番」 ○
四季一番農産物等直売所利用組
合

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 40福岡県 飯塚市 頴田農産物加工所「四季の里」 ○ 四季の里農産物等加工部 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 40福岡県 中間市 歴史民俗資料館 ○
公益財団法人中間市文化振興財
団

○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 40福岡県 糸島市 真名子木の香ランド ○ 福岡広域森林組合 ○ ○ H 18 7 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 40福岡県 糸島市 樋の口ハイランド ○ 福岡広域森林組合 ○ ○ H 18 7 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 40福岡県 築上町 築上町農業公園 ○ しいだサンコー（株） ○ ○ H 18 9 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 41佐賀県 唐津市 唐津市寿楽荘 ○
（社福）恩賜財団済生会支部佐賀
県済生会

○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 41佐賀県 唐津市 唐津市星賀児童館 ○ （社福）唐津市社会福祉協議会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 41佐賀県 唐津市 唐津市七山温泉スタンド ○ ㈱鳴神温泉 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 41佐賀県 唐津市 唐津市七山観音の滝総合案内所 ○ ㈱キコリななやま ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 41佐賀県 唐津市 唐津市屋形石児童館 ○ （社福）唐津市社会福祉協議会 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 41佐賀県 唐津市 竹木場児童館 ○ （社福）唐津市社会福祉協議会 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 41佐賀県 唐津市 見借児童館 ○ （社福）唐津市社会福祉協議会 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 41佐賀県 唐津市 半田児童館 ○ （社福）唐津市社会福祉協議会 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 41佐賀県 唐津市 山田児童館 ○ （社福）唐津市社会福祉協議会 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 41佐賀県 唐津市 浦児童館 ○ （社福）唐津市社会福祉協議会 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 41佐賀県 唐津市 大良児童館 ○ （社福）唐津市社会福祉協議会 ○ ○ H 18 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 41佐賀県 玄海町 仮屋地区生活排水処理施設 ○ 仮屋区 ○ ○ H 18 9 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 42長崎県 雲仙市
雲仙市みずほすこやかランドふれ
あい会館

○
みずほすこやかランド施設管理協
会

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 42長崎県 雲仙市
雲仙市みずほすこやかランド体育
施設

○
みずほすこやかランド施設管理協
会

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 42長崎県 雲仙市
雲仙市みずほすこやかランドふれ
あい広場

○
みずほすこやかランド施設管理協
会

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 42長崎県 雲仙市
雲仙市みずほすこやかランドふれ
あいプール

○
みずほすこやかランド施設管理協
会

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 42長崎県 諫早市 農村れすとらん　星が原 ○ 農事組合法人スマイル・ライフ ○ ○ H 18 4 1 H 22 2 28 ○ ○

3市区町村 42長崎県 諫早市 農村れすとらん　星が原 ○ 諫早安全食の会 ○ ○ H 22 4 1 H 23 7 31 ○ ○

3市区町村 42長崎県 大村市 情報交流プラザ ○ （株）ピーシーサポート長崎 ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 42長崎県 五島市 福江陶芸館 ○ 五島市老人クラブ連合会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 42長崎県 西海市 石原岳森林公園 ○ ㈲岡緑花園 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 42長崎県 西海市 崎戸温水プール ○ ㈱西日本スポーツアカデミー ○ ○ H 21 4 1 H 23 10 1 ○ ○

3市区町村 42長崎県 南島原市 南島原市立北有馬田平保育所 ○ 社会福祉法人新切福祉会 ○ ○ H 22 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 42長崎県 新上五島町 国民宿舎しんうおのめ温泉荘 ○ 新上五島町振興公社 ○ ○ H 16 7 22 H 22 5 31 ○ ○

3市区町村 42長崎県 新上五島町 新魚目保養センター ○ 新上五島町振興公社 ○ ○ H 16 7 22 H 22 5 31 ○ ○

3市区町村 43熊本県 八代市 勤労青少年ホーム ○ 社団法人八代市弘済会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 43熊本県 阿蘇市 阿蘇市ユースホステル ○ ＮＰＯ法人　国際スポーツソサエティ ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○
施設の譲渡を検討しているた
め

○

3市区町村 43熊本県 阿蘇市 阿蘇市森林のトレイ製作工場 ○ 有限会社　神楽苑 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 43熊本県 阿蘇市 阿蘇市ふれあい農園 ○ 株式会社　ＡＳＯワークネット ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 43熊本県 阿蘇市 阿蘇市農作業管理休養施設 ○ 株式会社　ＡＳＯワークネット ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 43熊本県 高森町 高森温泉館 ○ 南阿蘇観光高森温泉館 ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 43熊本県 美里町 佐俣の湯農産加工施設 ○ ますぎ会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 9 14 ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票②：指定の取消し等の事例）

　｢12 その他｣の内容を簡潔
に記入

　｢4 その他｣の内容を簡潔に
記入

　｢13 その他｣の内容を簡潔
に記入

a b c e jの１－２ jの２－２ jの３－２ l

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

取消後・業務停止後・
指定期間満了後の管
理

　１　直営（業務委託を
　　　含む）
　２　休止
　３　統合・廃止（民間
　　　等への譲渡・貸与
　　　を含む）
　４　再指定（直営のの
　　　ち再指定を含む）
　５　公営住宅法に基
　　　づく管理代行制度
　　　による管理
　６　その他

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

管理開始日

jの１－１

指定管理者の指定の取消し等の事例

　｢6 その他｣の内容を簡潔に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「１　指定管理者の指定を取り消した場合」を選択し
た場合に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「２　期間を定めて管理
の業務の停止を行った場合」を選択した場合に記
入

期間を定めて管理
の業務の停止を
行った理由

　１　指定管理者の
　　　業務不履行
　２　指定管理者の
　　　不正事件
　３　施設の休止・
　　　廃止
　４　その他

jの２－１

※「ｇ欄　取消等の内容」で「３　指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた場合」を選択した場合に記入

指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の合併・解散
　４　施設の休止・廃止
　５　施設の再編・統合
　６　施設の民間等への譲渡
　７　施設の民間等への貸与
　８　公営住宅法に基づく管理代行制度への移行
　９　公募への応募なし
　10　応募要件不備・不選定
　11　議会の不同意
　12　協定締結のための協議不調
　13　その他

jの３－１g

指定取消日・業
務停止日・指定
期間の末日

h i

指定管理者の指定を取り消した理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の業務不履行
　４　指定管理者の不正事件
　５　指定管理者の合併・解散
　６　施設の休止・廃止
　７　施設の再編・統合
　８　施設の民間等への譲渡
　９　施設の民間等への貸与
　１０　応募要件不備・不選定
　１１　協定締結のための協議不調
　１２　その他

取消等の内容

　１　指定管理者の
　　　指定を取り消した
　　　場合
　２　期間を定めて
　　　管理の業務の
　　　停止を行った場合
　３　指定期間の満了を
　　　もって指定管理者
　　　制度による管理を
　　　取り止めた場合

区分 都道府県名
施設名

f

指定管理者名

d

市区町村名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

3市区町村 44大分県 津久見市 四浦デイサービスセンター ○ 社団法人　津久見市医師会 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 44大分県 竹田市 久住さやか ○ ウィング久住 ○ ○ H 21 4 1 H 23 2 28 ○ ○

3市区町村 44大分県 宇佐市 宇佐市自然体験の館 ○ ＮＰＯ法人　市民生活支援センター ○ ○ H 19 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 44大分県 豊後大野市 清川いきいき老人軽作業所 ○ 豊後大野市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 4 1 H 22 9 30 ○ ○

3市区町村 44大分県 豊後大野市 長湯憩の家 ○ 豊後大野市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 4 1 H 23 6 30 ○ ○

3市区町村 44大分県 豊後大野市 越生いきいきサロン ○ 越生区 ○ ○ H 20 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 44大分県 豊後大野市 三重在宅介護支援センター紫雲 ○ 社会福祉法人紫雲会 ○ ○ H 20 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 44大分県 豊後大野市 大野老人福祉センター ○ 豊後大野市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 44大分県 豊後大野市 上冬原老人憩いの家 ○ 上冬原区 ○ ○ H 20 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 44大分県 豊後大野市 中野老人憩いの家 ○ 中野・開拓公民館運営協議会 ○ ○ H 20 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 44大分県 豊後大野市 下徳田老人憩いの家 ○ 下徳田区 ○ ○ H 20 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 44大分県 豊後大野市 三重老人憩いの家 ○ 社会福祉法人紫雲会 ○ ○ H 20 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 44大分県 豊後大野市 緒方徳田軽作業所 ○ 徳田区 ○ ○ H 20 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 44大分県 豊後大野市 朝地綿田老人軽作業場 ○ 北平自治公民館 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 44大分県 豊後大野市 朝地中尾塚老人軽作業場 ○ 中尾塚区 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 44大分県 豊後大野市 朝地池田老人軽作業場 ○ 池田高砂会 ○ ○ H 18 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 44大分県 豊後大野市 砂田農産物処理加工所 ○ 清川まんじゅう加工グループ ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 44大分県 豊後大野市 伏野農産物処理加工所 ○ 中野加工組 ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 44大分県 豊後大野市
犬飼町農林水産物処理加工所長
谷加工所

○ 長谷加工所運営委員会 ○ ○ H 20 4 1 H 21 4 30 ○ ○

3市区町村 44大分県 豊後大野市 犬飼農林水産物直売所 ○ 有限会社旬荷集棟 ○ ○ H 20 4 1 H 22 11 30 ○ ○

3市区町村 44大分県 豊後大野市 千歳特産物直売所 ○ 大分県農業協同組合 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 44大分県 豊後大野市 道の駅おおの ○ 農林業振興公社 ○ ○ H 22 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 44大分県 由布市 陣屋の村 ○ (有)南九州スピード ○ ○ H 18 10 1 H 22 7 31 ○ ○

3市区町村 44大分県 由布市 由布市城ヶ原農村公園 ○ ゆふのＡＩ ○ ○ H 19 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 44大分県 国東市 くるまえび養殖施設 ○ くるまえび養殖事業生産組合 ○ ○ H 21 4 1 H 23 3 28 ○ ○

3市区町村 44大分県 国東市 堆肥生産施設 ○ 国東町和牛生産組合 ○ ○ H 18 3 15 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 44大分県 国東市 国見農産物直売所 ○ 国見町商工会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 44大分県 国東市 国東市葬斎場 ○ 東国東広域葬斎組合 ○ ○ H 18 9 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 45宮崎県 宮崎市 宮崎市民プール ○ （財）宮崎市体育協会 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 45宮崎県 宮崎市
宮崎市中央西地域高齢者ふれあ
い室

○ （社福）宮崎市社会福祉協議会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 45宮崎県 宮崎市 宮崎市宮崎駅西口駐車場 ○ （株）ＮＰＫ ○ ○ H 20 4 1 H 21 6 30 ○ ○

3市区町村 45宮崎県 宮崎市 清武町大久保学習センター ○ （社福）宮崎市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 3 23 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 45宮崎県 都城市 都城市老人いこいの家 ○ ㈱ウェルファス ○ ○ H 21 4 1 H 21 5 21 ○ ○

3市区町村 45宮崎県 都城市 都城市鷹尾市民プール ○ 財団法人都城地区施設協会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 45宮崎県 都城市 都城市勤労者会館 ○ 株式会社文化コーポレーション ○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 45宮崎県 都城市 都城市永野広場 ○ 永野地域公民館 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 45宮崎県 都城市 都城市下富吉農村公園 ○ 下富吉地域公民館 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 45宮崎県 都城市 都城市五反田ふれあい広場 ○ 麓地域公民館 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 45宮崎県 都城市 都城市山之口麓ふれあい公園 ○ 麓地域公民館 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 45宮崎県 都城市 都城市前方農村公園 ○ 花木地域公民館 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 45宮崎県 都城市 都城市中島農村公園 ○ 上富吉地域公民館 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 45宮崎県 都城市 都城市的野農村公園 ○ 上富吉地域公民館 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 45宮崎県 延岡市 延岡市養護老人ホーム若葉荘 ○ 社会福祉法人　みのり会 ○ ○ H 23 4 1 H 24 4 1 ○ ○

3市区町村 45宮崎県 日南市 日南市養護老人ホーム和幸園 ○ 社会福祉法人　敬和会 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 45宮崎県 日南市 日南市飫肥杉ランド ○ 株式会社　ロビンフッド ○ ○ H 18 4 1 H 23 12 1 ○ ○

3市区町村 45宮崎県 小林市 奈佐木地区児童プール ○ 奈佐木地区 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 45宮崎県 小林市 須木環境衛生センター ○ （株）小林衛生公社 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 45宮崎県 串間市 串間市土地改良資料館 ○ 串間市土地改良協議会 ○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 45宮崎県 高原町 狭野児童館 ○ 北狭野区・南狭野区 ○ ○ H 21 4 1 H 22 11 29 ○ ○

3市区町村 45宮崎県 高原町 営農飲雑用水施設（東原地区） ○ 東原水道組合 ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 45宮崎県 高鍋町
高鍋町指定有形文化財黒水家住
宅

○ 愛宕クラブ ○ ○ H 19 10 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 45宮崎県 木城町 農産物販売所菜つ葉屋 ○ (有)グリーンサービスコスモス ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 45宮崎県 川南町 川南町営牧野 ○ 川南町営牧野管理組合 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 45宮崎県 川南町 川南町老人福祉館 ○ 川南町社会福祉協議会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 46鹿児島県 出水市 出水市ツル観察センター ○ 出水市観光協会 ○ ○ H 21 4 1 H 23 4 1 ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票②：指定の取消し等の事例）

　｢12 その他｣の内容を簡潔
に記入

　｢4 その他｣の内容を簡潔に
記入

　｢13 その他｣の内容を簡潔
に記入

a b c e jの１－２ jの２－２ jの３－２ l

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

取消後・業務停止後・
指定期間満了後の管
理

　１　直営（業務委託を
　　　含む）
　２　休止
　３　統合・廃止（民間
　　　等への譲渡・貸与
　　　を含む）
　４　再指定（直営のの
　　　ち再指定を含む）
　５　公営住宅法に基
　　　づく管理代行制度
　　　による管理
　６　その他

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

管理開始日

jの１－１

指定管理者の指定の取消し等の事例

　｢6 その他｣の内容を簡潔に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「１　指定管理者の指定を取り消した場合」を選択し
た場合に記入

※「ｇ欄　取消等の内容」で「２　期間を定めて管理
の業務の停止を行った場合」を選択した場合に記
入

期間を定めて管理
の業務の停止を
行った理由

　１　指定管理者の
　　　業務不履行
　２　指定管理者の
　　　不正事件
　３　施設の休止・
　　　廃止
　４　その他

jの２－１

※「ｇ欄　取消等の内容」で「３　指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた場合」を選択した場合に記入

指定期間の満了をもって指定管理者制度による管
理を取り止めた理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の合併・解散
　４　施設の休止・廃止
　５　施設の再編・統合
　６　施設の民間等への譲渡
　７　施設の民間等への貸与
　８　公営住宅法に基づく管理代行制度への移行
　９　公募への応募なし
　10　応募要件不備・不選定
　11　議会の不同意
　12　協定締結のための協議不調
　13　その他

jの３－１g

指定取消日・業
務停止日・指定
期間の末日

h i

指定管理者の指定を取り消した理由

　１　費用対効果・サービス水準の検証の結果
　２　指定管理者の経営困難等による撤退
　　　（指定返上）
　３　指定管理者の業務不履行
　４　指定管理者の不正事件
　５　指定管理者の合併・解散
　６　施設の休止・廃止
　７　施設の再編・統合
　８　施設の民間等への譲渡
　９　施設の民間等への貸与
　１０　応募要件不備・不選定
　１１　協定締結のための協議不調
　１２　その他

取消等の内容

　１　指定管理者の
　　　指定を取り消した
　　　場合
　２　期間を定めて
　　　管理の業務の
　　　停止を行った場合
　３　指定期間の満了を
　　　もって指定管理者
　　　制度による管理を
　　　取り止めた場合

区分 都道府県名
施設名

f

指定管理者名

d

市区町村名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

3市区町村 46鹿児島県 出水市 出水駅観光特産品館「飛来里」 ○ 出水市観光協会 ○ ○ H 21 4 1 H 23 4 1 ○ ○

3市区町村 46鹿児島県 西之表市 西之表市シルバーワークプラザ ○ 社団法人シルバー人材センター ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 46鹿児島県 西之表市 西之表市民体育館 ○
株式会社アクティブスポーツシステ
ム

○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 46鹿児島県 西之表市 西之表市営球場 ○
株式会社アクティブスポーツシステ
ム

○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 46鹿児島県 西之表市 西之表市営グラウンド ○
株式会社アクティブスポーツシステ
ム

○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 46鹿児島県 西之表市 美浜公園グラウンド ○
株式会社アクティブスポーツシステ
ム

○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 46鹿児島県 西之表市 わかさ公園テニスコート ○
株式会社アクティブスポーツシステ
ム

○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 46鹿児島県 西之表市 西之表市営プール ○
株式会社アクティブスポーツシステ
ム

○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 46鹿児島県 薩摩川内市 市比野地区コミュニティセンター ○ 市比野地区コミュニティ協議会 ○ ○ H 18 9 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 46鹿児島県 薩摩川内市 斧渕地区コミュニティセンター ○ 斧渕地区コミュニティ協議会 ○ ○ H 18 9 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 46鹿児島県 薩摩川内市 上甑生活館　(平良生活館) ○ 上甑地区コミュニティ協議会 ○ ○ H 19 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 46鹿児島県 薩摩川内市
上甑保健福祉館　(小島福祉
館)

○ 上甑地区コミュニティ協議会 ○ ○ H 19 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 46鹿児島県 薩摩川内市 ふれあいドーム ○
特定非営利活動法人　薩摩川

内市手をつなぐ育成会
○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 46鹿児島県 薩摩川内市 永利児童ｸﾗﾌﾞ館 ○
社会福祉法人　薩摩川内市社
会福祉協議会

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 46鹿児島県 薩摩川内市 水引児童ｸﾗﾌﾞ館 ○
社会福祉法人　薩摩川内市社
会福祉協議会

○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 46鹿児島県 薩摩川内市
祁答院山村広場休憩施設「轟
悠久館」

○ 下手中自治会 ○ ○ H 18 9 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 46鹿児島県 薩摩川内市 観光船かのこ（上甑） ○ 東洋興産株式会社 ○ ○ H 18 6 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 46鹿児島県 薩摩川内市
唐浜臨海公園（有料公園施設
を除く)

○
財団法人　薩摩川内市民まち
づくり公社

○ ○ H 22 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 46鹿児島県 薩摩川内市 天辰公園 ○
財団法人　薩摩川内市民まち
づくり公社

○ ○ H 22 4 1 H 22 12 26 ○ ○

3市区町村 46鹿児島県 薩摩川内市 赤沢津住宅 ○ 平野商事株式会社 ○ ○ H 21 4 1 H 21 7 2 ○ ○

3市区町村 46鹿児島県 薩摩川内市 寄田住宅 ○ 平野商事株式会社 ○ ○ H 21 4 1 H 21 7 2 ○ ○

3市区町村 46鹿児島県 薩摩川内市 下東郷屋外運動場照明施設 ○
財団法人　薩摩川内市民まち
づくり公社

○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 46鹿児島県 薩摩川内市 下東郷運動広場 ○ 八幡地区コミュニティ協議会 ○ ○ H 18 9 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 46鹿児島県 日置市 日置市営公衆浴場 ○ 株式会社　有園 ○ ○ H 18 9 1 H 21 6 10 ○ ○

3市区町村 46鹿児島県 いちき串木野市 国民宿舎串木野さのさ荘 ○ 株式会社南日本総合サービス ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 46鹿児島県 南さつま市 金峰文化センター ○ 金峰文化協会 ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 46鹿児島県 南さつま市 野間池活魚施設 ○ 南さつま漁業協同組合 ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 46鹿児島県 南さつま市 金峰温泉交流の場いなほ館 ○ 株式会社　いなほ館 ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 46鹿児島県 姶良市 蒲生観光交流センター ○ ㈱ファイン ○ ○ H 22 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 46鹿児島県 姶良市 蒲生観光交流センター別館 ○ ㈱ファイン ○ ○ H 23 4 1 H 23 3 24 ○ ○

3市区町村 46鹿児島県 さつま町 観音滝公園交流センター ○ ㈱ビルメン鹿児島グループ ○ ○ H 18 7 1 H 21 5 31 ○ ○

3市区町村 46鹿児島県 さつま町 観音滝公園 ○ ㈱ビルメン鹿児島グループ ○ ○ H 18 7 1 H 21 5 31 ○ ○

3市区町村 46鹿児島県 さつま町 鶴田ダムヘラブナ岬公園 ○ (NPO)ひっ翔べ!奥さつま探検隊 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 46鹿児島県 さつま町 神の湯ふれあい公園 ○ 紫尾区公民館 ○ ○ H 18 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 46鹿児島県 さつま町 薩摩農産物加工センター ○ さつま町梅振興会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 10 31 ○
現指定管理者の法人格取得
による名称変更

○

3市区町村 46鹿児島県 さつま町 紫尾山きららの里キャンプ場 ○ 泊野区公民館 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 46鹿児島県 長島町 長島町川床ふれあい広場施設 ○
株式会社　長島町川床ふれあい広
場

○ ○ H 18 2 1 H 22 7 20 ○ ○

3市区町村 46鹿児島県 龍郷町 龍郷町島育ち産業館 ○ 龍郷町商工会 ○ ○ H 19 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 46鹿児島県 和泊町 国頭（外俣池） ○ 国頭字 ○ ○ H 18 6 26 H 23 8 15 ○ ○

3市区町村 47沖縄県 名護市 多野岳ログハウス ○ ㈱前田産業 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 47沖縄県 名護市 多野岳キャンプ場 ○ ㈱前田産業 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 47沖縄県 名護市 サン・スポーツランド ○ ㈱前田産業 ○ ○ H 17 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 47沖縄県 豊見城市 空の駅瀬長島物産センター ○ 豊見城市商工会 ○ ○ H 21 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 47沖縄県 うるま市 東恩納地区学習等供用施設 ○ 東恩納自治会 ○ ○ H 18 9 1 H 21 7 4 ○ ○

3市区町村 47沖縄県 うるま市 あげな区学習等供用施設 ○ 安慶名自治会 ○ ○ H 18 9 1 H 22 1 26 ○ ○

3市区町村 47沖縄県 うるま市
具志川野外レクリエーションセン
ター

○ うるま市シルバー人材センター ○ ○ H 21 4 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 47沖縄県 大宜味村
大宜味村特産品（シークヮーサー）
加工施設

○
合同会社　大宜味シークヮーサー
振興組合

○ ○ H 21 9 1 H 22 3 31 ○ ○

3市区町村 47沖縄県 北中城村 あやかりの杜 ○ 特定非営利活動法人友志企画 ○ ○ H 20 4 1 H 23 3 31 ○ ○

3市区町村 47沖縄県 渡嘉敷村 渡嘉敷村青少年旅行村施設 ○ とかしき観光バス合同会社 ○ ○ H 23 4 1 H 24 3 31 ○ ○

3市区町村 47沖縄県 久米島町 島の学校体験交流施設 ○ ＮＰＯ法人島の学校久米島 ○ ○ H 22 4 1 H 24 3 31 ○ ○

2,415 471 318 649 474 503 299 789 19 523 505 46 234 831 51 1,533 17 133 9 28 226 192 57 121 12 1 0 35 0 4 3 44 370 22 42 314 66 305 35 296 14 3 3 4 59 631 188 962 337 296 1合計
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